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研究ノート

制
多
段
階
行
政
手
続
が
機
能
す
る
た
め
の
前
提

ω
異
議
排
除
の
仕
組
み

三
参
加
責
任
も
し
く
は
協
力
責
任

お

わ

り

に

t工

じ

め一
九
五
九
年
に
制
定
さ
れ
た
、
原
子
力
の
平
和
利
用
と
そ

の
危
険
防
止
に
関
す
る
法
律
(
原
子
力
町
一
が
、
原
子
カ
に
関
す
る
い
わ
ば
基

西
ド
イ
ツ
で
は
、

本
法
と
し
て
の
地
位
を
占
め
て
い
る
。
一
九
七
七
年
に
は
、
原
子
力
法
七
条
に

(
2
)
 

よ
る
施
設
の
許
可
に
際
し
て
の
手
続
に
関
す
る
命
令
(
原
子
力
法
手
続
令
)
が

制
制
定
さ
れ
、
こ
の
手
続
令
七
条
一
項
二
文
は
「
特
別
の
私
法
上
の
権
原
に
も
と

づ
か
な
い
奥
議
の
申
立
は
、
す
べ
て
、
縦
覧
期
間
の
満
了
と
と
も
に
排
除
さ
れ
る

(
豆
洋
〉

V
F
Z『
仏
間
同

KME-omZHM駒
田
町
同
町
田
仲
唱
。
岡
門
出
。
白
色
-
o
Eロ
語
。
ロ
ιロロ問。ロ

同ロ田開冊目

nv-cω
曲
。
ロ
・
仏

-o
ロ
rHr円
曲
ロ
同
『
め
ωOロ門回。
H40ロ匂門戸ぐ伯仲同
10nr仲]』
nyoロ

吋
EWHロ

ZHErg-)」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
原
子
力
発
電
所
施
設
建
設
計
画

案
の
縦
覧
期
間
は
、
異
議
申
立
期
間
で
も
あ
っ
て
、
異
議
の
あ
る
第
三
者
・
住

民
は
こ
の
期
間
中
に
申
立
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
期
間
に
異
議
申
立

を
し
な
か
っ
た
者
は
、
そ
の
後
ど
う
い
う
扱
い
を
受
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

右
の
聞
い
に
対
す
る
答
え
に
は
、
以
後
の
許
可
手
続
に
参
加
で
き
な
く
な
る

(
3
)
 

だ
け
で
あ
る
と
す
る
説
(
以
下
で
は
手
続
排
除
効
説
と
呼
ぶ
)
と
、
後
日
申
請

者
に
与
え
ら
れ
る
許
可
に
つ
き
、
行
政
裁
判
所
に
出
訴
す
る
こ
と
も
で
き
な
く

{
4
)
 

な
る
と
す
る
説
(
以
下
で
は
訴
訟
排
除
効
説
と
呼
ぶ
〉
と
が
あ
り
、
判
例
は
連

{
5
)
 

邦
行
政
裁
判
所
を
含
め
て
訴
訟
排
除
効
説
を
採
る
が
、
学
説
は
以
上
の
よ
う
に

対
立
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
原
子
力
発
電
所
施
設
の
建
設
と
運
転
に
関
す
る
許
可
手
続
は
多

く
の
段
階
に
分
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
子
力
法
は
一
九
六
九
年
の
第
二
次
改

正
に
よ
っ
て
、
長
ら
く
実
務
で
行
な
わ
れ
て
い
た
予
備
決
定
(
〈
2rmmnraι)

と
部
分
許
可
(
、
F
-
K
2
0
7
5ぽ
ロ
ロ
伺
)
の
シ
ス
テ
ム
を
、
七

a
条
、
七
b
条
に

(
6
)
 

制
度
化
し
て
い
る
。
こ
の
多
段
階
手
続
は
そ
の
つ
ど
の
「
科
学
お
よ
び
技
術
の

(
7
)
 

水
準

(
ω
Sロ仏

gロ
者

2
2ロ
2
7担
問
同
ロ
ロ
仏
吋
onrEr)」
に
適
合
し
た
原
子

〔

B
}

力
発
電
所
の
建
設
を
い
っ
そ
う
可
能
に
し
た
。
ま
た
、
予
備
決
定
シ
ス
テ
ム
の
導

入
は
、
事
業
者
の
投
資
危
険
(
阿
君
、
何
回
巴
8
2
F
a
r
o
)
に
関
す
る
予
測
可
能
性
を
高

(
9
)
 

め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
他
方
で
一
九
七
七
年
の
原
子
力
法
手
続
令
は
、

第
三
者
の
異
議
申
立
権
(
巴
ロ
宅

g
Eロ
m
R
R
E
-
回
口
当

g
p口
町
与
え
口
間
三
国
)
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の
行
使
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
、
関
連
規
定
を
整
備
し
て
お
り
、
行
政
手
続
へ

(
叩
)

の
い
わ
ゆ
る
住
民
参
加
が
い
っ
そ
う
強
化
さ
れ
て
も
い
る
。

こ
う
し
た
法
制
度
の
中
に
あ
っ
て
、
先
の
問
い
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る

ぺ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

本
稿
は
右
の
課
題
を
次
の
順
序
で
論
じ
る
。
ま
ず
、
こ
の
問
題
が
論
じ
ら
れ

る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ア
ル
ツ
高
等
行
政
裁
判
所
第
七
都

一
九
七
八
年
一

O
月
四
日
判
決
と
、
こ
れ
に
対
す
る
手
続
排
除
効
説
か
ら
の
批

判
を
訴
訟
排
除
効
説
の
反
論
を
ま
じ
え
な
が
ら
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
他
の
法

律
を
も
含
め
た
制
度
の
概
略
を
示
し
、
さ
ら
に
、
本
件
の
上
告
審
判
決
を
紹
介

す
る
。
そ
し
て
、
両
説
の
対
立
が
理
論
的
な
も
の
で
は
な
く
、
原
子
力
許
可
手

異議申立排除の効力と住民の参加責任

続
制
度
の
実
態
に
対
す
る
評
価
の
違
い
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す

(
第
一
音
。
。
次
に
、
原
子
力
許
可
手
続
の
特
色
で
あ
る
多
段
階
行
政
手
続
制
度

の
目
的
を
検
討
し
、
同
時
に
原
子
力
許
可
手
続
へ
の
住
民
参
加
が
利
害
者
参
加

(ロ}

で
は
な
く
、
民
衆
参
加
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
い
く
つ
か
の
制
限
を
伴

い
つ
つ
も
、
原
則
と
し
て
時
期
に
遅
れ
た
異
議
申
立
の
排
除
に
訴
訟
排
除
効
の

認
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
一
万
す
。
ま
た
、
こ
う
し
た
議
論
の
中
か
ら
唱
え
ら
れ

始
め
た
、
住
民
の
参
加
権
に
対
応
す
る
参
加
責
任
な
い
し
協
力
責
任
な
る
主
張

(nxu} 

を
、
資
料
と
し
て
紹
介
す
る
(
第
二
章
)
。

。
2
2
N
出
V
R
E
o
p目。色町
nro
〈
R
君
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ロ
仏
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目
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]
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〉
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門

N)・〈
O
B

NU切
り

O
N
O
B
V
R
E
S
(切
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-Hω
・
∞
民
)
・
現
行
法
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一
九
七
六
年
に

改
正
さ
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も
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あ
る
(
切
の
∞
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同
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(
2
)
〈
2
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ro円
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〈
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円

g
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m
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岬
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ι
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r
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C
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O
B
H∞・明，
oゲ
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区
世
門
戸
由
コ
(
切
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切
「
同

ω-

N
∞
。
)
な
お
、
現
行
原
子
力
法
、
原
子
力
法
手
続
令
の
全
訳
が
斉
藤
統
氏
に

よ
り
な
さ
れ
て
い
る
。
参
照
、
金
沢
良
雄
副
嗣
『
日
独
比
較
原
子
力
法
』
(
第

一
法
規
一
九
八

O
年
)
一
五
回
頁
以
下
。

ハ
3
〉
列
庄
町
阻

R
J弓
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-
P
E
r
-
-
0
2
〉
己
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印

n
r
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ぐ
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君
。

E

E
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ロ
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〈
2
p
z
s
zロ仏

S
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E
m
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2
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S
n
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J
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H申J
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OB司
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B
E
E
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C
F
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N
E円
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n
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H
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r
r
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E
2
Z口出

g
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白

r
r
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E
g
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R
F
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開
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書
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2
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Z
の同

E
t
o
s
s
-
-。
z
m
o
n
r
o
由
民
〈
2
p
r
sロ丘町一
-
E
Z
J
Z』
者

同申申
0・
ω・]戸印由
ω同
(Hmmv叶
同

)wHN0日
間

ω
g
r開
p
-
Nロ
円
回
目
【

r
E
Zロ間

《
回
目
印
巴
田
君
。
ロ
内
山
口
ロ
四
日
由

cmmnECmmam-自
由
同

O
B
E
=ロ
仏
即
日

B
山富山口口
T

B
口
}
丘
町

roロ
の
開
口

07日
一
個
ロ
ロ
岡
田
〈

O円
E
Y門町民
J

〉
ロ
何
回
内
山
・

HO由
(
巴
∞

H)w

ω・

品

]

「

『

同

.

ハ
5
)

回
〈
ぬ
門
司
0
・

C
2・
〈

-
H吋・
4

・

]Smwcw
切
〈

2
唱
の
間
出

(r
∞
-
N叩
吋
戸

。
〈
盟
・

5
8・
ω・
5
2
R
B
X
〉
ロ
ヨ
・
〈

Oロ
ω・
号
者
吉
川

Z
』
者

H
S
r
ω
-
u
g
R
U
切
〈
開
叫
君
。
・

C
3・
F
H斗・吋・

5
8・
。
〈
盟
・

5
8・

ω・
5
S
M
Z
]者

5
2・
ω・
u
g
こ
の
二
つ
の
判
決
に
よ
り
訴
訟
排
除
効

説
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、
異
議
申
立
排
除
の
効
果
が
訴
え
を
不
適
法

却
下
と
す
る
の
か
、
理
由
な
し
と
し
て
棄
却
す
る
の
か
は
不
明
で
あ
る

(
〈
由
「
戸

ω
gゲ
O♂同・同・
0
・wω
・
岳
民
)
。
原
告
適
格
に
関
す
る
重
要
な
問

題
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

(

6

)

ぐ
札

-
E
r
oロ
z
t〈
与
F
-
K
C同
宮
前

nyo正

E
込
吋
冊
目
日

m
g白
V
E
E

関口口

m
F
B
〉
g
日

g
n
Z
J
ロ
O〈
忌
∞

0・
ω
-
S
Y
司・

ω冊目白
2
・円、.

∞
-
u
O∞件。円
Hay-3U2
〈
O
H
V
g
n
y
S
L
-
B
〈
四
円
唱
回
目
円
ロ
ロ
加
国
円
。

n
z
z
n
r
oロ

の
g
o
r
B
H関口口問
2
R
p
r
s・J
』
E
ω
H
S
Y
ω
・
ω
8・

(

7

)

原
子
力
法
七
条
二
項
三
号
は
、
施
設
の
許
可
要
件
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
施

設
の
設
霞
お
よ
び
運
転
に
よ
る
災
害
に
対
し
、
科
学
お
よ
び
技
術
の
水
準

か
ら
必
要
と
さ
れ
る
対
策
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
」
を
あ
げ
て
い
る
。
こ

の
規
定
が
「
原
子
力
法
一
条
二
号
の
保
護
目
的
を
そ
の
つ
ど
最
も
良
く
実

現
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
」
こ
と
を
、
一
九
七
八
年
八
月
八
日
連
邦
憲
法

裁
判
所
は
確
認
し
て
い
る
(
〈
開
「
切
〈
由
民
C
別
品
♂
∞
由
民
[
昌
司
)
。

ハ
8
)

ぐ
m--HV・。
2
0ロ
σ己
戸
「
ヨ
穴

O円ロ
O回。同開円。

-
B
ω
1
0問
。
戸
《
目
。
凹
〈

R
F凹a

閉
口
口
開
閉
同
町
口
宮
田

J
U
α
〈
巴
∞

Fω
・
∞
-

(

9

)

〈
m--
∞
H，・ロ円・〈¥品。叶
F
ω
'
m
g
m
ご
)
u
d・
7向
5
2
E四円唱曲・回・
0
・w

∞
-

H

叶N
h

∞
〈

OH君。・

d
2・
4

、・
H

叶
・
叶
・
活
∞
。
‘

Z
』
巧
巴
缶
、

ω・
8
F

Mν・
ω巳
g
O
3
F・ω・
“
。

m
g
ユc
y
白・同・
0
・・

ωAHoo-AHON-

(
叩
)
〈
関
戸
〉
阿
巴

ω
n
H
M
C
F
3
Z
2
0
K
H
Z
B
E
n
z
-
-
n
r
o
〈
2
p
r
gロ
T

〈同

B
『
仏
ロ
ロ
ロ
間
a
J
U〈切】
-

H

山W31ω
・
ω同町・

(日

)

O
ぐ
の

HNrmw山口-田口千回
ν
p
r
-
C
2・ぐ
-AH-H0・
H由吋∞
u
u
o〈
]F申吋タ

ω・

町一ω
印時・

(
臼
)
注
5
に
引
用
し
た
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
(
切
〈

R
君
。
肘

8
・
ω-Nミ
同
)

は
、
訴
訟
排
除
効
を
認
め
て
は
な
ら
な
い
場
合
と
し
て
次
の
も
の
を
指
摘

す
る
。
①
許
可
の
内
容
が
、
そ
の
基
礎
と
な
り
、
第
三
者
の
閲
覧
に
供
さ

れ
た
資
料
と
一
致
し
な
く
な
っ
た
場
合
③
行
政
庁
に
よ
る
法
定
の
許
可

の
取
消
、
徹
回
も
し
く
は
負
担
を
住
民
が
求
め
る
場
合
③
許
可
の
無
効

確
認
請
求
④
異
議
申
立
期
間
の
経
過
後
に
生
じ
た
事
実
も
し
く
は
経
過

後
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
実
に
も
と
づ
く
呉
議
申
立
の
場
合
③
申
立

人
の
責
に
帰
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
期
間
を
遵
守
で
き
な
か
っ

た
場
合
、
で
あ
る

(ω
・印。吋民)。

(
臼
)
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
原
子
力
施
設
の
許
可
手
続
全
体
に
関
す
る
示
唆
に

富
ん
だ
論
文
が
最
近
発
表
さ
れ
た
。
保
木
本
一
郎
「
西
ド
イ
ツ
原
子
力
施

設
許
可
手
続
に
お
け
る
住
民
参
加
」
(
『
社
会
科
学
研
究
』
三
三
巻
三
号
一

九
八
一
年
)
一
五
一
一
良
以
下
が
そ
れ
で
あ
る
。
許
可
手
続
の
詳
細
は
こ
の

論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

M

)

本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
電
力
中
央
研
究
所
の
斉
藤
統
民
よ
り
多
数
の
資

料
を
頂
く
こ
と
が
で
き
た
。
な
か
で
も
、
宮
巳
「
包

Ba穴
即
己
目

nr
原
子
力
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発
電
所
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
決
定
(
∞
〈
め
止
の
開

gw
∞・

8
3
の

反
対
意
見
を
除
い
た
部
分
の
翻
訳
は
、
第
二
章
の
参
加
責
任
を
論
じ
た
箇

所
で
参
照
さ
せ
て
頂
い
た
。
ま
た
、
同
研
究
所
の
三
辺
夏
雄
氏
は
昨
年

夏
、
気
軽
に
筆
者
に
お
会
い
し
て
下
さ
り
、
さ
ら
に
年
末
の
お
忙
し
い
中
、

文
献
収
集
に
御
協
力
下
さ
っ
た
。
両
氏
に
対
し
、
心
か
ら
の
感
謝
を
申
し

上
げ
ま
す
。

第
一
章

手
続
排
除
効
説

ツ

ツ

説

ク

異議申立排除の効力と住民の参加責任

(
1
)
 

判
原
子
力
法
手
続
令
七
条
一
項
一
一
文
は
、
営
業
法
一
七
条
二
項
一
一
文
後
段
に

{
2
)
 

な
ら
っ
た
も
の
で
あ
り
、
異
議
排
除
の
効
力
を
め
ぐ
る
判
例
、
学
説
に
お
い
て
、

営
業
法
の
こ
の
規
定
に
関
す
る
次
の
判
例
が
参
照
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
o

(
3
)
 

す
な
わ
ち
、
連
邦
行
政
裁
判
所
第
一
部
一
九
七
二
年
九
月
二
九
日
の
決
定
が
、

こ
の
規
定
一
に
つ
き
既
に
訴
訟
排
除
効
を
み
と
め
る
判
断
を
示
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
事
案
は
、
ボ
イ
ラ
ー
設
置
計
画
案
の
公
示
(
出
向
OE--nro
∞
o
r
g
E自
由
E

nr戸
ロ
開
)
祢
に
異
議
を
提
出
し
て
し
ま
っ
た
者
が
、
設
置
許
可
の
取
拙
仰
を
求
め

た
と
い
う
風
変
わ
り
な
も
の
で
あ
っ
た
。
決
定
は
、
二
週
間
と
い
う
施
設
建
設

案
の
公
示
期
間
内
に
主
張
さ
れ
な
か
っ
た
異
議
は
、
も
は
や
行
政
訴
訟
に
提
出

(
4
)
 

し
え
ず
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
も
施
設
の
建
設
に
対
抗
し
待
な
い
、
と
い
う
内

容
で
あ
っ
た
o

ωも
っ
ぱ
ら
、
公
法
上
の
視
点
か
ら
こ
の
決
定
を
批
判
す
る
評
釈
を
書
い
た

(

5

}

(

6

〕

ツ
ッ
ク

(
H
P
N
E
n
r
)
は
、
一
九
六
三
年
の
自
説
を
く
り
返
し
た
。
そ
こ
で
は
、

そ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
が
訴
訟
要
件
と
も
さ
れ
て
い
る
不
服
申
立
期
間
(
行
政

〈

7
)

裁
判
所
法
七

O
条
)
を
徒
過
し
た
場
合
と
、
営
業
法
一
七
条
二
項
に
い
う
異
議

申
立
期
間
の
徒
過
と
を
同
一
視
し
て
、
「
異
議
排
除
の
制
度
に
あ
っ
て
出
訴
の

途

(

閉

山

2
r
z君
。
伺
)
が
取
り
去
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

負
担
的
行
政
行
為
に
先

行
す
る
行
政
手
続
の
中
で
異
議
を
主
張
す
る
こ
と
を
訴
訟
要
件
に
し
て
い
る
に

す
ぎ
ず
、
こ
の
こ
と
が
基
本
法
違
反
で
な
い
こ
と
は
法
律
上
の
救
済
手
段
期
間

有
2
y
g
B
E己
主
え
)
徒
過
の
ゆ
え
に
権
利
救
済
を
得
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
と

(
8
)
 

同
じ
で
あ
る
」
と
す
る
論
者
に
対
し
、
大
略
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
た
。
「
こ

こ
で
は
、
公
権
力
の
行
為
に
対
す
る
権
利
救
済
期
間
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、

公
権
力
の
行
為
が
な
さ
れ
る
以
前
の
期
間
か
問
題
な
の
だ
。
行
為
が
な
さ
れ
た

後
で
あ
れ
ば
、
・
被
侵
益
者
(
∞
O
R
C
Fロ
O)
は
権
利
保
護
を
請
求
す
る
可
能
性
を

も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
異
議
排
除
に
お
い
て
は
、
行
為
が
な
さ
れ
る
以
前
の(

9
}
 

段
階
で
彼
は
こ
の
可
能
性
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
基
本
法
一
九
条
四
項

は
、
な
さ
れ
た
公
権
力
の
行
為
に
対
す
る
出
訴
の
可
能
性
を
保
障
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
営
業
法
一
七
条
二
項
の
排
除
は
基
本
法
に
反
し
て
い

る。」な
る
ほ
ど
、
公
権
力
に
よ
る
行
為
の
存
否
を
基
準
に
す
る
な
ら
ば
、
ツ
ッ
グ

の
右
の
指
摘
は
あ
た
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
何
よ
り
も
重
視
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研究ノート

(
叩
)

き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
国
民
の
権
利
保
護
の
実
効
性
で
あ
る
は
ず
で

あ
っ
て
、
こ
の
視
点
か
ら
営
業
法
一
七
条
二
項
の
合
憲
性
を
考
え
る
な
ら
ば
、

公
権
力
に
よ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
前
か
後
か
は
必
ず
し
も
決
め
手
に
は
な
ら
な

い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
異
議
排
除
制
度
の
置
か
れ
て
い
る
法
分
野
の
特
色
、
排

除
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
国
民
の
権
利
保
護
に
対
す
る
埋
め
合
せ
の
有
無
、
程

度
な
ど
を
取
り
込
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

ωさ
て
、
右
に
見
た
よ
う
な
ツ
ッ
ク
の
批
判
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

(日〉

判
例
は
原
子
力
施
設
令
(
原
子
力
法
手
続
令
の
前
身
)
一
二
条
一
項
が
定
め
る
、

営
業
法
一
七
条
二
項
と
同
種
の
、
時
期
に
遅
れ
た
異
議
の
排
除
の
効
力
に
つ

(ロ)

き
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
訴
訟
排
除
効
を
み
と
め
て
き
た
o

具
体
例
を
一
示
す
意
味
も

含
め
て
、
次
に
は
学
説
か
ら
の
批
判
が
陸
続
と
提
出
さ
れ
た
、
ラ
イ
ン
ラ

γ
ト・

プ
フ
ァ
ル
ツ
高
等
行
政
裁
判
所
の
判
決
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
批
判
の

一
九
七

O
年
前
後
に
な
っ
て
活
発
に
展
開
さ
れ
る
に
歪
っ
た
環
境

(
臼
)

保
護
を
求
め
る
住
民
運
動
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

背
景
に
は
、

(

1

)

現
行
許
可
手
続
の
概
要
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
①
許
可
行
政
庁
へ
の
申

議
、
②
予
備
決
定
(
主
に
立
地
点
に
関
す
る
も
の
で
、
申
請
に
も
と
づ
く

た
め
、
な
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
)
、
③
事
業
計
画
公
示
、
④
第
三
者
の

異
議
申
立
(
法
定
期
間
は
二
カ
月
〉
、
⑤
討
論
期
日
(
許
可
行
政
庁
、
申

請
人
、
異
議
申
立
人
)
、
⑥
第
一
部
分
許
可
(
予
備
決
定
が
な
い
場
合
に

は
立
地
点
の
決
定
を
も
含
む
。
計
悶
に
本
質
的
変
更
が
な
い
限
り
部
分
許

可
が
こ
れ
に
続
く
)
、
⑦
継
続
運
転
許
可
。
な
お
、
最
近
、
予
備
決
定
制
度

に
は
批
判
が
提
出
さ
れ
て
お
り
(
〈
芋
〉
・

4

〈
与
2
・
同
)
由
〈
巴
∞
0
.

∞-

U

由
ご
叫
[
品
。
日
]
)
、
ま
た
異
議
申
立
期
間
の
延
長
も
実
務
で
は
な
さ
れ
、
産
業

界
か
ら
の
批
判
(
〈
也
・
当
。

E
R
H
N
E
r
P
L
4
0
2
6口
長
官
〈
R
-

Z
2
0
2ロ
問
。
口
町
民
同
仏
自
の
O
ロ
各
自
日
開
ロ
ロ
四

2
2向
島
円
。
ロ

N
g
円肘吋片山

nr-

Z
口問

E
W
E
2
関
門
担
問
件
当

2
r
o
J
開
、
吋
巴
∞
0

・
ω・∞
ω由
民
)
が
あ
る
。
そ
の

他
許
可
手
続
全
体
に
つ
き
保
木
本
前
掲
論
文
(
『
社
会
科
学
研
究
』
一
三
一
一

巻
三
号
〉
一
五
一
一
良
以
下
参
照
。

(

2

)

〈
也
・
同
・

4
弓
O
H
『
E
F
ロ
ロ
ぐ

ga-
∞
-

h
富
岡
山
(

U

・
戸

C
F
ω
∞

巴
吋
タ

ω・
5
3
な
ど
。
な
お
、
営
業
法
一
七
条
二
項
二
文
は
「
こ
の
期

間
は
:
:
:
私
法
上
の
梅
原
に
も
と
づ
か
な
い
全
て
の
異
議
に
対
し
て
排
除

的
で
あ
る
(
り
な
司
ユ
え
・

:
-
E
E
H
出
口
町
巴
ロ
耳
mロ円山口ロ問。

P
当
乙
口
}
岡
市

巴
ロ
}
三
回
口
町
田
)
ユ
〈
同
門
円
叩
口
「
己

r
r叩
ロ
、
口

z-ロゲ
2
z
r巾国グ℃同出
r
F丘
三
回

nr)」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(

3

)

H

W

〈
R
君
。
・
∞

g
n
E・
ぐ
-
N
由・申・

5
吋N
・
0
〈
切
F
S
3・
ω・
2印
B
F

〉
ロ

B
R
r
z
H岡
田
〈
C
ロ
河

-Ncnr・

(

4

)

相
隣
権
(
例
、
民
法
九

O
六
条
)
に
も
と
づ
く
請
求
樵
な
ど
が
施
設
の

建
設
に
対
し
て
主
張
で
き
な
く
な
る
。
期
間
に
返
れ
排
除
さ
れ
た
隣
人

は
、
民
法
一

O
O四
条
、
営
業
法
二
六
条
に
よ
り
、
被
害
を
取
除
く
施
設

の
設
置
を
求
め
た
り
、
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、

特
別
な
私
法
上
の
権
原
(
例
、
地
役
権
、
契
約
)
に
も
と
づ
く
異
議
を
申

立
て
る
者
は
、
期
間
に
遅
れ
た
場
合
で
も
通
常
裁
判
所
に
、
施
設
の
建
設

を
妨
げ
る
(
町
吉
弘

0
2
)
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
施
設
完
成
後

は
そ
の
除
去
(
∞

g
包
己
開
Z
ロ
間
)
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
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研究ノート

so同
日
ロ
ロ
〈

H由吋申・

ω・
8
H
F
2
u
⑪
切
回
同
・
〈
の

F
C
H円・〈
-
u・ι・

一戸市当山
y

同w
吋
同
由
叶
山
w
w
ω
・印∞
ω
民
H

】
)
出
〈
]
戸
但
斗
♂

ω
・∞。]戸[円、
ω
]
U
H
)
〈
∞
-
-

S
3・
ω・
由
呂
町
戸
以
上
の
中
で
訴
訟
排
除
効
を
否
定
す
る
の
は
③
⑤
の
み

で
あ
る
。
な
お
、
①
②
③
⑤
は
停
止
効
回
復
の
申
立
に
関
す
る
も
の
、
①

②
③
④
⑬
は
個
人
に
よ
る
も
の
で
そ
の
他
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
(
@
は
市
)
に

よ
る

Q

①
③
⑬
を
除
い
て
原
子
力
発
電
所
か
ら
の
原
告
の
距
離
は
不
明
で

あ
る
。
①
③
に
お
い
て
、
訴
え
提
起
の
時
に
は
二
五
キ
ロ
で
あ
り
決
定
時

に
は
一

0
0
キ
ロ
離
れ
て
い
た
。
⑬
の
原
告
は
二
五

0
キ
ロ
離
れ
て
い

た
。
原
子
力
発
電
所
か
ら
何
キ
ロ
ま
で
の
者
に
原
告
適
格
を
み
と
め
る
か

に
つ
き
、
金
沢
編
『
日
独
比
較
原
子
力
法
』
(
第
一
法
規
一
九
八

O
年
)

五
七
頁
以
下
に
よ
る
と
、
理
論
的
に
は
一
二

0
0
キ
ロ
離
れ
て
い
て
も
放
射

線
の
危
険
な
影
響
を
事
故
時
に
は
受
け
う
る
よ
う
で
あ
り
、
判
決
例
と
し

て
四

0
0
キ
ロ
以
上
離
れ
た
者
に
原
告
適
格
を
承
認
し
た
も
の
(
〈
の

。Egゲロ
a・
C
E
-
戸
H
0
・ロ
-
H
S
∞
)
、
「
三

0
0
キ
ロ
離
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
原
告
が
な
ぜ
権
利
侵
害
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
の
か
を
十
分
実

質
的
に
主
張
し
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
、
原
告
適
格
を
否
定
し
た
も
の

言
。
巧
皆

N
E話
、
己
え
・
〈
-
H
0
・ω
-
S
S」
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
(
⑬
も

同
旨
)
。

(
日
)
金
沢
編
前
掲
書
五
九
頁
以
下
に
は
、
原
子
力
に
対
す
る
一
般
の
関
心
の

高
ま
り
が
原
子
力
訴
訟
の
場
加
を
引
き
起
こ
し
た
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
。

{
1
)
 

ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ア
ル
ツ
高
等
行
政
裁
判
所
判
決

)
 

1
 

(
 
事

案

の

概

要

原
告
は
、
原
子
力
発
電
所
宮
巳

ro即
日
目
関
山
同
-rr
に
与
え
ら
れ
た
原
子
力
法

と
の
第
一
部
分
許
可
を
争
っ
て
い
九
日
。
許
可
の
賦
与
に
先
立
っ
て
実
施
さ
れ
た

行
政
手
続
に
お
い
て
、
原
告
は
な
ん
ら
の
異
議
も
事
業
計
画
案
に
対
し
て
提
出

北法33(2・142)440

し
な
か
っ
た
o

原
告
は
許
可
の
無
効
確
認
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
第

一
部
分
許
可
の
賦
与
に
あ
た
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
コ
ン
パ
グ
ト

〈

3
)

建
築
方
法
は
実
際
的
な
理
由
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
け
れ
ど

も
、
こ
う
じ
た
変
更
は
第
一
部
分
許
可
に
反
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

)
 

向山戸

判

旨

の

概

要

「
原
告
は
、
本
件
で
な
お
適
用
さ
れ
る
原
子
力
施
設
令
三
条
一
項
(
現
行
原
子

力
法
手
続
令
七
条
一
項
)
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
て
い
る
。
」
「
原
告
は
、
秩
序
正

し
く

(OEロ
ロ
ロ
四
回
問
。
目
前
窃
)
実
行
さ
れ
た
行
政
手
続
に
お
い
て
、
計
画
案
に
一
爪

さ
れ
た
事
業
に
対
し
て
異
議
を
申
立
て
る
こ
と
さ
え
怠
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

原
告
は
、
自
分
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
裁
判
に
お
い
て
主
張
す
る

と
い
う
可
能
性
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。
」

冒
頭
で
右
の
よ
う
な
結
論
を
示
し
た
の
ち
、
判
決
は
そ
の
理
由
を
、
排
除
の

(
4
)
 

効
力
は
行
政
裁
判
手
続
に
ま
で
も
及
ぶ
と
す
る
通
説
を
紹
介
し
て
か
ら
次
の
よ

う
に
一
言
う
。
「
す
で
に
規
定
の
文
言
が
無
制
限
の
排
除
を
の
べ
て
い
る
。
排
除

の
効
力
を
行
政
手
続
に
の
み
制
限
す
る
な
ど
と
は
ひ
と
こ
と
も
い
っ
て
い
な

い
。
異
議
申
立
期
間
の
み
を
定
め
る
遠
距
離
道
路
法
一
八
条
四
項
ゃ
、
行
政
手

続
法
七
三
条
四
項
と
は
異
な
り
、
原
子
力
施
設
令
三
条
一
項
は
期
間
の
規
定
以



外
に
、
異
議
申
立
期
間
の
徒
過
は
す
べ
て
の
異
議
を
排
除
す
る
と
は
っ
き
り
定

め
て
い
る
o

原
子
力
法
上
の
許
可
手
続
に
と
っ
て
不
可
欠
な
集
中
と
促
進
と
に

役
立
つ
こ
の
規
定
は
、
他
の
法
律
に
も
見
ら
れ
る
一
般
的
法
思
想
の
現
わ
れ
で

あ
る
。
」

判
決
は
つ
づ
い
て
原
子
力
施
設
令
=
一
条
一
項
の
成
立
史
に
言
及
し
、
そ
の
中

で
こ
の
規
定
が
営
業
法
一
七
条
(
連
邦
イ
ン
ミ
ッ
シ
ョ
ン
防
止
法
六
八
条
に
よ

り
一
九
七
四
年
に
廃
止
さ
れ
、
改
め
て
イ
ソ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
防
止
法
一

O
条
に
引

(
7
V
 

き
継
が
れ
た
)
二
項
二
文
を
、
文
号
一
一
口
上
も
内
容
上
も
手
本
に
し
て
い
る
こ
と
を

述
べ
て
か
ら
、
こ
の
営
業
法
の
規
定
す
る
異
議
排
除
の
効
力
、
が
「
ず
っ
と
以
前

(
8
)
 

か
ら
行
政
裁
判
手
続
に
対
し
て
も
承
認
さ
れ
て
き
た
」
と
す
る
。

(
9
)
 

次
に
、
そ
う
い
う
訴
訟
排
除
効
は
基
本
法
に
反
し
て
い
る
と
い
う
主
張
に
対

異議申立排除の効力と住民の参加責任

し
詳
論
は
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
以
下
の
よ
う
に
違
憲
性
な
し
と
明
言
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
「
包
括
的
で
、
異
議
申
立
人
に
な
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
人

の
範
囲
に
ま
で
拡
大
す
る
、
原
子
力
施
設
令
コ
一
条
一
項
の
排
除
効
に
対
し
、
基

本
法
一
九
条
四
項
が
保
障
す
る
個
人
の
権
利
保
護
と
の
関
係
に
お
い
て
も
疑
い

は
な
ん
ら
存
在
し
な
い
。
」

さ
ら
に
、
過
失
な
く
(
ロ
ロ
2
2
n
y
z
E
E
)
申
立
期
間
を
守
る
こ
と
の
で
き

原
状
回
復
(
巧

E
r
3
5
3
s
g岡
山

口

L
g
g同
日
開
。
ロ

(
叩
)

ω
gロ
ι)
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う

な
か
っ
た
者
に
は
、

に
取
り
組
む
こ
と
を
避
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
本
件
に
あ
っ
て
は
、
原
告
が

原
子
力
施
設
令
二
条
二
項
二
号
の
定
め
る
期
間
(
一
ヶ
月
H
筆
者
注
)
を
、
過

失
な
く
逸
し
た
こ
と
に
つ
い
て
な
ん
の
理
由
も
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て

い
る
。
」

結
局
、
判
決
は
「
さ
も
な
い
と
、
異
議
排
除
が
無
効
訴
訟
の
提
起
に
よ
っ
て

回
避
さ
れ
て
し
ま
う
」
こ
と
か
ら
、
許
可
の
無
効
が
推
論
さ
れ
る
よ
う
な
異
議

に
も
包
括
的
排
除
効
は
及
ぶ
と
し
て
、
本
件
無
効
確
認
の
訴
え
を
却
下
し
た
の

(
U
)
 

で
あ
る
。

助
本
件
の
上
告
審
判
決
で
あ
る
連
邦
行
政
裁
判
所
第
七
部
一
九
八

O
年
七
月

一
七
日
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
の
ベ
て
原
告
か
ら
の
上
告
を
棄
却
し
た
。
ま
ず
、

「
原
審
は
・
:
原
子
力
施
設
令
三
条
一
項
に
規
律
さ
れ
て
い
る
排
除
は
、
行
政
裁

判
手
続
に
お
い
て
守
ら
れ
る
べ
き
で
あ
」
る
「
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
。
原
審

の
考
え
に
、
出
発
点
に
お
い
て
の
み
賛
成
す
る
」
と
し
て
、
訴
訟
排
除
効
説
を

承
認
し
た
。
つ
づ
け
て
、
原
子
力
施
設
令
一
二
条
一
項
は
「
ひ
と
た
び
与
え
ら
れ

た
原
子
力
法
上
の
許
可
に
、
存
続
効
の
ま
も
な
い
発
生
を
保
障
す
る
と
同
時

に
、
許
可
施
設
の
建
設
者
/
運
転
者
に
対
し
、
こ
の
許
可
を
利
用
す
る
時
に
彼

が
引
き
受
け
る
危
険
を
計
算
可
能
に
も
す
る
。
し
か
し
、
許
可
が
腹
庇
を
は
っ

き
り
と
帯
び
て
お
り
、
な
ん
ら
の
法
的
効
果
も
、
そ
れ
ゆ
え
存
続
効
も
持
ち
え
な

い
時
に
は
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

J
「
許
可
受
取
人
は
、
無

効
の
行
政
行
為
に
よ
り
作
り
出
さ
れ
た
法
的
外
観
が
保
持
さ
れ
る
と
か
、
も
し

く
は
彼
が
行
政
行
為
に
与
え
た
信
頼
は
損
害
の
調
整

(ωnr邑
g
g
z団
関

zfz
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と
引
き
換
え
に
よ
っ
て
の
み
破
壊
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
保
護
を
享
受
し
て
は

い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
正
し
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
を
も
っ
た
無
効
の
訴
え
を

も
排
除
す
る
必
要
は
な
い
。
」
「
こ
の
理
解
に
対
し
、
そ
う
す
る
と
排
除
に
よ
り

求
め
ら
れ
る
手
続
の
集
中
と
促
進
と
が
達
成
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
対
立
し

な
い
。
」
な
ぜ
な
ら
「
決
定
が
重
大
か
つ
明
白
な
殺
庇
を
有
す
る
時
に
は
、
原

子
力
法
上
の
許
可
に
対
し
て
な
さ
れ
た
無
効
の
訴
え
は
成
功
す
る
し
か
な
い
か

ら
」
で
あ
る
。
ま
た
、
「
そ
う
し
た
無
効
の
許
可
の
相
手
方
に
も
、

こ
の
許
可

が
彼
に
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
な
に
も
許
し
て
は
い
な
い
し
、
そ
れ
ゆ
え
彼
は
許

可
を
理
由
に
し
て
投
資
を
決
心
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
o
」
「
た
ん
な
る
権
利
の
外
観
の
ほ
か
、
な
に
も
の
も
手
に
し
て
い
な
い
者

か
ら
は
、
な
に
も
の
も
ま
た
取
り
去
り
伺
げ
な
い
。
」
「
な
る
ほ
ど
連
邦
行
政
裁
判

所
の
判
例
に
お
い
て
、
手
続
法
上
の
権
限
、
と
り
わ
け
訴
権
(
呂
田
四

2
2
E
)
も

失
な
わ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
失
権
(
〈
角
若
山
吋

-2MMm)

は
無
効
の
訴
え
に
と
っ
て
も
妨
害
と
な
り
う
る
。
し
か
し
、
本
件
で
は
事
情
が

異
な
る
。
失
権
は
法
的
地
位
の
主
張
の
不
誠
実
な
遅
れ
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
信

頼
保
護
原
則
の
結
果
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
あ
る
無
効
な
行
政
行
為
か
ら
生
じ

る
法
的
外
観
に
対
す
る
信
頼
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
う
し
た
保
護
に
値
す
る
地

位
を
な
ん
ら
基
礎
づ
け
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
無
効
の
訴
え
が
不
誠
実
で
あ
り
、

失
権
し
た
と
見
な
す
こ
と
を
許
す
た
め
に
は
、
ま
っ
た
く
特
別
な
、
本
件
で
は

存
在
し
て
い
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
事
情
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
控
訴
審
の
判
決
は
連
邦
法
に
反
し
て
い
る
」
と
し
て
、
無
効
確
認

の
訴
え
に
は
原
則
と
し
て
、
排
除
効
は
及
ば
な
い
と
し
た
。
「
け
れ
ど
も
、
結

論
に
お
い
て
そ
の
判
決
は
正
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
な
ぜ
な
ら
、
争
わ
れ
て
い

(
臼
)

る
第
一
部
分
許
可
は
無
効
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
理
由
で
結
局
、
上

告
を
棄
却
し
た
の
で
あ
る
。

ω異
議
排
除
は
無
効
確
認
の
訴
え
を
も
含
め
て
全
て
の
訴
え
を
排
除
す
る
と

、}、

h
u
v
、4

4

ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
プ
ア
ル
ツ
高
等
行
政
裁
判
所
の
見
解
は
、

上
告
審

に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
高
等
行
政
裁
判
所
の
異
議
排
除
制
度

に
関
す
る
分
析
は
、
規
定
の
由
来
、
他
の
類
似
規
定
と
の
比
較
を
含
む
文
言
解

釈
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
「
集
中
と
促
進
」
を
諮
る
の
み
で

原
子
力
許
可
手

続
全
体
の
中
で
そ
の
制
度
目
的
を
検
討
す
る
こ
と
を
し
な
い
、
底
の
浅
い
議
論

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
高
等
行
政
裁
判
所
の
判
決
に
批
判

が
向
け
ら
れ
た
の
も
、
い
わ
ば
当
然
で
あ
っ
た
。

本
件
上
告
審
判
決
は
次
の
点
を
確
認
し
た
。
ま
ず
、
異
議
排
除
が
訴
訟
排
除

効
を
も
つ
こ
と
、
次
に
、
排
除
は
許
可
の
存
続
効
を
保
障
し
、
許
可
受
取
人
に

対
し
、
彼
が
許
可
を
利
用
す
る
時
に
覚
悟
す
べ
き
危
険
を
計
算
可
能
に
す
る
働

き
を
も
っ
と
い
う
意
味
で
の
信
績
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
無

効
の
訴
え
に
は
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
排
除
効
は
及
ば
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。
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異議申立排除の効力と住民の参加責任

〈

1
)
U
O〈

ι
5
4
P
ω
・
日
N
日
均
・

(

2

)

現
在
西
ド
イ
ツ
で
は
原
子
力
発
電
所
の
建
設
許
可
に
対
し
て
は
取
消
訴

訟
が
起
こ
さ
れ
る
の
が
常
態
と
な
っ
て
い
る
(
参
照
、
金
沢
総
『
日
独
比

較
原
子
力
法
』
六

O
頁
)
。
呂
田

-r巳
B
‘mmEMny
原
発
も
例
外
で
は
な

く
、
た
と
え
ば
即
時
執
行
命
令
に
関
す
る
決
定
で
あ
る
が
次
の
も
の
が
あ

る
。
〈
の
問
。

Z
S
F
∞
m
Z
E
〈-

A

P

・M
-

忌

3
・
ロ
〈
切
戸

E
3冶∞

ω
g
h

O
〈
の
同

o
z
g
N
w
回
g
n
z・
予

ω・印・

H申吋叶・
0
〈回]・

5
3切
ω・
3
0
後

者
の
決
定
に
対
し
憲
法
訴
願
が
な
さ
れ
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
一
九
七
九

年
一
二
月
二

O
日
に
棄
却
の
判
断
を
示
し
た
。

(Z』
巧

5
8
w
ω
・

Ja由
民
H

ロ
ロ
〈

s
g
u
∞
-
S由
民
自
広
〉
ロ

5
2
r
cロ国
doロ
阿
国
同
円
七

2
2
J司
広
広
三

こ
れ
に
は
多
数
の
論
稿
が
発
表
さ
れ
、
行
政
手
続
の
閣
時
庇
諭
と
行
政
手
続

へ
の
参
加
と
に
多
大
の
彰
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
本
稿
で
も
最
後
に

触
れ
る
。
後
述
二
章
三
凶
参
照
。

(

3

)

詳
細
は
不
知
。

Z
』
巧

S
8・
ω・
斗
沼
に
よ
れ
ば
、
飛
行
機
の
墜
落
や

爆
風
圧
に
よ
る
外
的
な
作
用
か
ら
の
よ
り
良
い
防
護
に
と
っ
て
重
要
な
方

法
で
あ
る
と
い
う
。

(
4
〉
判
決
引
用
の
も
の
、
〈
の
句

8
5
z
a
w
U〈
盟

-
H
S
F
ω
・
∞
宏
一
〈

C
出

回
包
自
宅
出

5
2
Z
H
m
w
口
出
〈
回
申
叶
品
切

ω
-
S
7
H
)〈切]・

5
3・
ω・

法
印

w
d〈
・
ロ

ZEo--
一切回

H申
8
・
ω・∞∞
NU
問
、
司
宅
百
件
。

3
〉

Z
B
'

g品
ω門司白
r
r
g
n
y
z仲間
o
n
Z
J
(富
田
口
口

Z
p
s
a
)
ω
・
∞
叫
(
未
見
)

U

0
・
ω。
-
5
2・
Z
H
B
V凹
2
0
5∞nyc円
N
S
n
z
cロ仏

H
E
S
E
E
P
-問問。ロ・・

(宮口】
d
n
r
E
L
S∞)岡山円山口同・
ω芯
な
お
、
ヴ
イ
ン
タ
ー
ス
は
り
む
〈

g
g
u

ω・
8
自
に
お
い
て
右
の
著
書
の
見
解
に
固
執
し
な
い
と
し
て
い
る
。

(

5

)

一
八
条
四
項
「
事
業
(
〈
O
H
r
与

g)
に
よ
り
そ
の
利
益
(
∞
巴
曲
目
問
。
)
に

影
響
を
受
け
る
者
ば
何
人
も
、
縦
覧
期
間
満
了
後
二
週
間
以
内
に
聴
聞
行

政
庁
(
〉
ロ

r出
E
口問
ωゲ。
7
3
止
め
)
も
し
く
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
、
書
面
も
し

く
は
調
書
に
記
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
計
画
に
対
し
異
議
を
申
立
て
る

こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
さ
ら
に
六
項
は
「
聴
筒
行
政
斤
は
遅
れ
て
申
立

て
ら
れ
た

(
g
z司郎円。円

2
r
cゲ
ぬ
ロ
)
異
議
を
も
討
論
す
る

(
2
3
2
0
3
)

こ
と
が
で
主
る
」
と
す
る
。

(

6

)

「
事
業
に
よ
り
利
害
を
左
右
さ
れ
る
者
は
何
人
も
、
縦
覧
期
間
の
経
過

後
二
週
間
以
内
に
、
書
面
に
よ
り
、
ま
た
は
調
一
一
番
に
4

記
載
す
る
こ
と
に
よ

り
、
聴
聞
行
政
庁
ま
た
は
市
町
村
に
計
画
に
対
す
る
囲
内
議
を
申
立
て
る
こ

と
が
で
き
る
」
。
さ
ら
に
六
項
に
は
「
聴
聞
行
政
庁
は
、
時
期
に
遅
れ
て

申
立
て
ら
れ
た
異
議
を
も
討
論
す
る
こ
と
が
で
、
さ
る
」
と
あ
る
。

(

7

)

し
た
が
っ
て
、
ィ
ン
ミ
ッ
シ
ョ
ン
防
止
法
に
も
本
稿
が
扱
う
も
の
と
同

じ
問
題
が
あ
る
。
参
照
イ
Y

ミ
ッ
シ
ョ
ン
防
止
法
八
条
以
下
。

〈

8
)

判
決
が
例
と
し
て
引
用
す
る
も
の
、
回
〈
常
者
。
何

P

竺

回

〈

R
F
4
P

F
E
E
-
ぐ
・
ぉ
・
喧
呂
吋

NWH)〈
回
忌
司
、

ω・
2
F
巧
・
回

E
s
-
-

∞回一戸川
w

申
ω・
ω・∞∞
N
U
F
R
M
a
S
E
E
-剛山
crsoH'肘可。円
HHM白ロロ『可同町時回目。円唱

。
冊
者
負
ゲ

o
o
Eロロロ間切

HN・
〉

z
p
-
H坦吋
(
r
m
H叶・岡山内同ロ
HHM-HN
民・

(
9
)
M
N
-
N
z
n
r
u
O〈
切

F
H由吋
ω・
ω
-
E∞
ULoa-w
切
切
忌
白

u-ω
、町吋
u
p

〈

m)
判
決
引
用
の
も
の
戸
白
ロ
牛

B
mロロ

E

岡山

G750HB何
百
円

5
8ロ
匂

5
Z
2・

白・白・
0
・
也
知
仏
国
同

-zu
当
・
巴
民
自
己

L-m・
o・-ω
・
∞
∞
己
(
両
者
と
も
に

詳
論
な
し
〉
〈

C
Hり
5
5
Z
H伺
-
C円
ゲ
〈
・
∞
・
ι・
H
S
m・
0
〈
盟
・

5
叫タ

ω・

∞
。
品
同
{
∞
。
町
]
(
こ
の
判
決
は
、
原
子
力
施
設
令
に
よ
る
行
政
手
続
が
、
前
宣

さ
れ
た
不
服
申
立
手
続
と
し
て
の
性
質
を
も
っ
と
し
て
、
行
政
裁
判
所
法

六

O
条
が
定
め
る
原
状
回
復
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
が
、
過
失
が
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研究ノート

な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
証
明
が
な
い
と
し
て
、
結
局
原
状
回
復
を
み
と

め
な
か
っ
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
〉
原
状
回
復
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い

て、

d
・
宮

E
2
E
o♂
刷
、
吋

sgw∞
-HE
ぬ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
行

政
手
続
法
施
行
前
は
行
政
裁
判
所
法
六

O
条
の
、
異
議
申
立
期
間
へ
の
ア

ナ
ロ
ギ
ー
は
争
わ
れ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
異
議
申
立
期
間
が
実
体
的
排

除
効
を
も
っ
期
間
と
理
解
さ
れ
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
例
(
回
〈

R
唱
の
何

回

ω
.
8
P
ミ
.
巴
汗

N
Y
N印∞

UEU
広
島
を
引
用
)
に
お
い
て
、
こ
う
い

う
実
体
的
期
間
に
は
そ
の
徒
過
に
あ
た
り
、
原
状
回
復
が
与
え
ら
れ
る
の

は
法
律
が
規
律
す
る
時
の
み
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
政
手
続
法
の
下
で
は
、
法
律
に
よ
り
排
除

さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
つ
ね
に
原
状
回
復
は
み
と
め
ら
れ
る
。
」

(
ω
-
H
S
)

そ
し
て
、
異
議
申
立
期
間
後
、
許
可
決
定
前
で
は
行
政
手
続
法
三
二
条
に

よ
り
原
状
回
復
が
み
と
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
決
定
後
で
は
許
可
の
職
権

取
消
(
巧

E
q
z
r
原
子
力
法
一
七
条
参
照
)
の
義
務
づ
け
を
求
め
る
と

と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
と
す
る

(ω
・
口
。
)
0

〈
右
の
職
権
取
消
、
負
担
を

求
め
る
請
求
権
に
排
除
効
の
及
ば
な
い
こ
と
を
連
邦
行
政
裁
判
所
が
確

認
し
た
(
切
〈

2
=
P
ピ
ヱ
・
〈
-
H
4
・叶・

H
由∞
0
.
2』副司
H
申
告
"
∞
・
ω
印由民

{
U
2
]
)
。
)
し
か
し
、
行
政
手
続
法
施
行
前
に
お
い
て
は
ど
う
か
に
つ
い
て

十
分
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
ム
ツ
チ
ュ
ラ
ー
は
「
排
除
期
間

の
本
質
に
も
と
づ
い
て
、
間
後
を
排
除
す
る
見
解
は
行
政
裁
判
所
に
よ
り

憲
法
上
の
理
由
か
ら
拒
否
さ
れ
て
き
て
い
る
。
」
(
白
・
白
・
0
・wω
・
広
田
)
連
邦

行
政
裁
判
所
は
「
し
か
し
、
行
政
手
続
法
の
発
効
以
前
に
お
い
て
も
原
状

回
復
は
保
障
さ
れ
え
た
。
な
ぜ
な
ら
、
原
子
力
施
設
令
二
条
二
項
二
号
の

異
議
申
立
期
間
は
1
1ー
そ
の
徒
過
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
実
体
法
的
効

果
に
も
か
か
わ
ら
ず
|
|
』
と
に
か
〈
な
お
手
続
法
上
の
期
間
だ
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
原
状
回
復
可
能
性
に
つ
き
実
体
法
上
の
期
間
に
あ
っ
て

は
存
在
す
る
疑
い
は
、
こ
こ
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
」
(
由
・
田
・
。
・
二
凶
・

8
ご

と
い
う
に
と
ど
ま
る
。

(
日
)
本
判
決
は
、
異
議
申
立
期
間
を
徒
過
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
庁

に
与
え
ら
れ
た
裁
量
の
殻
庇
の
な
い
行
使
を
求
め
る
請
求
権
が
存
す
る

か
、
と
い
う
問
題
に
も
触
れ
、
具
議
を
提
出
し
た
こ
と
が
そ
う
し
た
誇
求

権
の
前
提
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(
ロ
)
切
〈
O
H
d司

P
C
2・
4
・
H
吋・吋

-gg-ZHd〈
忌
∞
グ

ω・
8
ω
T
Oぐ
巴
・

H
申∞
0

・ω
-
H
O
C
m
w
・

(
日
)
詳
述
は
雑
誌
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
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手
続
排
除
効
説
か
ら
の
批
判
と
訴
訟
排
除
効
説
の
反
論

ωラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
プ
ア
ル
ツ
高
等
行
政
裁
判
所
の
判
決
に
対
し
て
、
ヴ
ォ

1

)

(

2

)

 

ル
ブ
ラ
ム
(
列
・
宅
島
2
5
)、
ホ
フ
マ
ン
(
切
・
匂
・
出
品
目
自
白
)
、
ウ
レ
(
わ
・
出
・

(

3

)

(

4

)

 

d
E
)、
パ
ピ
l
ル
(
巴
1
H
・
司
右
ぽ
円
)
ら
が
、
反
対
の
論
文
評
釈
を
あ
い
次
い
で

発
表
し
た
。
彼
ら
は
、
行
政
訴
訟
に
ま
で
異
議
排
除
の
効
力
を
及
ぼ
す
こ
と
に

例
外
な
く
基
本
法
一
九
条
四
項
違
反
を
み
と
め
て
お
り
、
時
期
に
遅
れ
た
異
議

は
行
政
手
続
か
ら
の
み
排
除
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
〈
手
続
排
除

効
説
)
。

{
5〉

(
6
)

こ
れ
に
対
し
、
イ
プ
セ
ン
(
同

-
S
Zロ
)
、
ム
ッ
チ
ュ
ラ
i
(己
・
窓
口
仲
間
円
r
Z円)、

(

7

)

(

8

)

 

レ

l
デ
カ

l
(同
-
M
N
E
o
r
o之
、
シ
ュ
ト

i
パ
!
完
・

ω時
D
Z
H
)
ら
が
、
訴
訟
排



除
効
説
を
擁
護
す
る
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
イ
プ
セ
ン
の
よ
う
に
も
っ
ぱ
ら

(
9
)
 

条
文
中
心
の
解
釈
か
ら
答
え
を
導
く
も
の
も
あ
る
と
は
い
え
、
彼
ら
は
原
子
力

許
可
手
続
の
特
殊
性
と
異
議
排
除
の
制
度
目
的
に
立
ち
入
り
、
許
可
受
取
人
の

法
的
地
位
を
も
取
り
込
ん
だ
議
論
を
し
て
い
る
。

訴
訟
排
除
効
説
の
根
拠
・
主
張
な
ど
は
第
二
章
の
検
討
に
譲
り
、
以
下
で
は

手
続
排
除
効
説
の
主
張
と
か
み
合
っ
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
論
点
を
中
心
に
進
め

る
こ
と
に
す
る
。

ω手
続
排
除
効
説
の
論
拠
に
は
大
き
く
三
つ
の
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
、
法
律

(
口
)

と
、
法
律
の
授
権
に
も
と
づ
く
命
令
と
の
関
係
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
つ

異議申立排除の効力と住民の参加責任

ま
り
、
行
政
手
続
と
行
政
裁
判
手
続
と
を
そ
れ
ぞ
れ
規
律
す
る
規
範
は
そ
れ
ぞ

(ロ)

れ
の
領
域
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と
か
、
原
子
力
法
が
す
る
命
令
へ
の
授
権
は
許

可
手
続
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
手
続
に
ま
で
行
政
手
続
上
の
規
律

(
U
)
 

効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
は
権
限
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

反
論
止
し
て
、
許
可
手
続
に
つ
き
原
子
力
施
設
令
(
現
行
原
子
力
法
手
続
令
)

に
授
権
す
る
旧
原
子
力
法
七
条
三
項
三
文
は
、
営
業
法
一
七
条
な
い
し
一
九
条

(
こ
れ
ら
の
規
定
は
一
九
七
四
年
に
イ
ン
ミ
ッ
シ
ョ
ン
防
止
法
に
よ
り
廃
止
さ

れ
た
)
の
原
則
に
従
う
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
お
り
、
営
業
法
一
七
条
二
項
の

排
除
効
は
訴
訟
排
除
効
を
有
す
る
こ
と
で
判
例
・
学
説
は
一
致
し
て
い
た
の
で

あ
る
か
ら
、
原
子
力
施
設
令
一
二
条
一
項
に
訴
訟
排
除
効
を
み
と
め
な
い
な
ら
ば

(
H
)
 

営
業
法
上
の
許
可
手
続
の
本
質
的
要
素
が
ぬ
け
落
ち
て
し
ま
う
、
と
い
う
主
張

が
あ
る
。
さ
ら
に
、
許
可
手
続
に
お
け
る
第
三
者
の
異
議
申
立
制
度
を
予
防
的

も
し
く
は
事
前
の
権
利
保
護
制
度
で
あ
る
と
し
、
も
し
、
あ
る
行
政
手
続
が
権
利

救
済
手
続
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
権
利
放
済
手
続
に
通
用
す
る
原
則
が

不
服
申
す
手
続
(
当

E
2名
E白

r
m
a

そ
こ
に
も
通
用
す
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、

足吋同
ω
r
zロ
)
に
お
い
て
不
服
申
立
期
間
の
徒
過
が
行
政
行
為
の
取
治
不
能
を

招
く
の
と
同
じ
く
、
異
議
申
立
期
間
の
徒
過
に
も
同
様
の
効
果
が
み
と
め
ら

(刊と

れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
日
見
解
も
あ
り
う
る
こ
と
を
指
摘
す
る
論
者
が
あ
る
。

ま
た
、
「
異
議
申
立
(
何
回
ロ
耳

g内

Z
口
問
)
」
は
「
実
体
的
防
禦
地
位

(
B
2
2
E
r

(
時
)

〉
ゲ
君
。

r
G
S
E
Cロ
g
)し
で
は
な
く
「
事
実
の
山
中
立

3
5
r
g
H円
片
田
岡
i

吋
忠

8
・

(
げ
)

口

r
g
g円
同
町
血
肉
)
」
で
あ
り
、
防
禦
権
の
排
除
が
許
可
手
続
終
了
後
、
訴
訟
の
場

で
問
題
と
な
る
の
に
対
し
、
事
実
の
排
除
は
時
期
に
巡
れ
た
異
議
申
立
人
に
つ

き
、
異
議
申
立
期
間
の
経
過
に
よ
り
許
可
手
続
に
お
い
て
す
で
に
生
じ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
行
政
手
続
上
の
規
律
の
効
果
が
訴
訟
手
続
に
及
ぶ
の
は
お
か
し
い

(
U
X
M
)
 

と
い
う
見
解
は
あ
た
ら
な
い
、
と
す
る
も
の
も
あ
る
。

」
の
論
点
に
つ
き
私
見
と
し
て
は
、
原
子
力
施
設
令
に
授
権
す
る
旧
原
子
力

法
が
営
業
法
の
原
則
に
従
う
べ
き
こ
と
を
規
律
し
て
レ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
施

設
令
の
規
律
に
訴
訟
排
除
効
を
み
と
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
に
賛
成

で
あ
る
。

助
手
続
排
除
効
説
の
ふ
た
つ
め
の
論
拠
は
、
原
子
力
施
設
令
三
条
一
項
の
文

理
、
体
系
、
目
的
解
釈
お
よ
び
規
定
の
由
来
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

北法33(2・147)445
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①
ま
ず
、
「
特
別
の
私
法
上
の
権
原
に
も
と
づ
か
な
い
異
議
の
申
立
は
、

べ
て
、
縦
覧
期
間
の
満
了
と
と
も
に
排
除
さ
れ
る
」
と
い
う
施
設
令
の
規
定
の

み
か
ら
、
「
も
し
、
立
法
者
が
行
政
手
続
に
の
み
制
限
さ
れ
た
排
除
効
を
考
え

て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
あ
る
期
間
の
定
め
の
自
明
の
結
論
と
し
て
、
特

(
印
)

に
異
議
の
排
除
を
規
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
は
で

き
な
い
、
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
手
続
上
の
期
間
を
守
ら
な

(
初
)

か
っ
た
こ
と
の
法
効
果
は
な
に
も
訴
訟
排
除
効
だ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

航
空
交
通
法
(
戸
三
宮
R
r喜
岡
田
間
町
田
氏

N
J
B
B
品

-
Z
2
m
g
r
o♂

巴
富
山
切
の
巴

-Hω
・
ロ

HU)
一
O
条
四
項
は
、
「
縦
覧
終
了
後
、
遅
く
と
も
二

週
間
以
内
に
:
・
計
画
に
対
す
る
異
議
は
文
書
で
提
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(
何
庄
司
ぬ
ロ
仏
Z口
問
め
口
問
。

h

窓
口

LO出
匂
]
陶
口
弘
白
色
・
:
印
刷
》
romHO回
胆
仲
ロ
ロ
2
r白
F

g
ロ
N
Z日
巧
D
n
v
g
E
n
v
F
g
E
m
g
m
L
O
H
〉
5
-
o
m
s
m
ω
ロ『丘町昨日目ロゲ

2
2
F
r
s
-
)」
と
す
る
が
、
五
項
は
「
四
項
の
期
間
満
了
後
、
計
画
に
対
す

る
異
議
は
:
・
討
論
さ
れ
る

(
Z
R
r
〉
F
F
E
L
R
m，
片
山
間
仲
居
一
回
〉
r
g
R
E
品

ω
目
白
色
任
。
巴
ロ
君
。
国
弘
ロ
ロ
開
。
口
問
。
一
mmロ
仏
S
E
S
-
-
N
Z
O同
町
円
芯
門
口
・
)
」
と
定
め

る
の
み
で
あ
っ
て
、
期
間
内
に
異
議
を
提
出
し
な
か
っ
た
こ
と
の
法
効
果
に
つ

き
特
に
定
め
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ

ま
た
、

高
等
行
政
裁
判
所
判
決
も
引
用
す
る
遠
距
離
道
路
法
一
八
条
四
項
は
、
二
週
間

の
異
議
申
立
期
間
を
定
め
て
い
る
け
れ
ど
も
、
六
項
に
よ
る
と
務
関
行
政
庁
は

期
間
満
了
後
に
申
立
て
ら
れ
た
異
議
も
ま
た
討
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
し す

(
幻
)

て
い
る
o

ぇ
F
り
に
、

国
防
用
土
地
調
違
法
(
の
2
2
N
5
2
《出

o
C
E
r
o
a

凹ロゲ由民
g
M
m
E同
〉
民
間
島
町
口
弘
2
ぐ
R
Z
F丸山間ロロ
m
g
B
N
ω
・旬。
r
E回同

忌
印
叶
山
田
の
巴

-
H
ω
-
E
A日
)
三
四
条
に
よ
る
と
、
計
画
に
対
す
る
異
議
は
遅
く

と
も
計
画
審
査
期
間

(ESM忠
良
ロ
ロ
m
E
R白
山
口
)
中
に
申
立
て
ら
れ
る
べ
き
で

あ
り
、
以
後
申
立
て
ら
れ
た
異
議
は
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
も
考
慮
さ
れ
な
い

(m) 

と
明
文
で
規
定
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

手
続
排
除
効
説
か
ら
の
右
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
、
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決

は
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
ブ
ア
ル
ツ
高
等
行
政
裁
判
所
と
同
じ
見
解
を
基
本
的
に

繰
り
返
す
の
み
で
あ
り
、
国
防
用
土
地
調
達
法
が
訴
訟
排
除
効
を
明
文
で
規
律

{

n

v

{

泌
)

し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
指
摘
す
る
者
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

私
自
身
は
こ
の
議
論
に
つ
い
て
、
原
子
力
施
設
令
の
文
言
と
他
の
法
律
の
文
言

と
の
比
較
か
ら
の
み
訴
訟
排
除
効
を
導
き
出
す
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
と
考
え

(
お
)

る
。
し
か
し
他
方
で
、
国
防
用
土
地
調
達
法
を
引
き
合
い
に
出
し
て
訴
訟
排
除

効
を
批
判
す
る
の
は
、
こ
の
法
律
の
特
質
か
ら
し
て
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

②
次
に
、
訴
訟
排
除
効
が
手
続
の
「
集
中
と
促
進
」
に
役
立
つ
と
い
う
見
解

に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
申
立
期
間
に
遅
れ
た
異
議
に
つ
い
て
は
行
政
手
続
か

ら
の
排
除
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
政
決
定
に
至
る
ま
で
の
手
続

の
「
集
中
と
促
進
」
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
り
、
そ
の
証
拠
と
し
て

利
害
状
況
の
似
か
よ
っ
た
計
画
確
定
諸
法
に
訴
訟
排
除
効
は
み
と
め
ら
れ
で
い

北法33(2・148)446



〔
岨
岬
〉

な
い
、
と
い
う
主
張
が
あ
る
o

「
遅
れ
た
異
議
は
行
政
手
続
に
お
い
て
取
り
上

げ
ら
れ
ず
、
行
政
庁
は
こ
う
し
た
異
議
と
取
り
組
む
必
要
も
な
い
か
ら
、
行
政

手
続
は
ス
ラ
ス
ラ
と
進
行
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
行
政
訴
訟
に
は
負
担

と
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
行
政
手
続
と
行
政
訴
訟
全
体
の
時
間
は
ほ
と
ん
ど

(
幻
)

長
く
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
者
も
あ
る
。

右
の
二
つ
の
主
張
の
う
ち
後
者
は
「
見
込
み
」
に
も
と
づ
く
政
策
論
で
あ

り
、
こ
こ
で
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
前
者
の
見
解
に
つ
い
て
は
次
の

こ
と
を
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
ま
ず
、
手
続
排
除
効
説
を
と
る
パ
ピ
i
ル

が
の
べ
る
よ
う
に
、
計
画
確
定
に
か
か
る
事
業
は
「
一
般
に
公
益
的
計
画
と
事

業
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
私
益
と
同
程
度
に
は
保
護
を
必
要
と
し
な

異議申立排除の効力と住民の参加責任

い
H

公
の
手

(
O
R
O
ロ
ユ
山
口
町
四
ロ
民
自
色
)u

自
体
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
る
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
」
の
に
対
し
、
「
イ
ン
ミ
ッ
シ
ョ
ン
防
止
法
と
原
子
力

法
に
よ
る
許
可
は

n
私
人
が
利
用
す
る
事
業
許
可
(
匂
ユ

g
g忠
弘
m
m
d
E
R
a

(
お
)

口市

r
g
g
m
g
o
y
g日開ロロ間
g)μ
で
あ
る
」
o
次
に
、
イ
ン
ミ
ッ
シ
ョ
ン
防
止
法

と
原
子
力
法
の
許
可
手
続
は
、
だ
れ
も
が
参
加
で
き
る
民
衆
参
加
汚
名
己
日
・

『
開
門
即
日
目
同
ロ
ロ
間
)
手
続
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
計
画
確
定
の
手
続
は
利
害
者
参
加

{
却
〉

(
F
Z
H
2
2
5
2
r
o
g山
口
m
E
口
町
)
手
続
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
両
者
の
違
い
が

み
と
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
原
子
カ
施
設
令
に
お
い
て
、
異
議
の
排
除

が
目
指
す
も
の
は
何
で
あ
る
か
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
異
議
申
立
排
除

(
初
)

の
効
力
に
関
し
、
答
え
を
見
い
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
二
章
全
体
を
通
し
て
考
察
し
た
い
。

③
さ
ら
に
、
原
子
力
施
設
令
コ
一
条
一
項
が
そ
の
効
果
と
し
て
、
訴
訟
排
除
効

を
み
と
め
ら
れ
て
い
た
営
業
法
一
七
条
二
項
の
異
議
排
除
を
引
き
継
い
で
い
る

と
い
う
主
張
に
対
し
、
行
政
訴
訟
に
ま
で
排
除
の
効
力
を
及
ぼ
す
に
は
国
防
用

土
地
調
達
法
三
四
条
の
よ
う
な
明
文
の
規
定
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
ウ
レ
は
、

基
本
法
制
定
以
前
に
つ
く
ら
れ
た
営
業
法
に
は
、
二

O
条
、
二
一
条
の
訴
願
手

続

(morg吋
2
0同

町
曲

r
gロ
)
に
関
す
る
定
め
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
異

議
排
除
の
効
力
は
許
可
手
続
と
そ
れ
に
つ
づ
く
訴
願
手
続
に
し
か
及
び
ょ
う
が

な
く
、
基
本
法
制
定
後
に
導
入
さ
れ
た
行
政
裁
判
手
続
に
ま
で
排
除
効
の
及
ぶ

(
紅
)

は
ず
が
な
い
、
と
い
う
批
判
を
加
え
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
批
判
に
も
ま
た
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
訴
願
手

統
は
許
可
手
続
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
す
で
に
異
議
排
除
の

効
力
が
許
可
手
続
を
超
え
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
も
の

(
鉛
}

で
あ
る
。
連
邦
行
政
裁
判
所
の
見
解
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ウ
レ
の
批
判
に
答
え

て
い
る
と
い
え
る
か
疑
問
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
排
除
効
が
許
可
手
続
を
超
え

て
い
る
と
し
て
も
、
訴
訟
に
ま
で
そ
の
効
力
が
及
ぶ
か
こ
そ
が
問
題
で
あ
る
は

ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
ウ
レ
の
見
解
を
「
結
局
、
営
業
法
一
七
条

二
項
の
排
除
は
不
服
申
立
手
続
に
は
及
ぶ
け
れ
ど
も
、
裁
判
手
続
に
は
及
ば
な
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い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
理
解
す
る
ム
ッ
チ
ュ
ラ
i
は
ウ
レ
に
対
し
次
の
よ

う
に
反
論
し
て
い
る
。
「
(
不
服
申
立
手
続
)
の
す
ぐ
後
に
つ
づ
く
裁
判
手
続
に
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お
い
て
、
争
い

(ω
昨
日
正
が
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
む
し
返
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
う
る
の
で
あ
れ
ば
、

裁
判
所
の
合
理
性

(mgFog--sc、
紛
争
解
決
機
能

(
切
丘
町

rw仏ロ口町田町
E
ロ
宮
町
。
ロ
)
、
負
担
軽
減

B
E
F
2
zロ
悶
)
と
の
関
連
で
、
不
服

申
立
手
続
に
属
し
う
る
で
あ
ろ
う
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い

(
ロ
ロ
叩
門
出
口
札
口
n
r
)
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

最
も
広
く
目
的
適
合
性
に
も

と
づ
い
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
な
さ
れ
る
不
服
申
立
手
続
の
中
で
、
ま
こ
と
に
具

合
悪
く
審
査
素
材

(P民
ロ
ロ
四
回
目
円

0
3
が
カ
ッ
ト
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る

(
お
)

ウ
レ
の
見
解
は
、
行
政
法
上
の
権
利
救
済
の
機
能
的
構
造
に
反
し
て
い
る
。
」

ω手
続
排
除
効
説
の
三
つ
め
の
論
拠
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
o

こ
の
説
を
と
る
者
は
、
異
議
排
除
の
効
力
に
訴
訟
排
除
効
を
み
と

め
る
こ
と
は
基
本
法
一
九
条
四
項
が
保
障
す
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
す

(

担

)

る
、
と
考
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
ツ
ッ
グ
の
主
張
を
受
け
継
ぐ
ウ
レ
は
、
ツ
ッ

ク
の
見
解
を
ま
と
め
て
、
基
本
法
は
な
さ
れ
た
公
権
力
の
行
為
に
対
し
裁
判
所

の
保
護
を
利
用
す
る
可
能
性
を
国
民
に
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
行
政
決

定
が
な
さ
れ
る
前
に
こ
の
可
能
性
を
奪
う
こ
と
に
な
る
訴
訟
排
除
効
説
は
許
さ

(
お
)

れ
な
い
、
と
す
る
。
そ
の
実
質
的
根
拠
は
、
異
議
申
立
期
間
に
あ
っ
て
は
不
服

申
立
期
間
や
出
訴
期
間
に
お
け
る
の
と
ち
が
い
、
行
政
決
定
の
内
容
、
範
囲
、

程
度
な
ど
が
十
分
国
民
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
原
子
力
発
電
所
か
ら
具
体
的
に
ど
う
い
う
影
響
が
生
じ
る
か
は
、
実
際
に

施
設
が
建
設
さ
れ
原
子
炉
が
遼
転
を
開
始
し
て
は
じ
め
て
住
民
に
わ
か
る
よ
う

(

山

崎

}

に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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こ
れ
に
対
し
判
例
は
、
公
表
さ
れ
た
諸
々
の
報
告
書
、
説
明
書
に
よ
り
め
骨

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
(
幻
)

の
全
容
を
住
民
は
知
っ
て
い
た
と
か
、
第
三
者
は
ど
ん
な
危
険
が
予
想
さ
れ
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
(
諸
)

か
に
つ
い
て
十
分
確
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て

いマ
h
v
o

手
続
排
除
効
説
の
主
張
を
文
字
通
り
受
け
と
る
な
ら
ば
、
多
く
の
段
階
を
経

て
実
施
さ
れ
る
原
子
力
許
可
手
続
な
ど
に
お
い
て
、
住
民
は
最
終
処
分
を
争
う

ぺ
き
な
の
か
、
少
な
く
と
も
手
続
の
早
い
段
階
で
の
訴
え
を
み
と
め
な
い
こ
と

(
m
m
)
 

に
な
り
は
し
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
が
、
そ
れ
は
附
く
と
し
て
も
、

右
の
対
立
か
ら
一
不
さ
れ
る
よ
う
に
、
手
続
排
除
効
説
と
訴
訟
排
除
効
説
と
の
対

立
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
制
度
の
実
態
に
対
す
る
評
価
の
ち
が
い
に
も
と

e

つ
い
て
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

{
叫
)

ツ
ッ
ク
と
は
異
な
り
最
近
の
手
続
排
除
効
説
論
者
は
、
行
政
決
定
が
下
さ
れ

る
以
前
に
訴
訟
排
除
効
が
生
じ
る
こ
と
の
み
で
違
憲
性
を
基
礎
づ
け
る
の
で
は

な
く
、
旧
原
子
力
法
に
よ
る
旧
原
子
力
施
設
令
の
許
可
手
続
に
あ
っ
て
は
、
計

画
案
の
公
告
だ
け
で
個
人
へ
の
通
知
が
な
い
こ
と
、
中
前
資
料
閲
覧
請
求
権
が

(
叫
)

な
い
こ
と
、
異
議
申
立
期
間
た
る
縦
覧
期
間
が
一
ヶ
月
で
あ
る
こ
と
な
と
か

(
岨
)

ら
、
訴
訟
排
除
効
説
を
み
と
め
る
に
は
住
民
の
情
報
量
が
少
な
す
ぎ
る
、
と
考
え

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ウ
レ
は
右
の
諸
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合

(
拍
)

に
つ
い
て
態
度
を
留
保
す
る
と
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
ウ
レ
は
訴
訟
排
除
効



(
叫
)

説
合
憲
論
に
傾
い
て
い
る
と
い
う
ム
ヅ
チ
ュ
ラ
l
の
指
摘
は
あ
た
っ
て
い
る
よ

う
に
思
う
。
さ
ら
に
、
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
に
痛
烈
な
批
判
を
浴
び
せ
る
評

釈
を
書
い
た
デ
・
ヴ
ィ
ッ
ト

(ω
・

号

当

E)
も
ま
た
、
訴
訟
排
除
効
を
承
認
す

る
条
件
と
し
て
幾
つ
か
の
も
の
を
あ
げ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
行
政
手
続
に
お
い
て
国
民
に
、
閲
覧
請
求
権
(
〉

E
2
2
5
U
Z
)、

証
拠
申
出
権
(
回
。
司

S
S
E
B四国円。口宮)、

独
自
の
専
門
家
召
喚
権
(
河
合
ロ
宮

色白同

N
Sぽ
『
ロ
ロ
四
巳
四
冊
口
町
円

ω同
nr〈
め
吋
印
仲
間
出
丘
四
四
円
)
が
与
え
ら
れ
る
場
合
に

の
み
、

実
体
法
上
の
排
除
(
自
己

R
E
-
z
n
z
r
n
r
o
司
S
E
E
-
Dロ
H
訴
訟
排

除
効
の
こ
と
H
筆
者
注
)
に
よ
っ
て
、
紛
争
素
材
の
行
政
手
続
へ
の
集
中
と
、

異議申立排除の効力と住民の参加責任

そ
れ
に
よ
る
裁
判
所
の
負
担
軽
減
(
何
ロ
ユ
曲
目

E
ロ
関
与

R
の

R
r
z
o
)
が
達
成
さ

れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
行
政
手
続
の
そ
う
し
た
根
本
的
改
革
が

な
い
以
上
、
実
体
法
上
の
排
除
を
み
と
め
る
十
分
実
質
的
な
正
当
化
理
由
は
存

在
し
な
い
。
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
決
か
ら
、
そ
う
い
う
改
革
の
不
可
避
で
あ

る
こ
と
が
導
か
れ
る
の
円
滑
に
そ
し
て
、
行
政
手
続
法
の
注
釈
書
の
中
で
う
プ

(
同
・
。
・
関
口
問
》
匂
)
も
ま
た
、
時
期
に
遅
れ
た
異
議
の
排
除
が
は
っ
き
り
と
規
律

(
柑
)

さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
き
、
訴
訟
排
除
効
が
適
切
な
方
法
で
被
侵
益
者
に
(
切
中

片
Hopw回
何
回
目
口
哲
也

mHHO片
町
同
町

Dロ
ロ
)
知
ら
さ
れ
る
こ
と
と
、
過
失
な
く
異
議

申
立
期
間
を
徒
過
し
た
場
合
に
康
状
回
復
の
可
能
性
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
と
を
条
件
と
し
て
、
訴
訟
排
除
効
を
承
認
し
て
い
る
の
で
九
か
。

(
1
)
m
E灰
色
者
。
戸
内
門
口

p
u
oぐ
忌
吋
タ

ω・
ι
S
R
-

(

2

)

図。内田口・匂同

-rzo民
自
由
ロ

p
同〉

H
S一タ

ω・印印叫一.

(

3

)

の
白
門
戸
田

2
5田ロロ

d-0・
切
回
忌
叶
タ

ω・
5
0由民・

(

4

)

回
目
ω山
田

G
E
E
-
F
Z同
司
這
∞
cwm-UHω
同・

(

5

)

H

O
門
ロ
同
司
m
o
p
-
O
〈
回
「
忌
∞
。

wω
・
広
品
目
同
・

(
6
)
c
r
r
r
y向

HMZnE03
肘
吋

H由∞
0

・
ω-H白
鳥
時
・

(

7

)

関

D
E
E
F
L
o
r
F
2
4司

S
8・
ω・
5
S同・

(

8

)

岡山

O戸内

ωgσ
帽
子
〉

α
m
w円

四

-HO由
(
忌
∞

H)w
切
-AHH
内向・

(

9

)

も
っ
と
も
、
イ
プ
セ
ン
は
原
子
力
許
可
手
続
の
特
色
で
あ
る
多
段
階
手

続
(
第
二
章
の
二
参
照
)
に
言
及
し
て
い
る
(
晶
b
・
o・-ω
・
5N)Q

(
山
川
〉
手
続
排
除
効
説
の
パ
ピ

l
ル
と
ヴ
オ
ル
フ
ラ
ム
も
許
可
受
取
人
の
地

位
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
(
出
・
山
・
同
ν
国間》
-o
♂
白
・
目

0
・・

ω・
ω巴
ケ
児
-

g
c
-
r
g
r
同国・
0
・・

ω
-
S∞
同
)
が
、
原
子
力
許
可
手
続
の
特
殊
性
と
異

議
排
除
の
目
的
に
対
す
る
検
討
が
不
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

(

U

)

以
下
の
論
述
で
は
原
子
力
施
設
令
コ
一
条
一
項
の
排
除
を
中
心
と
す
る
。

(
ロ
)
切
・
・
司
・
図
。
民
自
由
ロ
P
固か・

9
・

ω-gu
異
議
排
除
に
訴
訟
排
除
効
を
み

と
め
る
こ
と
は
、
訴
え
の
許
容
性

(
N
己
宏
己

mr司
王
を
規
律
す
る
行
政
裁

判
所
法
四
二
条
二
項
を
無
視
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
い
う
。

(
日
)
の

-
E
'
d
r、
F
F
0
・wω-HOHO-

(

M

)

回
〈
伺
同
唱

p
c
z・ぐ
-H吋・斗・
5
8・
Z
』
当

S
2・
ω・
ω
m
E
(ラ
イ
ン
一
フ

ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
と
は
別
の
事
件
)
判
決
が
引
用
す
る
判
例
は
次
の
二
つ

で
あ
る
。
出
ー
〈
叩
同
君
。
開
叩

.
2
H
N
7
2』
巧

ss.∞・
NHgu
切ー〈

m
g
p

u〈
切

FHSω
・
ω・
出
品
目
学
説
は
戸
田
口

LSω
口出「・岡山

orgo♂
の

O耳
O円
ro目

。円

ιロロロ開・
ω・
〉
S
P
L
H
g
d
-
m山
口
〉
ロ
目
・
日
ハ
未
見
〉
。
な
お
ヲ
イ
γ
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研究ノート

ラ
ン
ト
・
プ

7

7
ル
ツ
の
事
件
で
は
縦
覧
期
間
は
一
九
七
三
年
六
月
二
八

日
に
終
了
し
て
い
た

(
0
0
〈
H
由吋タ

ω・日日間)。

(
日
)
阿
川
・

2
0
Z
P
目
b
・
o・
-
∞
・
当
?
目
・
釦

-m-dょ
に

2
5・
F
同・。・・

ω
E
g
H

な
お
シ
ュ
ト

l
パ

l
自
身
は
異
議
申
立
手
続
が
不
服
申
立
手
続
(

A

司
5
・

色町同皿匂同ロロ

Z
S江田
r
zロ
)
の
代
用
で
あ
る
と
は
、
不
服
申
立
が
イ
ン
ミ

ッ
シ
ョ
ン
防
止
法
で
は
で
き
る
一
方
で
、
原
子
力
法
で
は
で
き
な
い
と
い

っ
た
不
統
一
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
定
制
度
上
は
言
一
え
な
い
、
と
考
え
て

い
る
よ
う
で
あ
る
(
〈
包
・
戸

ω
g
r
m♂
田
ゐ
・
0
・・

ω
-
A
S。
異
議
申
立
は
不

服
申
立
な
ど
の
法
律
上
の
救
済
手
段

{
m
R
Z与
m
z
-
r
)
で
は
な
い
と
明

昔
一
目
す
る
も
の
に
の
・
出

-
C
Z
¥出・
'
S
J
F田
己
主
ロ
問
。
♂
〈
常
者
胆

-
Eロ間一定。円』

r
r
zロ
2
2
r
w
S
3・
ω・
5唱
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
決
定
の
有
無
に

よ
っ
て
両
者
を
区
別
す
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
先
に
紹
介
し
た

ツ
ツ
タ
の
見
解
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
ト
『
・

8
2
P
ω
-
P
O
-
-
ω
-

E
N
〉
目
白

-
E
5・

〈叩山

)
H
S
Z
P
同・曲・
0
・・

ω・
5
H
こ
の
理
解
に
も
と
づ
い
て
原
子
力
法
手

続
令
七
条
一
項
二
文
(
旧
原
子
力
施
設
令
三
条
一
項
)
が
原
告
適
格
の
陳

述
に
必
要
な
事
実
の
申
立
を
取
り
去
る
た
め
、
異
議
を
申
立
て
な
か
っ
た

者
の
取
消
訴
訟
は
許
さ
れ
な
い
、
と
イ
プ
セ

γ
は
考
え
て
い
る
。

(口
)
d
-
V向ロ仲間
n
E
h
w
p
向

-F。・・

ω・
ロ
。
・

(
四
)
ウ
レ
の
よ
う
に
行
政
手
続
法
と
行
政
訴
訟
法
の
規
律
分
野
を
分
離
す
る

こ
と
は
、
あ
る
期
間
の
経
過
に
よ
り
異
議
申
立
を
し
な
か
っ
た
特
定
の
者

を
排
除
す
る
と
い
う
方
式
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
い
と
批
判
す
る
者
が

あ
る
(
同
・

s
m
m
p
白・同・
0
・・∞

-
E
H
)。

〈

m
m
)

し『・

8
2
P
ω
F
O
-
-
ω
-
M
m
s
u
O〈
の
河
『
巴
ロ

F
E
L
e
E
m
F
C
2・
4
・

AH・s
.
H由
吋
∞
.
口
出
〈

SJ可申
.ω-mMA凶

U∞
〈

2
君
。
・

F
m・o
・-ω
・
ω印喧・

(
却
)
国
・
J
「
・
司
印
刷
止
命
♂
白
・
白
・
0
・・

ω-UH品
um-ω

丹

Draw♂白・白・
0
・wω
・
怠
・

(
幻
〉
前
節
注
5
参
照
。

(沼
)

(

U

・
出

-
c
-
P
目・同・
0
・・

ω-HCHO
山田・，

H-HV印刷》広♂同・同・
0
・・

ω・
ω区・

(
泊
)
切
〈
常
者
。
-
F白・。・・

ω・
ω
印
由
同
(
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ア
ル
ツ
と
は
別

の
事
件
)

(
但
)
辺
諸
問
江
主
母
宅

E
・
0
ぐ
恩

-
S
8・∞・

5
0吋
(

N

)

・

(
拓
)
一
章
一
一
一
凶
で
述
べ
る
よ
う
に
、
訴
訟
排
除
効
説
と
手
続
排
除
効
説
と
の

対
立
の
原
因
は
、
こ
う
し
た
文
言
解
釈
に
も
と
づ
く
も
の
で
な
く
、
許
可

手
続
制
度
全
体
に
対
す
る
評
価
に
も
と
づ
く
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

(
部

)
H
N・
4
〈

O
F
E
E
-
白・同・。・・

ω・
8
Z
u
出
・
中
・
司
目
立

R
E・o
・-ω
・
ωHU

な
お
、

c
-
Z
E
R
r
-
o♂
ppo--ω
・
H吋
H.
〉
回
目
・
自
に
は
ヴ
オ
ル
ブ

ラ
ム
の
指
摘
の
一
部
に
誤
ま
り
の
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
門
リ
・
出

-
C】
P
白・田・
0
・wω
・
]FSH-

(
お
)
出
・
山

-MU印刷
L
O
F
世田・
0.、
ω・
ωN0・

(却

)
H
N
E
F問
。
門
∞
円

2
2
3
t弓
可

r
S
5
2
2
C
B耳
o
-
z
n
r
E
N
E門口ゲ

同
耐
え
口
同
宮
内
同

g
〈
ゆ
門
司
回
目

E
ロ悶

2
2
p
r
sロ
守
己
白
色
ぐ

O同
者
同
町
Z
ロ四回，

HU同
C
N
o
a
g
n
r
z
y
-
Z』話、
HU話
"ω
・
5
印
∞
ぬ

{Hg晶
子
ト
『
・
同
宮

gu白
-P

。・・∞

-
E叶
U
田・回・明・

0
・
同

CH】
同
ど
〈

2
4司回目仲ロロ
m
2
2
p
r同開同岡田岡冊目。
FU

N-
〉
ロ
出
・
・
(
呂
田
ロ

n
r
s
L
8
3・岡山仏ロ叫
-
N
N
N
E
叩
司
・

(叩剖

)
H
N・
ωgroHW
同・白・。・い・印】ー・

(

氾

)

円

U

・剛山

-c-0・同・田・。
-w

∞

-Hog-

(
沼
)
切
〈

R
唱
。
・
白
・
白
・
0
・・

ω-us『・

(お
)

d

y

向
5
2
Z
2・
F
m・o
・-∞・

5
2
私
見
も
こ
の
考
え
に
賛
成
で
あ
る
。
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(
川
品
)
同
作
詞
o
-
E
F
F
回
・
0
・
い
-
告
?
出
・
山
・

3
3円
L
b・
o・
-
ω
・
ω
H
P

ω
】∞・

(

お

)

円

υ
・
出

-c-0・
m-白・
0
・
・
ω
・
5
ロ
・

(
日
四
)
剛
山
-

d
司
ロ
ロ
H
E
F
E
・

o・
-
ω
・
8
0
u
ω
・
号
5
F
F
田
・
0
・
U
・
5
0叶

な
お
、
ゲ
オ
ル
フ
ラ
ム
は
都
市
建
設
計
画
の
策
定
手
続
を
扱
う
別
の
論
文

に
お
い
て
「
(
建
設
法
二

a
条
二
項
の
)
聴
聞
は
、
地
区
詳
細
計
画
が
い

ま
だ
具
体
化
し
て
い
な
い
段
階
で
な
さ
れ
る
。
そ
の
点
で
聴
聞
に
つ
き
前

置
さ
れ
た
権
利
保
護
を
諮
る
こ
と
は
も
と
よ
り
で
き
な
い
」
と
し
て
い
る

(
口
出
〈
巴
∞
ゲ
ω
・
き
由
『
同
[
由
H
O
]
)
。

ハ
初
出
)
。
J

刊の

mra巳ω
ロ
L
a
H
ν
r
r
-
d
ユ-
F
A
H
-
H
0
・
]
戸
山
当
∞
w
U
D
〈

]
5
3・ω・

日
NAW.

(
刊
拘
〉
切
〈
2
君。w出・出・
0
・
・
ω
・
ω
∞
H
P
S
・

〈
叩
抑
)
後
述
(
四
六
二
頁
上
段
〉
す
る
よ
う
に
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
一
九
七

二
年
に
す
で
に
、
原
子
力
発
電
所
の
許
可
を
め
ぐ
る
争
い
に
お
い
て
早
期

の
権
利
保
護
を
み
と
め
て
い
る
。

(
机
叫
)
閉
山
-
N
E
口
}
P
O
〈
回
「
巴
詰
・
ω
・
宮
町

7

ツ
ク
は
排
除
が
行
政
決
定
の
い

ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
生
じ
る
こ
と
を
違
憲
の
理
由
と
す
る
た

め
、
原
状
回
復
が
み
と
め
ら
れ
、
ハ
営
業
法
一
七
条
二
項
の
法
効
果

1
訴

訟
排
除
効
に
つ
い
て
〉
個
人
へ
の
通
知
が
な
さ
れ
る
場
合
に
も
合
意
と
は

考
え
な
い
。

(
H
叫
〉
現
行
法
は
二
カ
月
。
な
お
、
行
政
実
務
は
異
議
申
立
期
闘
を
現
在
延
長

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
参
照
、
金
沢
編
『
日
独
比
較
原
子
力
法
』
(
第

一
法
規
一
九
八

O
年
〉
三
五
頁
。

(mM)

戸

当
c
-
E
B
w
向
・
白
・
0
・
・
ω
・
8
0
?
の
・
国

-
C
F
同・白・
0.、
ω
・
5
5
・

(

必

)

(
H
H
)
 

(

佑

)

(
日
明
)

(
門
別
)

。・

z
-
C
F
p
p。
・
・
ω
・
5
5
・

句
、
忌
Z
H
R
E
R句

P
由
・
。
.
‘
ω
-
H
2
・
〉
ロ
ロ
ゲ
忠
・

ω
・
仏
。
巧
X
F
E
・

o・
-
ω
-
H
o
g
・

句・

0
・
関
口
℃
℃
・
国
-
白
・
0
・・

m円
宮
門
・
∞
A
F
N
E
m
一
吋
ω
・

〉・白・
0.、
河
内
山
口
円
・
∞
由
N
Z
叩

叶

ω・

四

と

め

ま
ωラ
イ
ン
ラ
ン
ト
ヘ
フ
フ
ァ
ル
ツ
高
等
行
政
裁
判
所
の
判
決
が
と
る
訴
訟
排

除
効
説
は
、
そ
の
議
論
の
底
の
浅
さ
の
ゆ
え
に
批
判
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
手
続
排
除
効
説
は
全
体
と
し
て
、
理
論
的
に
訴
訟
排
除
効
説
に
反
対
す

る
と
い
う
よ
り
も
、
制
度
運
営
の
実
態
に
そ
の
根
拠
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

同
日
本
の
制
度
運
営
に
対
す
る
実
態
評
価
す
ら
ま
ま
な
ら
ぬ
現
在
の
筆
者
に

と
っ
て
、
外
国
法
制
度
の
実
態
評
価
は
不
可
骨
で
あ
る
。
基
本
法
一
九
条
四
項

を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
一
が
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
訴
訟
排
除
効
を
み
と
め
る
に
十
分

な
実
質
的
根
拠
」
が
あ
る
か
を
こ
そ
問
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
点
で
西
ド
イ
ツ

の
議
論
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
意
味
が
あ
る
も
の
と
思
ろ
の

同
議
論
は
本
来
で
あ
れ
ば
、
訴
訟
排
除
効
が
有
す
る
、
裁
判
に
よ
る
権
利
保

護
の
困
難
化
の
程
度
を
問
う
こ
と
か
ら
始
め
、
そ
の
程
度
が
許
容
さ
れ
る
も
の

北法33(2・153)451

と
判
断
さ
れ
た
と
き
に
初
め
て
、
そ
う
し
た
制
限
や
正
当
と
す
る
実
質
的
理
由

(
1
)
 

は
何
か
を
問
う
、
と
い
う
順
序
で
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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し
か
し
、
以
上
に
紹
介
し
た
基
本
法
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

関
難
化
の
程
度
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
意
見
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
た
め
、
本
稿
の
以
下
の
論
述
は
も
っ
ぱ
ら
、
訴
訟
排
除
効
を
み
と
め
る
実

質
的
理
由
は
何
か
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
実
態
の
評

価
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
考
え
る
か
ら
で
も
あ
る
。

刷
さ
て
、
今
ま
で
検
討
の
対
象
と
し
て
き
に
の
は
、

一
九
七

O
年
制
定
の
原

子
力
施
設
令
が
中
心
で
あ
っ
た
o

現
行
の
原
子
力
法
手
続
令
は
一
九
七
七
年
制

定
の
も
の
で
あ
り
、
政
策
的
理
由
か
ら
第
三
者
の
資
料
閲
覧
請
求
権
な
ど
を
制

(
2
)
 

度
化
し
、
住
民
参
加
の
制
度
を
拡
充
、
整
備
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
制
度
改
革
を
も
考
慮
し
な
が
ら
、
訴
訟
排
除
効
説
の
実
質
的
、
理

論
的
根
拠
を
次
章
で
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

(

1

)

己

-
Z
E
z
r
R
-
何
吋

5
8・
ω-H官
民
{
口
同
}
、
な
お
、
パ
ピ

l
ル
は
、

異
議
排
除
に
よ
っ
て
生
じ
る
権
利
保
護
の
制
限
と
、
異
議
排
除
か
ら
得
ら

れ
る
手
続
の
集
中
、
促
進
、
決
定
相
手
方
の
保
護
と
を
比
較
衡
量
し
て
い

る
(
出

ι・
3
1
2・
Z
』
巧
忌
∞
0

・
ω・
ω
H
ω

向

{
ω
N
H
]
)

。

(

2

)

〈
開

--KFHm-ωnrzr・
320zo
〉

Z
B
B
n
E
-
r
r
o
〈

E
p
r
H
g
T

g
g
Eロロロ明快
J

。ぐ巴・

5
3
・∞
-
U
N
品
保
木
本
一
郎
「
西
ド
イ
ツ
原
子

力
施
設
許
可
手
続
に
お
け
る
住
民
参
加
」
(
『
社
会
科
学
研
究
』
三
三
巻
三

号
一
九
八
一
年
)
一
五
五
頁
以
下
参
照
。

第
二
章

訴
訟
排
除
効
説

行
政
手
続
の
意
義
と
機
能

ω手
続
排
除
効
説
と
訴
訟
排
除
効
説
と
の
対
立
が
行
政
手
続
の
突
態
に
対
す

る
評
価
の
違
い
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
手
続
排
除
効
説
も
必
ず
し
も
最
終

行
政
決
定
前
の
段
階
で
の
訴
訟
排
除
を
理
論
的
に
許
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
の

で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
異
議
申
立
期
間
の
徒
過
に
対
し
そ
う
し
た

4rhrb効
果

を
承
認
す
る
こ
と
の
実
質
的
理
論
的
根
拠
こ
そ
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
1
}
 

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
最
も
重
要
な
手
続
排
除
効
説
は
ツ
ッ
グ
の
そ
れ

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
は
た
ん
に
行
政
決
定
の
存
否
の
み
を
基
準
と
す
る
に

す
ぎ
ず
、
説
得
力
あ
る
根
拠
を
展
開
し
て
く
れ
て
い
な
い
。
ツ
ッ
ク
に
と
っ
て

は
、
行
政
裁
判
所
に
よ
る
権
利
保
護
が
お
そ
ら
く
最
も
信
頼
す
べ
き
救
済
手
段

で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
思
考
か
ら
は
し
か
し
、
事
前
手
続
の

へ2
V

整
備
、
拡
充
と
い
っ
た
発
想
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。

ω行
政
手
続
と
行
政
裁
判
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
異
な
っ
た
見
解
が
あ
り
う

(
3
)
 

る
も
の
の
、
現
在
、
行
政
手
続
の
存
在
意
義
を
疑
う
者
は
な
く
、
何
を
規
律
す

る
の
か
に
つ
き
争
い
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
訂
寸

一
九
七
六
年
に
は
行
政
手
続

法
も
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
向
の
背
景
に
は
比
較
法
研
究

の
影
響
を
受
け
た
次
の
よ
う
な
見
解
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
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政
活
動
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
個
人
の
権
利
保
護
と
に
と
っ
て
、
裁
判
所
に
よ
る

(
5
)
 

保
護
だ
け
が
有
効
、
適
切
な
手
段
な
の
で
は
な
い
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
道
路
等
の
交
通
施
設
の
計
画
に
関
す
る
事
件
で
、
計
画
た
る
最
終
決
定

は
行
政
庁
の
広
汎
な
裁
量
に
含
ま
れ
、
裁
判
所
に
よ
る
事
後
審
賓
が
制
限
さ
れ

る
か
ら
こ
そ
、
計
画
決
定
に
よ
り
侵
益
さ
れ
る
者
の
聴
聞
は
厳
格
に
命
じ
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
、
と
し
た
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
決
の
傾
向
が
こ
れ
に
加
わ
る

〔

6
)

の
で
あ
る
。

同
事
前
行
政
手
続
を
重
視
す
る
傾
向
の
中
で
、
手
続
が
有
す
る
機
能
に
つ
き

(
7
)
 

最
近
の
論
者
は
お
も
に
次
の
三
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

(
8
)
 

①
情
報
収
集
機
能

②
早
期
の
権
利
保
護
機
能

異議申立排除の効力と住民の参加責任

③
利
害
調
整
機
能

の
三
点
で
あ
る
。
以
上
を
本
稿
が
扱
う
第
三
者
の
異
議
申
立
、
す
な
わ
ち
参
加

を
と
も
な
う
許
可
手
続
に
即
し
て
説
明
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ

ろ
う
。①

決
定
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
行
政
庁
と
許

可
申
請
人
と
に
よ
っ
て
は
収
集
で
き
な
か
っ
た
事
実
・
価
値
を
異
議
申
立
人
が

補
充
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
大
量
手
続
(
呂
田
2
0ロ
g円

F
7
3ロ
)
に
お

い
て
、
こ
こ
で
規
範
化
さ
れ
て
い
る
参
加
手
続
と
同
じ
く
ら
い
の
費
用
に
よ
り

同
様
の
効
果
を
持
ち
う
る
調
査
を
自
分
で
な
す
こ
と
は
、
行
政
庁
に
は
絶
対
に

(
9〉

無
理
で
あ
る
。
」

②
即
時
執
行
命
令
に
対
す
る
停
止
効
回
復
の
申
却
に
お
い
て
は
、

許
可
行

政
庁
が
執
行
に
つ
き
存
在
す
る
特
別
な
公
共
の
利
益
を
正
当
に
評
価
し
た
か
ど

う
か
が
問
題
と
な
り
、
勝
訴
の
見
通
し
(
同
氏
ckω
戸

5ω
山
口
宮
)
が
そ
の
判
断
基

準
と
な
る
け
れ
ど
も
、
原
子
力
法
に
あ
っ
て
は
許
可
の
基
礎
に
あ
る
問
題
が
複

雑
多
様
で
あ
る
た
め
、
裁
判
所
は
普
通
、
停
止
手
続
と
い
う
た
ん
な
る
暫
定
手

(日〉

続
で
本
案
の
見
通
し
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
将
来
の
施
設
の
運
転

よ
り
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
危
険
は
ま
さ
し
く
本
案
に
お
い
て
の
み
十
分
判
断

さ
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
暫
定
手
続
に
含
め
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
さ
れ

(ロ)
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
は
「
勝
訴
の
見
通
し
」
と
い
う
基
準
に
か
わ
っ
て
、

施
設
設
置
の
作
業
よ
り
原
告
に
対
し
て
生
す
る
侵
害
と
、
工
事
を
停
止
す
る
こ

と
の
結
果
と
を
比
較
衡
量
す
る
o

そ
の
場
合
、
設
置
許
可
が
問
題
と
な
る
限
り

に
お
い
て
、
常
に
工
事
停
止
の
帰
結
で
あ
る
と
こ
ろ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
の
確

保
と
資
金
面
へ
の
影
響
の
重
大
さ
が
み
と
め
ら
れ
る
た
め
に
、
申
立
は
却
下
さ

れ
る
。
停
止
手
続
の
第
二
審
で
、
こ
れ
ま
で
即
時
執
行
命
令
が
取
消
さ
れ
た
こ

(
日
)

と
は
一
度
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
実
際
に
勝
訴
の
見
込
み
の
な
い
即
時
執
行
命
令
に
対
す
る
停

止
効
回
復
の
申
立
に
よ
っ
て
は
、
第
一
部
分
許
可
に
よ
り
開
始
さ
れ
る
原
子
カ

発
電
所
の
建
設
工
事
か
ら
生
ず
る
環
境
へ
の
悪
影
銀
行
、
個
人
へ
の
侵
害
を
防
止

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
予
想
さ
れ
る
被
害
の
対
策
を
立
て
き
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せ
る
た
め
に
も
、
事
前
の
異
議
申
立
が
必
姿
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
危
険
に
さ

ら
さ
れ
る
国
民
は
、
許
可
決
定
に
対
す
る
取
消
訴
訟
と
裁
判
上
の
仮
の
権
利
保

議
と
を
求
め
う
る
こ
と
に
の
み
制
限
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
計
画
さ
れ
た
事
業

に
対
し
異
議
を
予
め
申
立
て
う
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
権
利
保
護
を

(
H
)
 

事
前
に
移
転
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

③
第
三
者
の
異
議
が
理
由
の
あ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
申
請
人
は
将
来
の
訴
訟

を
避
け
る
た
め
に
そ
れ
に
見
合
っ
た
対
応
を
と
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
は
住
民

ら
の
利
益
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
で
あ
る
。
逆
に
、
申
請
人
と
し
て
は
将
来
許
可
が

〈
時
)

取
消
さ
れ
る
よ
う
な
違
法
事
由
の
存
在
を
予
め
知
る
こ
と
が
で
き
、
計
画
一
の
本

質
を
損
わ
な
い
程
度
の
微
調
整
で
対
処
す
る
だ
け
の
時
間
的
余
裕
を
持
ち
う
る

(
時
)

こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
企
業
の
リ
ス
グ
が
減
少
す
る
。
す
な
わ
ち
一
参
加

手
続
は
、
潜
在
的
被
侵
益
者
の
範
囲
か
ら
、
さ
ら
な
る
手
続
全
体
に
と
っ
て
法

的
に
重
要
な
か
か
わ
り
を
も
つ
も
の
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
人
々
を
選
び
出

す
こ
と
、
同
時
に
、
決
定
に
あ
た
っ
て
第
三
者
の
た
め
に
と
く
に
考
慮
さ
れ
る

ベ
き
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
な
妨
害
事
由
合
同

n
E
r
r
o
回一

E
O『
ロ
ロ
岡
田
空
白
同
丘
町
)
を

(
げ
)

具
体
化
す
る
、
と
い
う
機
能
を
も
っ
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
大
量
手
続
に
お
い

て
と
り
わ
け
重
要
な
窓
味
を
も
っ
法
的
価
値
、
つ
ま
り
法
的
安
定
性
と
取
引
の

安
全
(
河

2
r
g
a
g
L
〈

R
Z
Z
E
n
r
o
l
μ
)」
に
役
立
つ
の
で
あ
あ
。
そ

れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
決
定
上
重
要
な
事
実
が
こ
の
手
続
の
段
階
で
早
く
も

包
括
的
に
明
る
み
に
出
さ
れ
、
被
侵
益
者
と
討
論
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
訴
訟

〈
四
)

を
回
避
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
」
の
で
あ
る
。
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以
上
指
摘
し
た
諸
機
能
の
ほ
か
に
、
第
三
者
の
異
議
申
立
を
行
政
手
続
へ
の

(
却
)

「
参
加

Bgo---同
ロ
ロ
ぬ
、
司
m
H
吋
昨
日

N
G同
Z
c
p
、吋町一

-
Z
Z
)」
と
と
ら
え
、
「
国
家

に
対
す
る
国
民
の
無
力
感
(
。
巾
岡
田
町
戸
弘
常

orロ
自
由
ロ
宮
内
田

g
切位円問。円凹

rs

g
g仲
間
。
問
。
ロ
答
。
円
)
」
を
取
り
除
く
機
能
や
、
「
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
公
共

の
た
め
の
国
家
決
定
に
も
責
任
を
も
っ
て
(
話

E
記
者
。
ユ
ロ

nr)
協
力
す
る
可

{
包
)

能
性
を
国
民
に
保
障
す
る
」
と
い
う
機
能
を
、
第
三
者
の
参
加
を
と
も
な
う
行

政
手
続
に
積
極
的
に
み
と
め
る
見
解
も
あ
る
。

川
何
本
稿
が
取
り
上
げ
て
い
る
原
子
力
法
上
の
許
可
手
続
は
い
う
ま
で
も
な
く

環
境
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
分
野
の
特
殊
性
は
被
害
が
生
じ
て
か
ら

で
は
還
す
ぎ
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
で
事
後
的
に
解
決
し
て

も
ら
う
こ
と
が
多
く
の
場
合
、
無
意
味
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
原
子
力
発
電
所
の
事
故
か
ら
生
じ
る
被
害
は
、
最
悪
の
場
合
、
想
像
を

絶
す
る
も
の
が
あ
り
う
る
。
ま
さ
に
、

h
p
h
y
骨
小
ト
骨
骨
か
骨
骨
・
骨
か
此
v
b

に
、
法
益
侵
害
(
河
町

n
Z師
向
口
言
。
ユ
E
Nロ
ロ
向
)
の
損
害
調
整

(
ω
n
z
rロ
g
g
t

m]巴
nr)
で
川
町
恥
ハ
γ
、
骨
品
目
h
V
札

r
h
!
か
骨
奇
妙
静

(ω
岳
民
g
2
2
8
a
m
)
げが

、

、

、

、

(

幻

}

中
心
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
原
子
力
と
い
う
現
代
文

明
の
最
先
端
に
あ
る
高
度
で
複
雑
な
科
学
技
術
が
問
題
と
な
る
た
め
、
い
っ
そ

(
但
)

う
裁
判
所
に
よ
る
完
全
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
な
じ
み
づ
ら
い
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
原
子
力
発
電
所
の
設
置
・
運
転
許
可
に
お
け
る
事



前
行
政
手
続
が
そ
の
重
要
性
を
ま
す
ま
す
高
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
影
響
の
巨

大
さ
の
ゆ
え
に
通
常
以
上
の
人
的
、
財
政
的
、
時
間
的
資
源
を
投
下
し
て
も
な

{
お
)

ぉ
、
行
政
庁
は
全
て
を
解
明
し
得
ず
、
裁
判
所
の
統
制
で
は
還
す
ぎ
、
そ
の
統

制
密
度
に
も
制
限
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
許
可
決
定
に
至
る
行
政
手
続
に
全
員
が

討
論
(
ぬ
円
D
H
丹
色
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
て
の
疑
い
を
で
き
る
限

(お〕

り
解
明
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

制
訴
訟
排
除
効
を
論
じ
る
意
義
・
目
的
も
ま
た
、
以
上
に
の
べ
た
よ
う
な
機

参
加
し
、

能
を
有
す
る
行
政
手
続
の
中
で
、
そ
し
て
さ
ら
に
環
境
問
題
の
特
殊
性
の
中
で

と
ら
え
る
の
で
な
け
れ
ば
、
正
確
な
理
解
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
実
質
的
、
理
論
的
根
拠
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
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も
知
り
得
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
行
政
手
続
の
特
色
は
、
必
ず
し
も
原
子
力

許
可
手
続
に
固
有
な
も
の
で
は
な
く
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
も
言
え
る
。

原
子
力
許
可
手
続
を
い
っ
そ
う
特
色
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
の
は
、
予
備
決
定
・

部
分
許
可
と
い
っ
た
制
度
を
有
す
る
い
わ
ゆ
る
多
段
階
手
続
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じ
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。
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(
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略
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管
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】
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田
ω
ロ
r
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(回
。
ユ
百
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H由、立
)ω
・一戸
ω
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(

4

)

成
関
紙
明
「
行
政
手
続
の
法
典
化
の
進
出
関
」
(
『
公
法
の
理
論
下

I
』
有

受
間
一
九
七
七
年
)
二
ハ
四
五
頁
以
下
。
一
六
六
九
頁
以
下
に
行
政
手
続

の
意
義
・
範
囲
、
行
政
行
為
の
存
続
効
、
公
法
上
の
契
約
に
関
す
る
実
体
法

的
規
定
を
設
け
る
か
一
台
か
に
つ
い
て
論
争
が
あ
っ
た
旨
記
さ
れ
て
い
る
。

(

5

)

]

・
切
口
『
当
2
N
0・国
-F。
・
切
∞

-UN
『・

(

6

)

切
〈
開
門
君
。
-
Cえ
'
タ
]
広

-
N
-
s
g
w
U
E，〈

5
3・
ω・品
N∞[品
N申
]
事
案

は
原
告
で
あ
る
二
つ
の
ゲ
マ
イ
ソ
デ
の
意
見
を
聴
か
ず
に
な
さ
れ
た
航

空
交
通
法
上
の
飛
行
場
設
置
許
可
が
、
原
告
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
計
画
高
権

(苫世田

E口開国
roroFC、
基
本
法
二
八
条
二
項
が
ケ
マ
イ
ン
テ
に
与
え
る
自

治
権

(ω
巳
Z
2
2毛
色

Z
口
問
∞
足
口
宮
)
を
侵
害
す
る
と
同
時
に
、

HN但
ロ
芦
s

o
Eロロロ
m
p

戸
田
口
弘
司
由
主
同
ロ
ロ
ロ
拘
・

ω
芯
L
Z
r
E
?と
い
っ
た
事
項
に
許
可
が

一
致
し
て
い
る
か
の
審
査
を
許
可
行
政
庁
に
義
務
づ
け
て
い
る
航
空
交
通

法
大
条
の
許
可
要
件
に
反
す
る
、
と
し
て
取
消
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
判
決
の
中
で
、
裁
判
所
は
、
も
し
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
怠
見
が
広
域
的
作
用

を
も
っ
計
画
化
に
際
し
て
十
分
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
時
に
は
「
地
域
全
体

が
上
か
ら

(
d
o
ロ

cv。
ロ
ゲ
ぬ
る
誤
ま
っ
て
計
画
さ
れ
、
健
全
な
自
治
の
発

展
が
も
は
や
十
分
に
考
慮
さ
れ
な
い
」
危
険
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ゲ
マ
イ

ン
デ
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
な
お
の
こ
と
「
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
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異議申立排除の効力と住民の参加責任
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ω・日日
w
g
同
本
文
の
よ
う
に
の
べ
る
か
ら
と
い

っ
て
手
続
へ
の
参
加
を
住
民
と
行
政
と
の
共
同
決
定
と
考
え
て
い
る
の
で

は
な
い
(
白

-
p
o
w
ω
g
)。
な
お
「
基
本
権
は
国
家
的
意
思
形
成
に
お
け

る
(
部
分
的
)
共
同
決
定
権
を
意
味
す
る
よ
う
な
手
続
的
斗

2
F白
ro
を

生
ん
だ
り
正
統
化
し
た
り
し
な
い
」
「
原
子
力
法
上
の
許
可
手
続
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:
・
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意
獲
得
(
関
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σ
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の
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め
の
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で
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。
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意
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産
(
同

g凹

g与
え
∞
芯

-Z口
同
)
は
政
治
の
仕
事
で
あ
る
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と
断
言
す
る
も
の
に
司
・
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由
が
あ
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し
か
し
、
オ
ヅ
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投
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的
協

力
権
(
立
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一

E
S
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冨
吉
三
Hrz口開閉
Z
n
Z
)
に
変
化
し
て
い
る
。
そ

れ
は
原
子
力
許
可
手
続
を
実
際
上
、
行
政
庁
と
被
侵
益
者
間
の
準
共
同
管

理
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る
(
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ω・
ω
-
g
Z
Tな
ど
多
数
の
文
献
が
最
近
発
表
さ
れ
て
い
る
(
第

二
節
参
照
)
。
な
お
、
最
終
確
定
決
定
が
あ
る
ま
で
は
出
訴
を
み
と
め
な

い
傾
向
を
も
っ
抑
制
的
権
利
保
護
(
円
。

usa-g河
2
E回
国
ロ
ゲ
ロ
ロ
)
と
し

て
の
裁
判
は
、
ニ
う
し
た
多
段
階
手
続
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
す
る
文

献
と
し
て
、
問
・

0
2
0ロゲ口
Eu--HNぬ如何】
Z
ロ
間
同
問
。
「
色
丹
ロ
ロ
牛
切
】
口
弘
ロ
ロ
問
団
・

耳目円

rg口
問
仏

R
Y
吋
色
問
。
ロ
各
自
由
間
口
口
四
日

HHH
〉

Z
g
s
n
Z
J
Z』者

同
唱
∞

0
・∞

-HMW叩
ω
同
{
呂
田
昂
]
が
あ
る
。

多
段
階
行
政
手
続

(1) 
沿

事ム

予
備
決
定

2
2
r
S
F包
兵
部
分
流
可
(
吋

O
F
5
3
0
r
E間
口
口
問
)
は
、
建

(
Z
)
 

築
許
可
に
関
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
高
等
行
政
裁
判
所
の
判
決
に
始
ま
り
、
ラ
ン
ト

(
3
)
 

の
建
築
令
(
切

2
C吋
札
口
ロ
ロ
間
)
に
組
み
込
ま
れ
た
。
ま
た
、
営
業
法
の
分
野
に
あ

(
4
)
 

っ
て
も
長
ら
く
実
務
で
は
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

一
九
五
九
年
二
一
月
二
三
日
制
定
の
原
子
力
法
七
条
一
二
項
は
、
施
設
の
許
可

に
つ
き
営
業
法
の
許
可
手
続
に
な
ら
う
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
。
こ
れ
を
う
け

て
一
九
六

O
年
五
月
二

O
日
に
制
制
定
さ
れ
た
原
子
力
抱
設
令
は
、

(
5
)
 

項
に
部
分
許
可
を
取
り
入
れ
た
。

そ
の
一
条
一
一
一

予
備
決
定
を
採
用
す
る
営
業
法
上
の
許
可
実
務
が
許
さ
れ
る
こ
と
を
、
紙
パ

ル
プ
工
場
(
∞
己

P
R巳
r
S
F
j
r
z
r
)
の
立
地
点
に
関
す
る
予
備
決
定
が
争
わ

れ
た
事
件
に
お
い
て
、
一
九
六
六
年
三
月
二
九
日
連
邦
行
政
裁
判
所
第
一
部
の

(
6
)
 

判
決
が
確
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
許
可
行
政
庁
は
呼
出
人
(
許
可
申
請
人

北法33(2・159)457

の
こ
と
H
筆
者
注
〉
の
求
め
に
応
じ
て
予
備
決
定
に
よ
り
、
こ
う
し
た
種
類
の

施
設
が
予
定
さ
れ
た
工
場
敷
地
上
に
建
設
さ
れ
て
も
よ
い
も
の
か
ど
う
か
、
あ

る
い
は
、
重
大
な
危
険
か
ら
公
衆
を
保
護
す
る
た
め
に
建
設
に
必
要
な
許
可
は
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拒
絶
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
の
み
を
決
定
す
る
の
を
法
律
上
禁
じ

(
7
)
 

ら
れ
て
い
な
い
」
と
し
た
。
さ
ら
に
判
決
は
、
行
政
庁
は
目
的
に
応
じ
た
手
続

セ
形
成
で
き
る
こ
と
、
予
備
決
定
は
」
定
の
事
項
に
関
し
後
続
の
許
可
を
先
取

り
し
て
い
る
こ
と
、
状
況
が
変
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
後
続
の
決
定
に
際
し
、
申
請
に

か
か
る
点
に
つ
き
自
ら
な
し
た
肯
定
的
予
備
決
定
(
吉
田

E
Z円
〈
C
号
E
n
r念
仏
)

(
8
)
 

に
行
政
庁
が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
、
な
ど
を
の
べ
た
の
ち
、
予
備
決
定
の
要
件
と

し
て
施
設
の
建
設
と
運
転
に
あ
た
っ
て
周
囲
に
対
し
て
生
じ
る
有
害
な
影
響

が
、
一
定
の
措
置
に
よ
っ
て
十
分
確
実
に
取
り
除
か
れ
う
る
こ
と
を
あ
げ
て
い

(
9
)
 

る
。
こ
の
要
件
が
み
た
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
許
可
の
前
提
に
あ
る
い
く
つ
か

の
問
題
に
つ
い
て
予
備
決
定
を
な
す
こ
と
に
は
、
何
の
疑
い
も
な
い
こ
と
を
判

決
は
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

右
の
判
決
に
し
た
が
っ
て
第
二
次
原
子
力
法
改
正
が
一
九
六
九
年
に
な
さ

(
叩
)

れ
、
予
備
決
定
が
正
式
に
七

a
条
に
制
度
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
U
)
 

こ
う
し
た
経
緯
の
の
ち
、
現
行
原
子
力
法
は
予
備
決
定
を
そ
の
ま
ま
h
a
条

に
、
部
分
許
可
・
予
備
決
定
に
不
可
争
性

(
C
Eロ
向
。
ロ
ゲ
号

R
Z
X
)
が
生
じ
た

(ロ)

場
合
の
兵
議
排
除
を
七
b
条
に
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
、
ま
た
、
現
行
原
子
力
法
手

(
H
}
 

続
令
は
部
分
許
可
に
関
し
一
八
条
を
、
予
備
決
定
に
関
し
て
は
一
九
条
を
そ
れ

(
日
)

ぞ
れ
設
け
て
お
り
、
さ
ら
に
、
時
期
に
遅
れ
た
奥
議
の
排
除
を
七
条
一
実
に
定

め
て
い
る
。
こ
う
し
た
多
段
階
行
政
手
続
と
、
そ
の
合
い
悶
に
は
さ
ま
れ
た
異

議
排
除
と
は
、
い
っ
た
い
何
を
目
的
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ω多
段
階
行
政
手
続
の
目
的

営
業
法
上
の
許
可
に
関
す
る
実
務
が
許
可
手
続
を
分
節
化
し
た
要
因
を
、
先

に
引
用
し
た
一
九
六
六
年
の
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
や
そ
れ
以
後
の
資
料
、
学

(

叩

山

)
説
か
ら
拾
い
上
げ
る
な
ら
ば
、
大
体
次
の
三
つ
に
婆
約
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
第
一
は
、
巨
大
施
設
へ
の
投
資
を
、
許
可
の
拒
否
や
取
消
し
に
よ
っ
て
生

じ
る
損
失
か
ら
保
護
す
べ
し
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
(
資
本
的
要
悶
)
。
第
二

は
、
施
設
建
設
中
に
も
日
進
月
歩
の
発
展
を
と
げ
る
科
学
技
術
に
迅
速
に
対
応

す
べ
し
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
(
時
間
的
要
因
)
。
第
三
は
、
手
続
の
対
象
が
、

行
政
庁
と
相
手
方
の
み
と
い
う
単
純
な
二
面
構
造
を
許
さ
な
い
環
境
問
題
に
か

か
わ
る
も
の
で
あ
る
ば
か
り
か
、
科
学
技
術
上
の
問
題
、
国
家
の
基
本
的
政
策

問
題
に
ま
で
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
手
続
全
体
が
複
雑
で
見
通
す
こ
と

の
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
適
切
な
行
政
決
定
を
な
し
、
ま
た
、
国
民
の

権
利
を
有
効
に
保
護
す
る
た
め
に
は
、
決
定
手
続
全
体
を
適
確
・
迅
速
に
処
理

す
る
こ
と
が
特
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
(
実
体
的
要
因
〉
。

以
上
の
要
因
を
版
に
確
認
、
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

①
資
本
的
要
因
(
予
備
決
定
の
立
法
目
的
)

立
法
資
料
に
よ
れ
ば
「
予
備
決
定
は
、
許
可
手
続
を
た
ん
に

l
部
分
許
可
に

お
け
る
よ
う
に
!
分
節
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
上
に
手
続
上
の
二
・
三

の
問
題
を
本
質
的
に
先
取
り
し
て
拘
束
力
を
も
っ
て
決
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

原
子
力
施
設
の
計
画
化
(
苫
出
口
Z
口
同
)
に
際
し
て
の
投
資
の
危
険
(
同
ロ
ペ
E
Z
B

北法33(2・160)458



に
oロ
2
2
F
r
c
)
を
少
な
く
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
」
と
い
う
ふ
う
に
、

六
六
年
一
二
月
二
九
日
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
を
引
用
し
つ
つ
、
予
備
決
定
の
投

資
保
護
と
い
う
目
的
と
、
そ
の
拘
束
力
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
し
た
見
解
が
示

さ
れ
て
い
る
。

右
の
判
決
は
、
立
地
点
に
関
す
る
予
備
決
定
と
施
設
の
許
可
と
に
分
け
て
、

て行

施誓
設江

島訪
問断
ずし
る~

主主
fE ら
24 う
打加

の」
と不同

備:ョ
を き理

許
由
げ可
立中

最更
乙 tJ込

官有

請 す
をる
ぞ 利
り 主主

事 E
L4 し

余
計
な
費
用
を
か
け
る
必
要
が
な
く
な
る
こ
と
と
、
施
設
建
設
の
許
可
申
請
を

予
備
決
定
の
申
請
よ
り
も
先
に
の
ば
す
こ
と
に
よ
っ
て
施
設
の
建
設
を
よ
り
新

(
問
〕

し
い
技
術
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
o

時
間
的
要
因

に
つ
い
て
も
判
決
は
触
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

異議申立排除の効力と住民の参加責任

け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
取
扱
い
に
よ
っ
て
施
設
計
画
に
関
す
る
申
請
内
容
が

お
お
ま
か
な
も
の
に
な
る
た
め
、
申
請
に
応
じ
て
な
さ
れ
る
公
告
(
切

o
r
E
E
'

B
2
7
d百
個
)
か
ら
は
不
十
分
な
情
報
し
か
得
ら
れ
ず
、
公
告
の
名
宛
人
で
あ
る

第
三
者
・
住
民
が
不
利
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
が
生
じ
る
こ
と

に
な
る
。
実
際
に
本
件
の
控
訴
審
裁
判
所
は
、
公
告
に
記
載
さ
れ
て
い
た
「
紙

パ
ル
プ
工
場
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
紙
パ
ル
プ
生
産
に
不
可
欠
な
化
学
工
場
と

だ石
lナ灰
で燐
あが
るま

と F
し さと
て面
、 r
第三

喜重
判 m
常き
ι れ
予る
備 v

決 Z

Ei 
取主主
消:立
し、
ふき
たる
二の

五は
専

問宗

こ
の
点
に
つ
き
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
本
件
の
原
告
は
工
場
操
業
に
よ
り
生
じ 九

る
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
十
分
承
知
し
て
お
り
、
原
告
に
対
す
る
関
係
で
は
控
訴

(
初
)

審
の
立
場
を
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
し
か
し
、
予
定
地
上
に
、

周
囲
へ
の
危
険
の
な
い
工
場
を
つ
く
る
こ
と
は
技
術
的
に
可
能
か
と
い
う
根
本

的
問
い
に
、
本
件
予
備
決
定
の
中
に
と
り
込
ま
れ
た
一
諸
一
条
件
(
回
包
宮
町
巴
口
問
。
ロ
)

が
十
分
答
え
て
い
る
と
い
え
る
か
に
つ
き
審
理
を
尽
く
さ
せ
る
た
め
、
原
審
に

(
抗
)

事
件
を
差
し
戻
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
予
備
決
定
の
段
階
で
早
く
も
第
三
者

(m) 

に
異
議
申
立
を
す
る
機
会
が
生
じ
る
点
を
判
決
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
注
意

す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
本
件
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
予
備
決
定
の
許
容
性
を
原
則
的

に
肯
定
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、
そ
の
際
、
第
三
者
と
の
関
係
を
も
配
慮
し
た

慎
重
な
態
度
を
と
っ
た
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
、
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
本
件
判
決
内
容
は
一
九
七
二
年
一
二
月
二
ハ
日
連
邦
行
政
裁
判
所
第
一
部
判

(
お
)

決
に
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。

②
時
間
的
要
因

一
九
六
六
年
の
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
も
、
技
術
の
進
歩
に
施
設
の
建
設
を

対
応
さ
せ
る
こ
と
が
許
可
申
詩
人
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
を
す
で
に
指

{
出
)

協
附
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
科
学
技
術
の
発
展
を
施
設
建
設
の
中
に
取
り
込
む
こ

と
は
公
害
防
止
設
備
な
ど
の
質
的
向
上
を
も
意
味
す
る
か
ら
、
第
三
者
住
民
に

と
っ
て
も
有
利
に
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
。

③
実
体
的
要
因

北法33(2・161)459
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現
在
、
原
子
力
施
設
の
設
置
、
運
転
に
あ
た
っ
て
は
原
子
力
法
上
の
許
可
の

ほ
か
、
水
法
上
の
許
可
、
建
設
法
上
の
許
可
な
ど
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
そ

(
M
m
)
 

の
数
は
二

0
1コ一
O
に
及
ん
で
い
る
。
設
置
、
運
転
の
許
可
を
出
す
の
は
ラ
ン

ト
の
所
管
庁
で
あ
る
が
、
許
可
手
続
全
体
で
は
実
に
多
く
の
連
邦
と
ラ
ン
ド
の

関
係
行
政
庁
が
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
科
学
技
術
上
の
問
題
が
不
可
避
に

生
ず
る
た
め
、
勧
告
・
鑑
定
を
発
す
る
専
門
家
グ
ル
ー
プ
が
こ
れ
に
加
わ
る
の

(
幻
)

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
続
全
体
が
質
的
、
量
的
に
極
め
て
高
度
か
つ
複
雑

な
も
の
と
な
る
の
で
あ
っ
て
二
回
き
り
の
全
体
許
可
(
〈
O
Z四
g
o
r
B
K戸
口
問
)

を
も
っ
て
し
て
は
律
し
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
全
体
を
い
く
つ
も

の
段
階
に
分
離
す
る
こ
と
に
よ
り
、
巨
大
な
対
象
を
制
御
可
能
な
も
の
と
し
、

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
段
階
の
明
確
さ
を
保
障
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
多
段
階
手
続

(
初
〉

の
実
体
的
要
因
で
あ
り
目
的
そ
の
も
の
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
ひ
と
つ
の
段
階
の
明
確
さ
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
と
、
そ
れ
以
後
の

最
終
段
階
に
至
る
手
続
ま
で
も
が
明
確
に
な
る
こ
と
と
は
、
同
時
に
実
現
す
る

こ
と
の
悶
難
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
望
む
こ
と
は
多
段
階
手
続
の
諸
要
因
を

無
視
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
思
う
。
な
る
ほ
ど
、
施
設
の
建
設
・
運
転

に
関
す
る
申
請
内
容
が
不
明
確
で
あ
れ
ば
、
事
業
計
画
に
対
し
て
考
え
ら
れ
る

反
対
・
異
議
が
そ
れ
だ
け
程
度
の
低
い
も
の
に
な
り
、

第
三
者
・
住
民
の
参
加

(
ぬ
)

(
異
議
申
立
)
は
空
虚
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

立
法
者
は
原
子
カ
法
七
条
二
項
三
号
に
「
科
学
お
よ
び
技
術
の
水
準
」
に
照
応

し
た
d
A
G
-
対
策
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
許
可
要
件
は
開
発
促
進
目

(
初
)

的
に
優
先
す
る
保
護
目
的
を
、
そ
の
つ
ど
(
な
耳
色
凹
)
で
き
る
か
ぎ
り
実
現

す
る
こ
と
に
手
を
貸
し
て
く
れ
る
動
態
的
基
本
権
保
護
(
身

E
Bな
n
r
R

{
出
)

の
Zロ
弘
同

2
E
m田口
rEN)
に
役
立
っ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
異
議
申
立
(
参
加
)
の
有
効
性
に
一
直

接
関
係
す
る
「
明
確
さ
」
の
程
度
と
、
そ
の
つ
ど
の
科
学
技
術
の
水
準
に
安
全

対
策
を
照
応
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
の
動
態
的
基
本
権
保
護
に
役
立
つ
「
"
や
か

つ
ど
性
」
の
程
度
と
の
、
つ
り
合
い
の
と
れ
た
結
び
つ
き
で
あ
っ
て
、
全
体
許

可
へ
の
回
帰
1
l
i
そ
れ
は
「
明
確
さ
」
を
完
全
に
保
障
す
る
ー
ー
と
い
っ
た
九

ど
ち
ら
か
一
方
へ
の
退
行
で
は
な
い
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
住
民
参

加
の
過
度
の
強
調
は
か
え
っ
て
、
基
本
権
に
と
っ
て
不
利
益
を
招
く
こ
と
に
な

(
詑
)

り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

ω多
段
階
行
政
手
続
が
機
能
す
る
た
め
の
前
提

①
複
雑
な
手
続
全
体
を
分
節
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
巨
大
な
対
象
を
行
政
に

と
っ
て
制
御
可
能
な
も
の
と
し
、
第
三
者
住
民
の
異
議
申
立
(
参
加
)
と
資
木

の
側
の
投
資
と
を
保
護
す
る
た
め
に
、
そ
の
つ
ど
の
段
階
の
明
確
さ
を
確
保
す

る
こ
と
が
多
段
階
行
政
手
続
の
目
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
は
後
段

に
対
す
る
前
段
の
「
拘
束
力
」
と
、
そ
の
つ
ど
の
段
階
の
「
確
定
性
」
と
が
前

{
お
)

提
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ふ
た
つ
が
前
挺
さ
れ
て
は
じ
め

て
前
段
と
い
う
基
礎
の
う
え
に
後
段
を
着
実
に
積
み
上
げ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
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る
。
た
と
え
ば
、
前
段
が
立
地
点
に
関
す
る
予
備
決
定
で
あ
る
場
合
、
後
段
の

部
分
許
可
に
よ
っ
て
予
定
立
地
点
を
変
更
す
る
こ
と
は
手
続
全
体
の
空
中
分
解

を
招
く
で
あ
ろ
う
し
、
段
階
ご
と
の
確
定
性
の
要
請
に
も
反
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
部
分
許
可
は
違
法
で
あ
り
取
消
さ
れ
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
逆
に
、
立
地
点
の
取
消
し
を
求
め
る
場
合
に
は
立
地
点
を
決
定
し
た
予
備

(
抽
)

決
定
の
み
が
攻
撃
さ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
後
続
す
る
部
分
許
可
で
は
な
い
。

以
下
で
は
多
段
階
手
続
が
機
能
す
る
た
め
の
か
な
め
と
も
い
う
べ
き
「
拘
束

力
」
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
し
、
異
議
排
除
お
よ
び
そ
の
効
力
と
し
て

の
訴
訟
排
除
効
が
「
確
定
性
」
の
獲
得
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
と
、
原
子
力

〔
お
)

法
に
お
け
る
そ
の
仕
組
み
と
を
項
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
日
。

②
許
可
行
政
庁
と
の
関
係
に
お
い
て
、
予
備
決
定
や
先
行
す
る
部
分
許
可
に

異議申立排除の効力と住民の参加責任

後
続
の
部
分
許
可
に
対
す
る
拘
束
力
を
み
と
め
る
こ
と
に
は
次
の
よ
う
な
目
的

が
あ
る
。

ま
ず
な
に
よ
り
も
、
多
段
階
行
政
手
続
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す

多
段
階
行
政
手
続
は
、
全
体
決
定
(
の
冊
目
白
ヨ
寸

g
z
n
Z
E
E出
)
が
段
階
的
な
具
体
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
収
ま
る
と
き
に
の

み
十
分
な
意
味
を
も
ち
、
体
系
斉
合
的
(
阻
ま

g
g
m
2
3
Z
)
な
の
で
あ
州
、

る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

部
分
決
定
(
許
可
)
は
全
体
の
手
続
を
合
理
化
す
る
手
段
と
し
て
、
枠
に
そ
っ

た

(H5sg自
民
国
間
)
拘
束
カ
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
の
み
、
そ

(
拘
)

の
意
味
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
拘
束
力
を
み
と
め
る
こ
と
は
第
三
者
住
民
に
出
訴
・
異
議
申
立
に
上

(
岨
)

る
早
期
の
権
利
保
護
を
保
障
す
る
意
味
を
も
持
つ
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一

九
六
六
年
の
連
邦
行
政
裁
判
所
が
確
認
し
た
よ
う
に
、
予
備
決
定
は
二
・
三
の

許
可
要
件
も
し
く
は
立
地
点
に
関
す
る
最
終
的
決
定
(
色
色
巴
吾
、
。
閉
口
z
n
F
S
E

《吉田
-m)
を
含
む
一
方
で
、
全
体
施
設
の
許
可
に
関

L
原
則
的
承
諾
(
内

E
民
千

(
引
)

忌

s
z
n
r
o
N
E品
。
)
を
も
含
ん
で
い
る
。
こ
の
承
諾
は
施
設
の
運
転
か
ら

生
ず
る
危
険
に
対
す
る
対
策
が
そ
の
時
点
で
十
分
な
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
危
険
対
策
の
不
十
分
な
申
諸
に
予
備
決
定
を
与
え
て

{
m
M
)
 

ば
な
ら
な
い
(
原
子
力
法
手
続
令
一
九
条
五
項
)
。

右
の
場
合
に
お
い
て
、
も
し
前
者
の
最
終
的
決
定
に
の
み
拘
束
力
を
み
と
が
、

後
者
の
原
則
的
承
諾
に
は
み
と
め
な
い
と
す
る
と
、
第
三
者
住
民
は
最
も
関
心

の
深
い
事
項
す
な
わ
ち
施
設
の
運
転
か
ら
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
危
険
に
対
し

十
分
な
対
策
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
違
法
事
由
に
し
て
、
亨
備
決

定
の
取
消
し
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
危
険
対
策

に
つ
き
拘
束
力
の
あ
る
決
定
を
下
す
の
は
将
来
の
運
転
許
可
だ
か
ら
で
あ
る
、

(
拍
}

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
立
地
点
上
に
予
定
さ
れ
て
い
る
施
設

の
運
転
は
安
全
に
つ
い
て
十
分
な
対
策
が
な
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
理
由
で

施
設
完
成
後
に
な
っ
て
運
転
許
可
を
許
可
行
政
庁
が
拒
否
で
き
る
と
し
た
ら
、

莫
大
な
費
用
を
か
け
て
建
設
し
た
原
子
力
発
電
所
施
設
が
無
駄
に
な
っ
て
し
ま

う

で

あ

ろ

う

。

-
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研究ノート

原
則
的
承
諾
に
許
可
行
政
庁
と
の
関
係
で
拘
束
力
を
み
と
め
な
い
こ
と
か
ら

成
立
し
た
以
上
の
考
え
は
、
右
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
る
ほ
か
、
「
施
設
は
運
転
さ

れ
る
た
め
に
の
み
建
設
さ
れ
る
。
」
「
許
可
行
政
庁
は
施
設
建
設
の
許
可
に
関
す

る
決
定
に
お
い
て
、
施
設
の
運
転
か
ら
生
ず
る
影
響
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
同
じ
こ
と
は
予
備
決
定
に
も
あ
て
は
ま
る
。
」
「
運
転
に
よ
り
生
ず
る
危

険
を
考
慮
し
な
い
よ
う
な
予
備
決
定
は
許
可
申
-
請
人
に
と
っ
て
無
意
味
で
あ

る
」
と
し
て
、
運
転
許
可
で
は
な
く
建
設
許
可
(
立
地
点
を
含
む
。
予
備
決
定

は
利
用
さ
れ
ず
J

の
段
階
で
早
く
も
訴
え
の
提
起
を
み
と
め
た
、
一
九
七
二

(
拓
)

年
の
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
に
も
反
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
予
備
決
定
に
含
ま
れ
る
、
全
体
施
設
の
運
転
か
ら
危
険
は
生

じ
な
い
、
と
い
う
原
則
的
承
諾
に
も
拘
束
力
は
み
と
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ

{
崎
)

る
。
同
じ
こ
と
は
予
備
決
定
の
申
請
が
な
い
場
合
の
第
一
部
分
許
可
に
も
あ
て

{

門

町

)

は
ま
る
。
こ
う
し
た
拘
束
力
の
承
認
が
多
段
階
行
政
手
続
の
目
的
を
実
現
さ
せ

て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
拘
束
力
を
問
う
意
味
が
あ
る
の
は
予
備
決

定
や
第
一
部
分
許
可
の
内
容
が
公
衆
に
帽
略
さ
れ
た
公
告
資
料
の
内
容
に
限
一
定
さ

れ
、
そ
の
中
で
確
定
さ
れ
る
場
合
の
み
で
あ
る
。

ω異
議
排
除
の
仕
組
み

先
述
し
た
よ
う
な
(
四
五
八
頁
以
下
〉
目
的
を
有
す
る
多
段
階
行
政
手
続
た

る
原
子
力
許
可
手
続
が
そ
の
機
能
を
発
問
押
す
る
た
め
に
は
、
後
段
に
対
す
る
枠

{
胡
)

と
し
て
の
「
拘
束
力
」
の
ほ
か
に
、
明
確
な
内
容
を
も
っ
た
そ
の
つ
ど
の
「
確

定
住
」
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ひ
と
た
び
な
さ
れ
た
部
分
決
定
が
、
異

議
申
立
期
間
中
に
提
出
さ
れ
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
事

実
に
も
と
づ
い
て
、
あ
と
に
な
っ
て
取
消
さ
れ
う
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
企
業

(
相
)

の
投
資
が
い
わ
ば
不
意
打
ち
的
に
害
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
決
定

(
卯
)

が
容
易
に
拡
大
・
変
更
さ
れ
る
な
ら
ば
、
再
度
の
公
告
と
異
議
申
立
が
な
さ
れ

な
い
か
ぎ
り
、
手
続
全
体
が
不
安
定
・
不
明
確
と
な
っ
て
見
通
す
こ
と
の
困
難

な
も
の
と
な
る
が
、
そ
れ
は
第
三
者
と
の
関
係
で
「
有
効
な
権
利
保
護
」
の
要

請
に
反
す
る
ば
か
り
か
、
手
続
の
透
明
さ
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
う
る
行
政
の

(
日
)

「
民
主
化
」
の
要
請
に
も
反
し
て
い
る
。
原
子
力
法
七
b
条
に
よ
る
異
議
排
除

は
立
法
目
的
か
ら
し
て
す
で
に
、
こ
の
「
確
定
性
」
を
企
業
の
利
益
の
た
め
に

(
認
)

維
持
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
確
定
性
」
は
同
時
巳
第
三
者

住
民
の
利
益
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
原
子
力
法
七
b
条
に
よ
る
異
議
排
除
と
原
子
力
法
手
続
令
七
条
一

項
二
文
に
よ
る
そ
れ
と
を
合
わ
せ
て
、
異
議
排
除
の
仕
組
み
を
検
討
す
る
こ
と

に
す
る
。

①
二
つ
の
規
定
が
異
議
の
排
除
を
規
律
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
従
来
の
議

論
が
対
象
と
し
て
い
た
旧
原
子
カ
施
設
令
三
条
一
項
を
受
け
継
々
原
子
力
法
手

続
令
七
条
一
項
二
文
で
あ
り
、
「
特
別
の
私
法
上
の
権
原
に
も
と
づ
か
な
い
異

議
の
申
立
は
、
す
べ
て
、
縦
覧
期
間
の
満
了
と
と
も
に
排
除
さ
れ
る
」
と
す
る
。

他
の
ひ
と
つ
は
、
「
部
分
許
可
も
し
く
は
予
備
決
定
に
お
い
て
七
条
も
し
く
は
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七
b
条
に
よ
る
申
請
に
関
し
て
決
定
が
な
さ
れ
、
こ
の
決
定
に
不
可
争
力
が
生

じ
た
場
合
に
限
り
、
以
後
の
施
設
許
可
手
続
に
お
い
て
は
、
す
で
に
提
出
さ
れ
た

(
凶

w
v

か
も
し
く
は
閲
覧
に
供
せ
ら
れ
た
資
料
、
も
し
く
は
閲
覧
に
供
せ
ら
れ
た
決
定

に
よ
り
、
第
三
者
が
提
出
す
る
こ
と
の
で
き
た
事
実
に
も
と
づ
い
て
は
、
こ
の

第
三
者
は
異
議
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
す
る
原
子
力
法
七
b
条
の

規
定
で
あ
る
。

ウ
V

は
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
加
え

て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
彼
ら
が
基
本
的
に
ツ
ッ
ク
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
、
異
議

ヴ
ォ
ル
ブ
ラ
ム
、
ホ
フ
マ
ン
、

排
除
に
訴
訟
排
除
効
を
み
と
め
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
許
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
、

と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
ら
と
結
論
を
同
じ
く
す
る
パ
ピ
l
ル

は
、
「
異
議
申
立
」
の
概
念
内
容
に
立
ち
入
っ
た
際
、

両
者
の
関
係
に
言
及
し

異議申立排除の効力と住民の参加責任

て
お
り
、
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
、
訴
訟
排
除
効
を
み
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て

生
ず
る
国
民
の
権
利
保
護
の
制
限
と
、
異
議
排
除
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
手
続
の

集
中
、
促
進
、
相
手
方
の
利
益
と
を
総
合
的
に
比
較
衡
量
す
る
な
ど
、
手
続
排

(
世
)

除
効
説
の
中
に
あ
っ
て
最
も
詳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

バ
ピ
i
ル
と
同
時
期
に
イ
プ
セ
ン
が
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
立
法
史
を
踏

(

弱

)

(

鉛

〉

ま
え
な
が
ら
初
め
て
体
系
的
な
検
討
を
加
え
た
。
彼
以
後
、
ム
ッ
チ
ュ
ラ
l
、

(
幻
)

レ
ン
ゲ
リ
ン
グ
(
出
・
，
当
・
河

oao--ロ
同
)
も
ま
た
、

二
つ
の
規
律
の
体
系
的
理

解
か
ら
議
論
を
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
体
系
的
理
解
の
出
発
点
は

二
つ
の
異
議
排
除
規
律
の
根
拠
で
あ
る
。
イ
プ
セ
ン
ら
の
考
え
は
ほ
ぼ
共
通
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
原
子
力
法
手
続
令
(
旧
原
子
力
施
設
令
も
同
じ
〉
の
排
除
は
「
失
権

(
路
)

思
想
(
〈
宮
司
宵

rzロ間一回四
E2Hroロ
)
」
に
も
と
づ
く
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
も

し
、
異
議
申
立
手
続
に
お
い
て
ひ
と
こ
と
も
の
べ
な
か
っ
た
よ
う
な
第
三
者
が

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
発
せ
ら
れ
た
許
可
を
取
消
せ
る
と
し
た
ら
、
自
己
の
行

為
に
反
し
て
は
な
ら
な
い
(
〈
回
忌
三
仏

2
4
0包
2
8
5
5

『

R
Z
S
唱
円
0

・

(
拘
}

官
E
B
)
と
い
う
要
請
に
反
す
る
、
と
し
て
い
る
。

次
に
、
原
子
力
法
七
b
条
に
よ
る
排
除
が
「
存
続
効
思
想
(
の

E
s
r
g色
。
円

切

2
Eロ仏印

r阻
止
)
」
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
彼
ら
の
主
張
を
ま
つ
ま

で
も
な
く
み
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
取
消
さ
れ
得
な
く
な
っ
た
決

定
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
以
後
も
ひ
っ
き
り
な
し
に
、
行
政
手

(
剖
)

続
と
行
政
訴
訟
の
対
象
に
さ
れ
得
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

原
子
力
法
七
b
条
の
根
拠
は
右
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
と
し
て
も
、
手
続
令

七
条
一
項
二
文
の
根
拠
に
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
視
点
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
「
手
続
令
に
よ
る
異
議
排
除
に
は
企
業
の
た
め
に
次
の
よ
う
な

重
要
な
機
能
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
討
論
期
日
の
終
了
に
お
い
て
計
画
の
遂
行
が

第
三
の
側
面
か
ら
の
ど
う
い
う
危
険
を
背
負
っ
て
い
る
か
を
、
は
っ
き
り
と
知

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
機
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
手
続
の
こ
の
段
階
で
異
議

を
申
立
て
な
か
っ
た
者
が
排
除
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
の
つ
ど
異
議
を
申
立
て
た

す
べ
て
の
者
が
、
潜
在
的
な
後
日
の
原
告
な
の
で
あ
る
。
プ
ロ
ジ
志
グ
ト
遂
行
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者
は
、
異
議
申
立
人
の
主
張
内
容
に
も
と
・
つ
い
て
、
い
つ
ま
で
も
残
つ
て
は
い

る
が
し
か
し
今
や
具
体
化
さ
れ
た
手
続
の
危
険
を
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
、
技

術
的
、
経
済
的
に
事
業
を
実
現
で
き
る
状
況
に
自
分
は
在
る
か
ど
う
か
を
討
論

(
位
)

期
日
終
了
後
に
決
断
す
る
機
会
を
も
つ
の
で
あ
る
。
」

②
二
つ
の
異
議
排
除
に
関
す
る
規
律
が
相
互
に
乞
う
い
う
関
係
で
そ
の
機
能

を
果
た
し
て
い
る
の
か
は
、
具
体
的
に
は
「
全
体
許
可
手
続
の
ど
の
段
階
に
対

し
て
、
原
子
力
施
設
令
三
条
一
項
も
し
く
は
原
子
力
法
手
続
令
七
条
に
よ
る
排

除
は
及
ぶ
の
か
」
と
い
う
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
次
の
二
つ
の
見
解

が
対
立
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
原
子
力
法
手
続
令
七
条
は
討
論
期
日
終
了
後

に
下
さ
れ
る
第
一
部
分
決
定
の
不
可
争
性
の
み
を
保
障
し
、
そ
の
後
の
部
分
決

定
に
つ
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
原
子
力
法
七
b
条
に
よ
る
、
と
す
る
イ
プ
セ
ン
ら
の

(
m
w
)
 

見
解
で
あ
る
。
他
の
ひ
と
つ
は
、
ム
ッ
チ
ュ
ラ
l
、
レ
ン
ゲ
リ
ン
グ
の
見
解
で

あ
り
「
は
じ
め
て
の
、
そ
し
て
ふ
つ
う
唯
一
の
公
衆
の
参
加
に
際
し
て
手
続
の

中
で
異
議
を
申
立
て
な
か
っ
た
者
は
、
第
一
部
分
決
定
の
み
な
ら
ず
後
続
の
部

{
削
間
)

分
決
定
に
対
し
て
も
排
除
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

両
者
の
違
い
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
、
ま
ず
原
子
力
法
七
b
条
が
な
か
っ

た
と
し
た
場
合
の
立
論
を
比
較
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
初
め
に
イ
プ

セ
ン
ら
の
よ
う
に
手
続
令
七
条
の
排
除
の
効
力
を
第
一
部
分
決
定
に
の
み
限
定

す
る
と
、
ひ
と
た
び
排
除
さ
れ
た
人
も
第
二
部
分
決
定
に
対
し
て
排
除
さ
れ
た

異
議
を
再
び
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
、
排
除
さ
れ
な
か
っ
た
人
も
、
こ
の
一
度

(
防
)

は
排
除
さ
れ
た
異
議
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ム
グ
チ

ュ
ラ
ー
ら
の
見
解
に
も
と
づ
く
と
、
ひ
と
た
び
排
除
さ
れ
た
人
は
後
続
の
手
続

か
ら
も
お
よ
そ
す
べ
て
排
除
さ
れ
る
。
排
除
さ
れ
な
か
っ
た
人
が
一
度
は
排
除

さ
れ
た
異
議
を
も
提
出
で
き
る
の
は
イ
プ
セ
ン
ら
の
考
え
と
同
じ
で
あ
る
。

次
に
、
原
子
力
法
七
b
条
に
よ
る
排
除
を
合
せ
て
考
え
る
。
ま
ず
、
第
一
部

分
決
定
に
不
可
争
力
が
生
じ
た
場
合
で
は
、
イ
プ
セ
ン
説
に
よ
り
排
除
さ
れ
る

の
は
、
ひ
と
た
び
排
除
さ
れ
た
異
議
が
も
と

F

つ
い
て
い
た
事
実
と
異
議
申
立
手

続
に
提
出
さ
れ
た
か
も
し
く
は
さ
れ
得
た
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ム

ッ
チ
ュ
ラ
1

説
に
よ
れ
ば
、
イ
プ
セ
ン
説
に
よ
り
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
事

実
の
ほ
か
、
異
議
を
申
立
て
な
か
っ
た
人
も
排
除
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
不
可
争

カ
が
生
じ
る
前
に
第
二
部
分
決
定
、
が
下
さ
れ
た
場
合
で
は
、
イ
プ
セ
ン
説
に
よ

る
と
、
第
二
部
分
決
定
に
対
し
て
だ
れ
も
が
な
ん
で
も
提
出
で
き
る
と
い
う
ζ

と
に
な
る
が
、
ム
ッ
チ
ュ
ラ
l
説
に
よ
る
と
、
ひ
と
た
び
排
除
さ
れ
た
人
は
こ

こ
で
も
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

結
局
、
両
説
の
違
い
は
、
異
議
を
申
立
て
な
か
っ
た
者
が
一
方
で
は
第
一
部

分
決
定
を
の
ぞ
い
て
、
そ
の
後
の
手
続
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
に
対

し
、
他
方
で
は
お
よ
そ
全
て
の
手
続
か
ら
排
除
さ
れ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
も
し
、
先
に
引
用
し
た
イ
プ
セ
ン
の
「
自
己
の
行
為
に
反
し
て

は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
「
失
権
思
想
」
と
同
種
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
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る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
原
子
力
法
手
続
令
七
条
は
討
論
期
日
終
了
後
下

さ
れ
る
第
一
部
分
決
定
に
関
し
て
の
み
排
除
を
規
律
し
、
そ
の
後
の
部
分
決
定

に
関
し
て
は
原
子
力
法
七
b
条
が
規
律
す
る
と
い
う
イ
プ
セ
ン
ら
の
見
解
は
間

違
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
原
子
力
施
設
令
三
条
一
項
(
現

行
原
子
力
法
手
続
令
七
条
一
項
)
の
規
律
は
失
権
思
想
に
も
と
づ
い
て
お
り
、

(
原
子
力
法
七
b
条
が
も
と
づ
く
)
存
続
効
の
作
用
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る

(
師
)

か
ら
で
あ
る
。
」
さ
ら
に
、
原
子
力
法
七
b
条
は
部
分
決
定
の
シ
ス
テ
ム
を
利
用

し
て
い
た
実
務
を
考
慮
し
て
、
す
で
に
機
能
し
て
い
た
原
子
力
施
設
令
三
条
一

項
よ
り
も
あ
と
に
な
っ
て
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
施
設
令
は
実
体
法
の
構

造
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
許
可
が
施
設
の
設
置
・
運
転
を
規
律
す
る
と
い

う
構
造
に
対
応
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
施
設
令
に
よ
る
排
除
は
全

異議申立排除の効力と住民の参加責任

体
許
可
に
通
用
す
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
政
府
理
由
書
官
自
己
r
r
o

切
。
開
門
出
ロ
仏
ロ
ロ
凹
)
に
よ
れ
ば
、

原
子
力
法
七
b
条
の
導
入
に
よ
り
許
可
申
請
人

の
法
的
地
位

(
m
R
r
Z
2
0ロ
ロ
口
問
)
は
低
下
す
る
の
で
は
な
く
向
上
す
る
は
ず

(

門

別

}

だ
か
ら
で
も
あ
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
原
子
力
法
手
続
令
七
条
一
項
と
原
子
力
法
七
b
条
と
に

よ
っ
て
次
の
よ
う
な
排
除
が
規
律
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
第

一
部
分
決
定
手
続
に
参
加
し
な
か
っ
た
者
は
以
後
の
あ
ら
ゆ
る
手
続
と
訴
訟
か

ら
排
除
さ
れ
る
。
決
定
手
続
に
参
加
し
た
者
は
以
後
も
排
除
さ
れ
な
い
。
し
か

し
、
第
一
部
分
決
定
に
不
可
争
力
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
決
定
手
続
で
処
理
さ

れ
た
か
も
し
く
は
処
理
さ
れ
得
た
事
実
に
も
と
づ
い
て
は
異
議
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
不
可
争
力
が
生
じ
る
前
に
第
二
部
分
決
定
が
下
さ

れ
た
り
、
手
続
に
参
加
し
た
者
が
第
一
部
分
決
定
に
対
し
て
取
消
訴
訟
を
提
起

し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
実
に
も
と
，
つ
い
て
こ
の
第
二
部
分
決
定

を
争
う
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
排
除
さ
れ
る
事
実
の
範
囲
は
縦
覧
に
供
せ
ら
れ
た
全
て
の
資
料
の
中

(
印
)

で
示
さ
れ
た
事
実
に
及
び
、
そ
れ
に
限
ら
れ
る
。
許
可
決
定
書
が
手
続
令
一
七

条
に
よ
り
閲
覧
に
供
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
も
し
、
決
定
理
由
中
に
資
料
に
あ

っ
た
事
実
以
外
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
原
子
力
法
七
b
条
の
排
除

(ω) 

は
こ
れ
ら
の
事
実
に
ま
で
拡
大
す
る
と
い
う
イ
プ
セ
ン
の
主
張
に
は
同
意
で
き

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
い
う
決
定
は
住
民
参
加
を
定
め
た
手
続
制
度
の
趣
旨

に
反
す
る
と
恩
わ
れ
、
再
度
の
手
続
が
行
な
わ
れ
る
べ
き
場
合
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
手
続
令
一
七
条
三
官
官
に
も
と
づ
い
て
許
可
決
定
書
と
そ
の
理
由
書
と

を
要
求
で
き
る
者
は
、
異
-
議
申
立
期
間
中
に
異
議
を
提
出
し
た
者
に
限
ら
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
イ
プ
セ
ゾ
の
主
張
に
よ
る
と
、
許
可
申
請
資
料
に
む
と
づ
い

て
最
初
異
議
を
申
立
て
な
か
っ
た
者
に
と
っ
て
、
下
さ
れ
た
許
可
内
容
が
予
想

し
得
な
か
っ
た
範
囲
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
得
る
か
ら
で

も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
場
合
に
は
か
つ
て
排
除
さ
れ
た
者
に
も
異
議
申

立
権
が
み
と
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
再
度
の
手
続
が
開
始
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
異
議
申
立
期
間
後
に
生
じ
た
新
し
い
事
実
に
も
と
づ
く
異
議
も
排

(
拘
)

除
さ
れ
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
第
三
者
住
民
は
不
可
能
を
強
い
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

ま
た
、
許
可
の
内
容
が
縦
覧
に
供
せ
ら
れ
た
資
料
よ
り
も
狭
い
事
実
に
も
と

づ
く
場
合
に
は
、
許
可
が
規
律
す
る
内
容
以
上
の
排
除
が
資
料
を
限
界
と
し
て

(
冗
)

生
じ
る
。

③
以
上
の
論
点
の
ほ
か
に
「
異
議
申
立
宵
宮
司

g仏
ロ
ロ
伺
)
」
概
念
の
問
題
ゃ
、

許
可
行
政
庁
の
職
権
探
知
義
務
、
裁
判
所
の
職
権
探
知
主
義

(
C
E
R
Z
E

(n) 

nrz口
出
国
間
同
ロ
ロ
仏
S
R
)
と
異
議
排
除
の
範
囲
と
の
関
係
と
い
う
問
題
が
論
じ
ら

れ
て
い
る
。

的
パ
ピ
l
ル
は
ヨ
阿
佐
耳
叩
ロ
仏

gmaa
が
、
一
克
来
私
法
上
の
概
念
で
あ
る
こ
と

の
確
認
か
ら
議
論
を
出
発
さ
せ
、
ま
ず
、
異
議
が
第
三
者
の
主
観
的
防
禦
権

(国民主品

E
-
g
〉
ぴ
君
。

rH同
冊
目
宮
町

UHF20与
を
意
味
し
て
お
り
、
公
法
上
の
も

(
幻
)

の
と
私
法
上
の
も
の
と
を
含
む
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
異
議
申
立
権
限

が
訴
訟
法
上
の
取
消
権
限
と
一
致
し
て
し
ま
う
か
ら
、
そ
れ
ら
に
限
ら
れ
な
い

と
し
て
、
行
政
手
続
法
二
四
条
一
一
項
二
文
の
「
関
与
人
の
主
張
お
よ
び
証
拠
申

出
(
〈
ミ
ゲ
ユ
ロ
向
。
ロ
ロ
ロ
仏
国
。
君
。

-gp丹
門
前
開
叩
〈
。
ロ
切

2
0
E
m芯
ロ
)
」
を
も
含
め

て
考
え
て
い
る
。
結
論
と
し
て
、
原
子
力
法
手
続
令
に
よ
る
排
除
の
対
象
を
特

別
な
私
法
上
の
権
原
に
も
と
づ
か
な
い
よ
う
な
主
観
的
防
禦
権
と
理
解
し
、
事

実
に
関
す
る
主
張
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
原
子
力
法
七
b

条
を
指
摘
し
つ
つ
「
法
律
が

H

権
利
排
除
(
河
合

Z
G込
E
5芯
回
)u

北法33(2・168)466

で
は
な

く
、
事
実
に
関
す
る
主
張
の
排
除
を
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
異
な
っ
た
は

っ
き
り
し
た
文
言
に
よ
り
こ
の
排
除
を
な
し
て
い
る
」
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

結
局
、
原
子
力
法
手
続
令
七
条
一
項
の
「
排
除
効
は
直
接
H

事
実
に
関
す
る
主

張
(
丹
田
両
国
間
口

E
F
n
r
g
ぐ
2
r
z
m
g
)
μ
に
か
か
わ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
性
質

は
請
求
権
の
無
効
も
し
く
は
権
利
阻
止
(
〉
ロ
印
有

E
r
g
s
-
n
Z
E由
主
2

〈
勾
}

HNonZ岳
山
口
品
。

Z
白
血
刷
)
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ム
ッ
チ
ュ
ラ
l
は

7
特
別
な
私
法
上
の
権
原
に
も
と
づ
く

異
議
6

が
、
原
子
力
法
手
続
令
七
条
一
項
二
文
:
・
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
異
議
と
い
う
言
葉
に
よ
り
実
体
的
防
禦
権
の
み
が
考
え
ら
れ
う
る
と
い
う

バ
ピ
l
ル
の
指
摘
は
お
か
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
主
張
さ
れ
る
権
利
と
い
う
も
の

は
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
法
的
事
実
と
し
て
事
実
主
張
の
中
に
ふ
く
め
る
こ
と
が
で

き
る
す

z
r
o
r由
巳
宮

2
2
m
o
n宮
内
宮
門

nF同
=
目
白
日
間

m
m
n
r
z
g仲間山口
r
o
s

aロ
四
吋
民
印
向

n
r
g
z
r白
石

Z
Dぬ
巴
ロ

N
E
m
o
r
g
g司
自
国
間
)
か
ら
で
あ
り
、

そ
う
い
う
権
利
は
ち
ょ
う
ど
民
事
-
訴
訟
の
申
立
(
ぐ

ozgm)
の
中
で
、
所
有
者

マ
あ
る
と
い
う
主
援
に
関
し
、
契
約
の
締
結
が
あ
っ
た
と
い
う
の
と
同
じ
な
の

(
祁
)

で
あ
る
」
と
反
論
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ム
ッ
チ
ュ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
異
議
申

立
は
事
実
の
申
立
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
(
巴
ロ
君
。
ロ
告
5
岡
田
O

円
z
r
Eロ四

〔
祁
)

ロ山口
F
Z
曲
ロ
仏
ぬ
円
命
的
白
r

L

O
ロ
〈
C
H
可
白
ぬ
ぐ
O
ロ
吋
白
押
印
白
nrmロ)
0

ま
た
、
原
子

力
法
七
b
条
と
手
続
令
七
条
一
項
と
の
文
言
の
違
い
は
、
二
つ
の
排
除
規
範
の

明



適
用
領
域
の
違
い
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
手
続
令
七
条
一
項

は
、
異
議
を
申
立
て
な
か
っ
た
者
に
か
か
わ
る
の
に
対
し
て
、
原
子
力
法
七
b

(
祁
}

条
は
事
実
の
主
張
に
か
か
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
対
立
に
対
し
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
「
異
議
は
、
申
請
さ
れ
た
事
業
計

画
の
妨
害
も
し
く
は
、
修
正
を
目
的
と
し
た
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
な
反
対
の
主
張

(η) 

(田恒

n
E
r
r町
田
・
:
の
ぬ
問
。
ロ

g
円

σ
門
広
明
。
ロ
)
で
あ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
、
防
禦
請
求

権
(
〉
ぴ
耳

5
5
5匂
Enr)
自
体
が
排
除
さ
れ
る
と
考
え
る
か
、
そ
れ
と
も
、

そ
の
主
張
に
必
要
な
事
実
の
申
立
だ
け
が
排
除
さ
れ
る
と
考
え
る
か
は
、
な
ん

異議申立排除の効力と住民の参加責任

の
遠
い
も
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
第
一
の
場
合
に
は
〉
ロ

m
Y
E
r
g
g
r

n
r
z
z
を
、
第
一
一
の
場
合
に
は

2
8
2
n
z
-
F
g
g号
名
町
r
E
m
を
語

る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
区
別
は
実
際
の
結
果
に
と
っ
て
は

〔行〉

同
じ
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

判
異
議
排
除
と
職
権
探
知
義
務
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
な
る
ほ
ど
パ
ピ
l

ル
の
言
う
通
り
、
行
政
庁
は
つ
ね
に
公
援
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
考
慮
し

{
抱
)

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
と
も
、
ひ
と
た
び
原
子
力
法
手
続
令
(
原
子
力
施
設

ム
ろ
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
者
は
、
行
政
庁
に
対
し
て
な
ん
の
請
求
権
も
持
ち

得
な
い
し
、
ひ
と
た
び
原
子
力
法
七
b
条
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
事
実
に
も
と

(
乃
)

づ
く
よ
う
な
異
議
を
考
慮
せ
よ
と
い
う
請
求
権
を
、
第
三
者
は
持
っ
て
い
な
い

の
で
あ
る
o
連
邦
行
政
裁
判
所
も
ま
た
、
原
子
力
施
設
令
三
条
一
項
に
よ
る
排

除
に
つ
き
「
そ
う
い
う
制
限
は
、
立
法
者
に
よ
り
考
え
ら
れ
た
利
益
調
整

2
2
2
0回目。ロ
2ω
明
rrr)
を
台
無
し
に
す
る
O
L

と
い
う
の
は
、
ま
ず
、
建
一
設

者
/
運
転
者
と
潜
在
的
に
侵
益
さ
れ
る
第
三
者
と
の
問
の
法
関
係
に
と
っ
て
、

そ
れ
は
法
的
不
安
定
の
要
素
に
な
り
、
そ
し
て
、
許
可
手
続
に
お
け
る
全
て

の
参
加
者
の
た
め
に
、
職
権
に
よ
っ
て
は
お
そ
ら
く
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
第

三
者
の
地
位
を
、
行
政
庁
は
ど
こ
ま
で
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
に
つ

い
て
争
い
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
計
岡
事
業
に
よ
り
彼
の
保
護
さ
れ
た
法
益

(明冊目

nrAVS広
岡
山

2
Z凹
四
回

ZH)
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
、
第
三
者
は
引

〔
剖
)

き
合
い
に
出
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

付
同
じ
く
職
権
探
知
主
義
に
つ
い
て
も
、
裁
判
所
が
職
権
に
よ
っ
て
ひ
と
た

(
M
U
)
 

び
排
除
さ
れ
た
事
実
を
も
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
は
、
立
法
者
の

意
図
に
反
す
る
だ
け
で
な
く
、
多
段
階
行
政
手
続
が
そ
の
つ
ど
の
段
階
の
明
確

(
位
}

さ
と
安
定
と
を
確
保
す
る
た
め
に
は
異
議
排
除
が
不
可
欠
で
あ
る
、
と
い
う
こ

(
邸
)

と
を
見
逃
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
行
政
と
司
法
と
の
役
割
分
担
と
い
う
視
点
の

も
と
で
シ
ュ
ト
l
パ
ー
は
、
権
利
保
護

(
m
R
T
2口
r
E
N
)
は
行
政
決
定
の
法

適
合
性
(
河
ぬ
口
宮
田
町
山
白
石
「
色
丹
)
を
行
政
庁
み
ず
か
ら
審
査
で
き
る
時
に
の
み

有
効
に
保
障
さ
れ
る
と
の
見
地
か
ら
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
基
本
法
一

九
条
四
項
は
権
利
保
護
の
み
を
保
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
行
政

庁
に
よ
っ
て
な
お
評
価
さ
れ
て
い
な
い
事
実
の
、
裁
判
所
に
よ
る
第
一
回
目
の

審
理
を
可
能
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
再
審
理
の
み
を
保
障
し
ょ

う
と
し
て
い
る
の
だ
o

も
し
、
行
政
庁
が
異
議
を
討
論
し
な
か
っ
た
の
で
あ
れ

北法33(2・169)467



研究ノート

ば
、
裁
判
所
は
そ
の
異
議
の
申
立
が
期
間
を
徒
過
し
た
も
の
か
ど
う
か
の
み
を

(
剖
)

審
理
す
べ
き
で
あ
る
、
と
。

④
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
以
下
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
得
た
も
の
と
怠
わ

れ
る
。⑦

原
子
力
法
上
の
許
可
手
続
が
定
め
る
異
議
排
除
の
効
力
を
め
ぐ
っ
て
、
訴

訟
排
除
効
説
と
手
続
排
除
効
説
と
の
対
立
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
手
続
排
除
効
説

は
理
論
的
な
根
拠
に
も
と
づ
く
も
の
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
制
度
の
実
態
に
対

す
る
消
極
的
評
価
に
も
と
づ
く
も
の
と
い
え
る
。
十
分
な
理
論
的
根
拠
を
も
っ

て
訴
訟
排
除
効
説
に
反
対
す
る
学
説
は
な
い
。

④
訴
訟
排
除
効
説
が
ほ
ぼ
一
様
に
そ
の
根
拠
と
し
て
引
き
合
い
に
出
す
多
段

階
行
政
手
続
に
は
、
こ
れ
を
採
用
す
る
に
つ
き
相
当
の
合
理
性
が
み
と
め
ら
れ

る
。
そ
れ
は
、
そ
の
つ
ど
の
科
学
技
術
の
水
準
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

公
衆
と
環
境
へ
の
侵
害
を
回
避
す
る
こ
と
の
で
き
る
行
政
と
、
投
資
の
危
険
を

初
期
の
段
階
で
回
避
し
う
る
企
業
に
役
立
つ
の
み
で
な
く
、
行
政
庁
に
よ
る
危

険
回
避
措
置
の
継
続
を
通
じ
て
第
三
者
の
安
全
と
利
益
の
保
障
に
も
役
立
つ
。

な
お
、
原
子
力
の
平
和
利
用
に
つ
い
て
は
立
法
者
の
決
断
が
あ
り
、
原
子
力
利
用

(
回
)

の
合
憲
性
は
連
邦
窓
法
裁
判
所
の
二
つ
の
決
定
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

@
多
段
階
行
政
手
続
が
機
能
す
る
に
は
訴
訟
排
除
効
が
不
可
欠
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
利
害
者
参
加
手
続
で
あ
る
計
画
確
定
手
続
と
は
異
な
り
.
原
子

力
法
の
許
可
手
続
は
民
衆
参
加
手
続
で
あ
り
、
だ
れ
も
が
向
か
ひ
と
言
口
を
は

さ
む
こ
と
の
で
き
る
手
続
で
あ
る
。
こ
う
い
う
手
続
が
導
入
さ
れ
た
原
因
と
し

て
は
次
の
よ
う
に
二
つ
の
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ゴt法33(2・170)468

ひ
と
つ
は
、
原
子
力
発
電
所
の
許
可
に
対
し
て
原
告
適
格
を
有
す
る
者
の
範

囲
が
広
大
で
不
明
確
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
理
論
的
に
は
周
囲
三

(
間
)

0
0
キ
?
ま
で
の
者
に
原
告
適
格
が
み
と
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

原
告
適
格
を
も
っ
者
は
無
数
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
子
力
発
電
所
の
建
設

者
/
運
転
者
そ
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
政
治
責
任
を
背
負
わ
さ
れ
る
行
政
と

し
て
は
、
許
可
決
定
を
こ
う
し
た
不
安
定
の
中
に
置
く
と
い
う
危
険
を
避
け
る

た
め
に
予
め
取
消
権
者
の
範
聞
と
、

そ
の
取
消
事
由
に
な
り
得
る
も
の
を
知

り
、
こ
れ
ら
に
対
処
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
の
だ
、
と
思
わ
れ
る
。

他
の
ひ
と
つ
は
、
国
民
に
と
っ
て
、
そ
れ
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
ず
、

そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
避
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
、
原
子
力
施
設
の
許
可
に

結
び
つ
い
て
い
る
危
険
の
ゆ
え
に
、
国
家
に
は
基
本
法
二
条
二
項
と
一
四
条
で

保
障
さ
れ
て
い
る
法
益
に
対
し
特
別
の
保
護
義
務
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、

国
家
は
こ
の
保
護
義
務
を
、
実
体
法
と
手
続
法
上
の
諸
要
件
に
原
子
力
の
平
和

(

同

町

)

利
用
を
よ
ら
し
め
る
と
い
う
許
可
制
に
よ
っ
て
守
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
許
可
規
制
は
述
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
「
危
険
に
さ

(
回
)

ら
さ
れ
る
第
三
者
を
保
護
す
る
の
に
全
く
ふ
さ
わ
し
い
手
段
で
あ
る
」
こ
と
が

確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



以
上
で
異
議
排
除
の
効
力
に
関
す
る
検
討
を
終
え
る
。

さ
て
、
異
議
排
除
に
関
す
る
議
論
の
中
で
行
政
手
続
へ
の
住
民
参
加
と
い
う

テ
ー
マ
に
と
っ
て
興
味
深
い
指
摘
が
レ

l
デ
カ
ー
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
簡
単

で
は
あ
る
が
節
を
改
め
て
こ
れ
を
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

異議申立排除の効力と住民の参加責任

(

1

)

沿
革
に
関
し
て
は
主
と
し
て
次
の
諸
論
文
と
そ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る

文
献
を
参
照
し
た
。
開
・

ω口
『
白
山
岳
J

〉
民
自
回
出
ロ

:
L
E
t
z
z
間A

W

明
言
問
広
岡

〈
2
君
主
Z
P四国〈
R
p
r
H開
ロ
リ
〈
2
r
g口
r
a
L
Zロ
与
斗
巴
]
向
。
出
向
w
r
Bヤ

m
g
m
R
R
L
R
∞
5
2
o・g
-
ω
・
8
芸
{
日
記
]U
〉
e

君
。
ゲ
2
・也、〈
2
Z
-

目
n
y
o
E
Eロ
仏
吋
色
白

g
o
y
s
-由巳ロ
m
F
S
〉円
0
5
5円
Z
J
U
D〈

5
8・

ω・
ω喧
U1uMM・
ω己
目
。
♂
問
、
.ω
・"。
2
2
-
0
7・
3
0
2
〈
。
同
ゲ
四
国
ロ
y
g島
町
田

〈
2
耳
巳
E
口町印吋白ロ
z
z
n日戸市ロ

0
0ロ
mys-mzロ
四
回
話
同
町
田
7
5
z
n
J
H
Z∞

H

∞∞]「

ω・∞由
ω・

(

2

)

市町・

0
〈
の
開

H
C
P
M
E
R
-
N
O∞
同
]
(
未
見
)
こ
れ
を
引
用
す
る
も
の

切
〈
O同
君
。
何
回
P
N
ω

内
向

{N∞
}U
開・

ωny日
正
マ
〉
民
自
由
同
H
P
同・目・。
.. 

ω-

m言
句
〉
ロ
日
・
]
口
一
司
・

ω
o
-
B
O
F
F
-∞
-
U
0
2
R
-
o
r
-
F
F。
Jω
・臼申
p

k
H
Z
5・
A
・

(

3

)

即叩由
N
W
坦

ω
∞
31
∞白岡田
0
・
h
m
S
出
『
同
・
切
曲
ロ
0
・
な
ど
。
ぐ
四

-
-
P

ω
o
-
5
2・円、.∞
-HOえ
2
-
D
F
F
P
0・wω
・
ω
8・
〉
ロ

5
・
田
一
〉
・

4〈
与

F

pm-。・

ω・臼申吋
w

〉
回
目
・
H
-

(

4

)

開・

ωnrg-ιHa〉
ロ
ヨ
S

F

2
・。・・

ω・
日
記

u
k戸・

4司
$
0
3
2・9
・

∞・

ω喧
吋
一
喝
・

ω巾
]50円切

F
・ω
-
n
O凹円。】
L
c
y
F
P
C
-切∞・

ω由一
w
・

ハ
5
)

「
さ
し
あ
た
っ
て
施
設
の
建
設
の
み
に
つ
い
て
許
可
申
請
が
な
さ
れ
る

か
、
も
し
く
は
申
請
が
他
の
方
法
(
部
分
許
可
の
申
請
)
で
制
限
さ
れ
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い
る
場
合
で
、
そ
の
他
の
要
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暫
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申
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目
。
〉
国
間
m
Zロ)

に
よ
り
充
た
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
許
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許
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終
守
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丸
岡
E
P
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申
告
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な
す
こ
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許
す
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と
が
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き
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暫
定
申
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施
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と
そ
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運
転
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暫
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全
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判
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す
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「
七
条
に
よ
る
施
設
許
可
の
賦
与
が
前
提
と
す
る
こ
・
三
の
問
題
と
り

わ
け
施
設
立
地
点
の
選
択
に
つ
き
、
申
請
に
も
と
事
つ
い
て
予
備
決
定
を
な

す
こ
と
が
で
き
る
」
〈
一
項
一
文
)

(
ロ
)
「
部
分
許
可
も
し
く
は
予
備
決
定
に
お
い
て
七
条
も
し
く
は
七

a
条
に

よ
る
申
請
に
関
し
て
決
定
が
な
さ
れ
、
こ
の
決
・
疋
に
不
可
争
力
が
生
じ
た

場
合
に
限
り
、
以
後
の
施
設
許
可
手
続
に
お
い
て
は
、
す
で
に
提
出
さ
れ

た
か
も
し
く
は
関
覧
に
供
せ
ら
れ
た
資
料
、
も
し
く
は
閲
覧
に
供
せ
ら
れ

た
決
定
に
よ
り
、
第
三
者
が
提
出
す
る
こ
と
の
で
き
た
事
実
に
も
と
づ
い

て
は
、
こ
の
第
三
者
は
異
議
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

(
日
)
一
一
頃
「
全
体
施
設
の
建
設
と
運
転
に
関
す
る
許
可
要
件
が
存
在
す
る

で
あ
ろ
う
こ
と
と
、
正
当
な
利
益
が
部
分
許
可
の
賦
与
に
存
在
す
る
こ
と
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異議申立排除の効力と住民の参加責任
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あ
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。
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な
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〉
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束
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的
内
容
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効
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で
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。
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篠
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点
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も
と
で
制
度
の
改
革
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主
張
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れ
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い
る
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金
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前
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図
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範
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か
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設
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つ
き
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次
の

場
合
に
は
公
告
と
縦
覧
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
て
以
前
す
で
に

第
一
項
な
ら
び
に
第
五
条
、
六
条
の
要
件
に
対
応
す
る
公
告
と
縦
覧
が
行

な
わ
れ
、
か
っ
、
二
、
第
三
者
の
利
害
に
対
し
重
大
で
あ
り
う
る
よ
う
な

事
情
が
再
度
の
公
告
と
縦
覧
に
よ
っ
て
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

場
合
」
と
定
め
、
ま
た
、
原
子
力
法
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燃
料
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:
・
分
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:
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た
め
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固
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施
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ま
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施
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受
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、
手
続
令
四
条
二
項
二
号
に
い
う
公
衆
の
参

加
の
下
で
の
み
与
え
ら
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
る

Q

先
の

ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ア
ル
ツ
高
等
行
政
裁
判
所
の
事
案
も
ま
た
、
こ
の
問

題
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
重
大
な
論
点
で
あ
り
本
稿
と
も
深
い
と
こ
ろ
で

結
び
つ
く
が
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
な
お
、
〈
悶
}
・
明
・

0
回田町ロ
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EW
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ロ
L
A
M
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o
r
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仏
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岡
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∞
ゲ

ω・
自
民
・

(
日
)
行
政
の
民
主
的
統
制
を
考
え
る
際
の
視
点
に
つ
き
参
照
、
遠
藤
博
也

「
行
政
過
程
論
の
意
義
」
(
『
北
大
法
学
論
集
』
二
七
巻
三
・
四
号
一
九
七

七
年
)
二
二
七
頁
以
下
、
二
三
九
頁
以
下
。

(
閉
山
)
切
吋
自
己
同
・
〈

K03uω
・∞・

(
閃
)
原
子
力
法
手
続
令
一
七
条
二
項
に
よ
り
、
異
議
申
立
人
が
三

O
Oを
超

え
る
時
に
は
全
体
の
決
定
書
の
写
し
が
二
週
間
閲
覧
に
供
せ
ら
れ
る
。

(
臼
)
出

-EM-E
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巴
∞
。
句

ω・
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(
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・
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-
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-
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F
ω
・

ω印
申
民

{ω
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。
]
温
民
岡
山
包

o
r
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Z』
副
司
広
明
。
・

ω・
5
S
-

(
間
叩
)
同
・

8
2
P
白
-FO--
∞
-

H

印M
-

(
印
)
〉
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・
o・-ω
・
5
N
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4
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-
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-
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P
2・0
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-
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異議申立排除の効力と住民の参加責任

(
白
川

)

C
・
宮
口
仲
間
口

F
Z♂
F
F。
Jω
・
ミ
ド

(
位
)
出
・
人
当

-MNS向
島
国
間

L-m・
o-w
∞
-
u
g・

(
臼
)
ん
『

-
H
-
E
E
L
-
m・
o・噌
ω・
50wHν
・
ω
o
-
B
2・
F
・
ω・"。
ω件。ユ
G
Y
P
F。
-w

ω・
8
H
U
M凶
吋
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ロ
円
・
〈
¥
品
。
JRω
・
由
-

(
臼
)
出
-
s
J
司

-
F
D
m丘一

Z
L
-白・
0
・w
ω
-
M
N白
u
d・
冨

5
n
E
F
白
-m-。
-w

ω
-
H
E
但
し
、
ム
ッ
チ
ュ
ラ
ー
が
引
用
す
る
ロ

5
5円
∞
。

-
Z
2・
H
S，

BZm-oロ∞田口
7
2
N
Z
n
E
Cロ
仏
宮
内
吉
田

E

g色
白

m
g
-切
(
富
田
ロ
ロ

r
g
w

H

喧吋∞
)

w

岡
山
仏
ロ
『
・
台
H

に
は
彼
の
説
を
支
持
す
る
よ
う
な
見
解
は
な
い
ば
か

り
か
、
同
書

HNL口同
P
H印
mrN叶∞
.
M∞
N
に
は
、
む
し
ろ
イ
プ
セ
ン
の
見

解
と
同
一
の
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(
伍
)
】
・
岡
田
M
8
P
白
-m・
o・-∞・
HAH∞-

(侃

)
E
-
s完
岡
山
ぬ
口
問
丘
町

Z
L
-回・
0
・・

ω・
回
目
・

(
河
町

)
C
-
g
z
g
n
E
2・白・白・
0
・u
ω
-
M
g

(
臼
)
国
〈
2
君
。

-
C
2・〈
-H吋・叶・

5
∞
0・同国・。・・

ω・
ω品
Hnw
由同・

(
印

)
H
S
Zロ祖国
-m
・
o・-∞
-
H
8・

(
初

)
H
W〈
開
門
君
。
・

d】

2・〈
-HJア
吋

-H申∞。‘

m-白・
0
・wω
・
ω
2・
p
n
p

〈

mU)
出
・
，
巧

-
H
U
D
m丘一口問
L
P
O
-
-
∞
-UN吋・

(η
〉
〈
開

}-n-
国
-
d
-
P
〈
2
毛
色

E
口
問
印
官
。

N
S
R
n
z
・日

1

・
〉

z
p・

(宮

E
n
r
o
p
S吋∞)咽

ω-HHO
戸

N
S
F
N
4印
職
権
探
知
主
義
と
は
、

行
政
裁
判
所
法
八
六
条
一
項
が
い
う
と
こ
ろ
の
、
裁
判
所
は
関
与
人

B
2色
一
四

Z
ロ
)
の
証
拠
申
出
(
回
。
君
。

-
Z
E品
開
。
)
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
職
権
に
よ
っ
て
事
実
を
調
査
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。

(
ね
)
国
・
ム

-
H
V
3
5
w
Z凶
者

g
g
u
m
w・
βω
片
岡
[
叫
回
目
]
に
よ
る
と
、
公
法

上
の
も
の
と
し
て
は
基
本
法
一
四
条
一
項
や
行
政
実
体
法
上
の
隣
人
保
護

規
範
か
ら
生
ず
る
不
作
為
誇
求
権

(
C
E
R
F師団己ロ
m
g
E宮
田
口

ro)
な
ど

を
例
と
し
て
あ
げ
て
お
り
、
私
法
上
の
も
の
と
し
て
は
第
三
者
の
妨
害

排
除
・
準
妨
害
排
除
の
不
作
為
・
除
去
請
求
権
(
日
開

2
2
5
n
r。
ロ
ロ
仏

心
巴
回
目
ヤ
ロ

O伺
ω
Zユ回目
F
O
C
E
R
]向
的

E
口
問
中
己
ロ
仏
出

2
2己
ぬ
ロ
ロ
間

E
ロ
e

m司円出
n
r
o
U岡山
2
2
)
を
あ
げ
て
い
る
。
弘
法
上
の
議
求
権
が
生
じ
る
条
文

例
と
し
て
間
間

H
0
2・由。
ωw
由。
up
∞
ωω
戸
口
切
の
切
を
示
し
て
い
る
。

(
引
同
)
〉
回
・
0
・w
∞
-ug-

(
何
日
)
〉
・
目
・
0
・・

ω・
ωミ・

(叩山

)

d
・
富
三
ω
円
三
ぬ
♂
白
』
・
。
・
・

ω・同町∞
U

由・白
E

し『

-szp
同
b
・
o・
-
∞
-

H

印]「

(

π

)

回
〈
含
宅
0
・
d
z・
4
・
5
・叶

-H坦∞
cwm-FO--ω
・
8
由
な
お
、
本
判
決

は
異
議
申
立
の
理
由
づ
け
の
程
度
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
り
「
全
く
の

/

l
、
詳
細
に
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
抗
議
、
簡
単
な
通
知
」
で
は
足

り
な
い
と
し
て
い
る

(ω
・
8
8。
さ
ら
に
、
申
立
人
に
「
彼
の
も
と
に
あ
る

法
益
(
列

2
Zぷ
匡
岬
)
に
関
し
て
、
彼
に
よ
れ
ば
考
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
、

具
体
的
な
疑
い
に
も
と
づ
い
て
手
続
の
中
に
持
ち
込
む
こ
と
」
を
要
求
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
健
康
被
害
に
か
か
わ
る
法
益
を
一
括
し
て
指
定

す
る
者
は
、
許
可
手
続
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
に
一
括
し
た
審
査
の
み
を

期
待
し
得
る
に
す
ぎ
ず

(ω
・
ω含
)
、
薬
草
栽
培
へ
の
影
響
に
つ
い
て
申
立

を
し
た
者
は
後
に
な
っ
て
、
彼
の
土
地
の
取
引
価
値
が
計
商
事
業
に
よ
っ

て
侵
害
さ
れ
、
土
地
所
有
者
と
し
て
の
彼
に
重
大
で
回
復
し
得
な
い
損
害

を
与
え
る
と
い
う
こ
と
を
、
も
は
や
申
立
て
る
ご
と
が
で
き
な
い
、
と
し

て
い
る
窃
・

ω宮
内
可
ハ
同
旨
、
加
者
・
〈
の
出

C
三
-
d
q

・申

-
P
5
4由
wMW吋
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忌
吋
唱
uω
・品

g
m同
{
品
志
向
]HUα
〈
忌
芯
・

ω・
8
H
F
2
)。
こ
の
見
解
に
シ

ュ
ト

i
バ
ー
は
反
対
し
て
い
る
。
「
異
議
出
・
立
期
間
に
お
け
る
法
益
の
一

括
し
た
命
名
で
十
分
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
異
議
の
具
体
化

と
法
的
評
価

R
g
r
5
2
5ロロ
m
g
L
Z
n
Z
F
Z
当

fLFmg間

号
同
開
庄
司
巾
ロ

ιロロ間
2)
と
は
、
討
論
期
日
に
お
い
て
初
め
て
な
し
得
る

か
ら
で
あ
る
よ
「
許
可
行
政
庁
は
異
議
提
出
後
、
事
実
と
異
議
の
法
的
内

容
と
を
職
権
に
よ
り
調
査
す
る
義
務
を
負
う
」
の
で
あ
る
か
ら
、
「
自
分

の
健
康
へ
の
危
険
し
か
の
べ
ら
れ
な
い
者
は
、
許
可
手
続
に
お
い
て
も
同

傑
に
、
一
括
的
審
査
し
か
期
待
で
き
な
い
と
い
う
連
邦
行
政
裁
判
所
の
考

え
は
実
際
上
支
持
し
得
ず
、
ま
た
、
望
ま
れ
て
い
る
利
益
調
整
に
と
っ
て

有
害
で
あ
る
」

(m-ω
円。

σ
2・
〉
D
閉山∞円山・

HO司
令
由
∞

H)・
ω・
吋
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と
し
て

い
る
。
本
件
の
原
告
は
、
「
私
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異
議
を
提
出
す
る
」
と
だ
け
通
知

(
S
X広
子
当
)
し
て
い
た
。
連
邦
行
政
裁
判
所
は
理
由
の
故
後
で
も
う
一
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「
た
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な
る

3
Z
0
・
会
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・
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解
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す
る
(
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ロ
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(
部
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多
段
階
行
政
手
統
制
度
に
と
っ
て
、
異
議
排
除
が
不
可
欠
で
あ
る
と
し

て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
国
民
の
権
利
保
護
と
の
関
係
で

は
、
現
行
の
手
続
が
訴
訟
排
除
効
を
み
と
め
る
こ
と
に
対
し
て
十
分
な
手

当
て
合
し
て
い
る
か
、
と
い
う
制
度
実
態
の
評
価
が
別
に
検
討
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
筆
者
の
な
し
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
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参
照
、
保
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前
掲
一
九
三
頁
以
下
、
特
に
注
4
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参
加
責
任
も
し
く
は
協
力
責
任

川
レ
l
デ
カ
l
は、

一
九
七
九
年
一
二
月
二

O
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
部



〈

1
)

の
決
定
を
取
り
上
げ
る
論
稿
の
中
で
、
従
来
批
判
的
に
検
討
さ
れ
て
い
た

之、吋色
F
E
r
o
s
n
z
a
が
、
実
は
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
判
例
の
中
に
定
着
し
て

(
2
)
 

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
行
政
手
続
法
制
定
と
同
時
に
新
設
さ
れ
た

行
政
裁
判
所
法
四
四

a
条
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
こ
の
規
定
の
導
入
に

よ
り
「
立
法
者
は
手
続
規
定
の
意
義
を
著
し
く
相
対
化
し
て
い
る
。
本
条
に
よ

れ
ば
手
続
の
寝
庇
は
そ
れ
だ
け
で
は
裁
判
所
に
お
い
て
攻
撃
さ
れ
得
な
い
し
、

法
定
手
続
の
遵
守
は
強
制
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
手
続
の
壊
滅
は
た
ん
に
後
の

本
案
判
断
に
対
す
る
攻
撃
に
よ
っ
て
の
み
、
主
張
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
」
し
か

し
、
「
基
本
権
的
地
位
を
内
容
に
持
つ
よ
う
な
手
続
規
定
の
違
反
は
、
そ
れ
だ
け

で
攻
撃
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
(
5
=
a
z
-
g
s
ロ
&
出
品
開
丸
山
ゲ
仲
間

2
5
)。

行
政
裁
判
所
法
四
四

a
条
は
板
本
に
お
い
て
、
手
続
規
律
は
国
民
の
国
有
の
主

異議申立排除の効カと住民の参加責任

観
的
権
利
を
内
容
に
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
観
念
に
、
な
お
も
と
づ
く
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
こ
の
規
定
を
国
民
の
権
利
に
直
接
か
か
わ
り
の

(
3
)
 

な
い
よ
う
な
手
続
規
律
に
の
み
関
係
し
て
い
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
う
o
」

次
に
、
レ
I
デ
カ
ー
は
異
議
排
除
の
効
力
に
関
す
る
議
論
を
取
り
上
げ
、
排

除
効
は
、
た
ん
な
る
手
続
旋
律
で
は
な
い
、
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
二
方
で
、

「
も
し
、
手
続
へ
の
参
加
(
国
立
O
F
-
-
開
=
回
開
曲
目
〈

g
p
z
g
)
を
独
立
の
、
今

ま
で
以
上
に
守
ら
れ
る
べ
き
被
侵
益
者
の
主
観
的
権
利
と
し
て
み
と
め
る
な
ら

ば
」
、
他
方
で
、
権
利
や
義
務
を
拡
大
す
る
手
続
規
律
は
被
侵
益
者
と
結
び
つ
く

か
も
し
れ
ず
、
ま
た
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
看
過
で
き
な
く
な

ろ
う
o

「
彼
の
利
益
を
、
公
の
手
に
よ
り
予
定
さ
れ
て
い
る
措
置
に
対
し
て
主

張
す
る
可
能
性
を
法
秩
序
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
者
、
そ
し
で
ζ

の
場
合

に
不
可
欠
な
権
利
、
た
と
え
ば
情
報
、
文
書
閲
覧
、
聴
聞
な
ど
の
権
利
を
も
っ
者

は
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
利
用
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
我
々
は

義
務
(
司
出
町
内
}
三
か
ら
出
発
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
参
加
の
可
能
性
を
利
用

す
る
か
否
か
は
各
人
に
任
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
参
加
を
利
用
し
な

い
時
に
は
、
損
失

(
2
2
7丹
市
民
)
を
背
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
o

参
加
権
に
対
応

し
て
参
加
責
任
(
切
2
2
Z間ロロ問団
-SH)
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
参
加
じ
な
か
っ

た
被
侵
益
者
が
こ
の
参
加
か
ら
生
じ
る
も
ろ
も
ろ
の
権
利
の
全
部
も
し
く
は
一

部
を
失
う
こ
と
が
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
れ

自
体
、
異
常
な
こ
と
な
の
で
は
な
く
、
黙
秘
も
し
く
は
失
権
(
〈
2
2
7司
忠
明

g

Dr円
〈

2
1同
r
E国
間
)
に
よ
る
権
利
の
喪
失
と
い
う
原
理
に
よ
っ
て
、
法
秩
序

(
4
)
 

に
ず
っ
と
以
前
か
ら
内
在
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
九
レ
l
デ

カ
ー
は
時
期
に
遅
れ
た
異
議
申
立
人
の
防
禦
権
・
参
加
権
が
、
黙
秘
の
ゆ
え
に

な
く
な
っ
た
(
口
三
民
間
品
自
由

g)
と
解
し
、
そ
れ
は
も
は
や
訴
訟
の
対
象
に

(
5
)
 

な
り
得
な
い
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

右
に
見
た
よ
う
に
、

レ
l
デ
カ
ー
は
参
加
権
を
与
え
ら
れ
た
者
が
こ
の
権
利

を
利
用
し
な
い
時
に
は
、
本
稿
と
の
関
連
で
は
訴
訟
排
除
効
を
甘
受
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
の
参
加
責
任
が
こ
の
者
に
生
ず
る
の
だ
、
と
い
う

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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き
て
、
レ

I
デ
カ

1
に
こ
の
指
摘
を
さ
せ
る
き
っ
か
け
を
与
え
た
逮
邦
憲
法

裁
判
所
の
決
定
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
こ
れ
を
次
に
紹
介
す

る
こ
と
に
す
る
。

仰
木
決
定
に
よ
れ
ば
、
抗
告
人
(
回
g
n
y
d司

R
r
z
Z
2
)
は
原
子
力
発
電
所

沼
田
宮
色

B
'関
陣
ユ
ル
口
}
凶
の
建
設
に
あ
た
っ
て
、

許
可
行
政
庁
が
な
し
た
あ
る
決

定
に
対
す
る
訴
え
の
停
止
効
の
回
復
を
求
め
る
申
立
を
な
し
た
け
れ
ど
も
、

プ
レ
ン
ツ
高
等
行
政
裁
判
所
第
一
部
は
申
立
を
却
下
し
た
た
め
、
こ
の
却
下
決

定
に
対
し
て
憲
法
訴
願
を
起
こ
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
高
等
行
政
裁
判
所

の
却
下
理
由
は
、
本
決
定
に
よ
る
と
大
要
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

「
第
三
者
効
(
ロ
ユ

3
3
H
r
g四
)
を
も
っ
行
政
行
為
の
取
消
の
訴
え
に
お
い

て
、
負
担
を
こ
う
む
る
第
三
者
は
、
一
般
的
な
公
の
利
益
だ
け
で
な
く
自
分
の

特
別
な
利
益
に
も
役
立
つ
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
法
規
定
の
違
反
だ
け
を
主

張
で
き
る
。
第
三
者
を
保
護
す
る
機
能
は
、
原
則
と
し
て
実
体
法
の
規
定
だ
け

が
有
す
る
。
行
政
庁
の
手
続
の
た
め
の
規
定
は
、
そ
の
法
規
範
の
保
護
目
的
が

聴
問
機
お
よ
び
協
カ
権
(
〉
ロ
ゲ
ロ

E
ロ
問
団
自
己
岡
戸
内
凶
呂
町
件
当
日
同
rロロ問
ω
5
n
r同
)
そ
れ

自
体
の
保
持
に
あ
る
場
合
に
の
み
、
そ
う
し
た
機
能
を
も
っ
。
手
続
規
定
が
第

三
者
保
護
の
機
能
を
も
つ
こ
と
は
普
通
の
場
合
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
原
子
力

法
の
許
可
手
続
が
特
別
の
手
続
法
的
保
障
を
第
三
者
に
与
え
て
い
る
と
は
み
と

め
ら
れ
な
い
。
こ
こ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
公
告
お
よ
び
第
三
者
の
参
加
は
、
手

続
の
秩
序
に
役
立
ち
、
許
可
行
政
庁
に
対
し
決
定
の
基
準
と
な
る
よ
う
な
あ
ら

ゆ
る
視
点
を
考
慮
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
負
担

を
こ
う
む
る
第
三
者
と
し
て
の
抗
告
人
は
、
発
電
所
の
建
設
方
法
の
変
更
は
蒋

度
の
公
告
と
縦
覧
手
続
の
先
行
す
る
原
子
力
法
上
の
さ
ら
な
る
許
可
手
続
に
よ

{
6〉

つ
て
の
み
許
さ
れ
る
、
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

以
上
の
高
等
行
政
裁
判
所
の
理
由
づ
け
に
対
し
て
本
連
邦
憲
法
裁
判
所
決
定

コ

は
、
こ
の
高
等
行
政
裁
判
所
の
見
解
が
関
係
す
る
の
は
「
第
三
者
に
実
体
法
に

よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
法
的
地
位
が
一
般
に
属
し
て
い
な
い
」
よ
う
な
場
合

で
あ
り
、
こ
う
し
た
場
合
に
つ
い
て
の
み
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
例
は
手
続

(
7
v
 

法
の
独
立
し
た
保
護
機
能
を
排
除
し
て
い
る
の
だ
、
と
し
た
。
さ
ら
に
、
次
の

よ
う
に
つ
づ
け
る
o

「
基
本
権
は
実
体
法
に
だ
け
影
響
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、

手
続
法
が
基
本
権
の
効
果
的
な
保
護
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
か
ぎ
り
、
手
続
法

に
も
影
響
を
与
え
る
、
と
い
う
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
確
立
し
た
判
決
か
ら
出
発

す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
こ
の
確
立
し
た
判
決
が
基
本
法
一
四
条
一

項

一
一
一
条
一
項
に
つ
い
て
展
開
し
、

つ
い
で
二
条
二
項
も
こ
う
し
た
基
本
権

を
考
慮
し
た
手
続
形
態
を
要
求
す
る
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
ニ
と
に
言

及
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
基
本
法
二
条
二
項
の
基
本
権
は
、
原
子
力
の
危
険
か

ら
の
生
命
お
よ
び
健
康
の
保
護
を
優
先
的
任
務
と
す
る
行
政
庁
お
よ
び
裁
判
所

の
手
続
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
も
影
響
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
原
子
力
法
の

集
団
手
続

(
F
r
a
g
Z江田
F
Zロ
)
に
お
け
る
す
べ
て
の
手
続
の
穣
疲
が
基
本

権
侵
害
と
判
断
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
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そ
う
い
う
侵
害
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
は
、
国
家
が
基
本
法
二
条
二
項
に
定
め

ら
れ
た
法
益
の
保
護
義
務
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
公
布
し
た
手
続
規
定
を
、

許
可
行
政
庁
が
無
視
す
る
場
合
に
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
は
原

子
力
法
の
許
可
決
定
を
審
査
す
る
際
、
原
告
適
格
を
も
っ
第
三
者
は
手
続
違
反

を
主
張
す
る
権
限
を
普
通
持
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
い
き
な
り
出
発

し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
、
ど
う
い
う
原
子
力
法
上
の
手
続
規
定
が
、
上
述

の
考
慮
の
意
味
に
お
け
る
憲
法
上
重
要
な
も
の
に
属
す
る
の
か
を
確
定
的
に
審

査
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
原
告
適
格
を
も
っ
第
三
者
の
許
可
手
続
へ
の

参
加
に
関
す
る
規
定
も
そ
れ
に
属
す
る
、
そ
れ
ゆ
え
、
抗
告
人
は
高
等
行
政
裁

判
所
の
見
解
と
は
逆
に
、
建
設
方
法
の
変
更
は
新
た
な
原
子
力
法
上
の
許
可
手

異議申立排除の効力と住民の参加責任

続
を
必
要
と
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
で

(
8
)
 

き
る
」
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ω先
に
見
た
レ

l
デ
カ
l
の
指
摘
を
、
さ
っ
そ
く
一
九
八

O
年
七
月
)
七
日

(
9
)
 

連
邦
行
政
裁
判
所
第
七
部
判
決
が
取
り
込
ん
だ
。
事
案
は
ヴ
ィ
ル
(
者
ご
】
)
地

区
内
に
あ
る
原
子
力
発
電
所
の
建
設
を
め
ぐ
る
も
の
で
、
原
告
は
異
議
申
立
期

間
中
に
「
私
は
異
議
を
提
出
す
る
」
と
だ
け
通
知
し
て
い
た
た
め
、
異
議
申
立

期
間
中
に
異
議
申
立
を
し
た
と
言
え
る
か
、
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
判
決

は
結
論
と
し
て
「
原
子
力
施
設
令
三
条
一
項
の
文
一
吉
か
ら
、
異
議
申
立
が
た
ん

な
る

H
7
1
u
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
も
出
て
く
る
」
と
し
て

(
印
}

原
告
を
敗
訴
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
判
決
理
由
の
中
で
レ
l
デ
カ
ー
を
ひ
き
な
が

ら
協
力
責
任

(
ζ
x三
件
=
白
問
団
F
2
)
に
触
れ
た
の
で
あ
る
。

判
決
は
ま
ず
、
帥
で
紹
介
し
た
宮
昌
子
包

g'関
山
岳
岳
決
定
を
参
照
じ
っ

て
原
子
力
法
の
分
野
で
の
国
家
の
保
護
義
務

l
l基
本
法
二
条
二
項
と
一
四

条
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て
い
る
法
益
に
対
す
る

l
lー
か
ら
議
論
を
始
め
て
い

る
。
判
決
に
よ
れ
ば
、
国
家
の
保
護
義
務
は
原
子
力
'
法
七
条
に
あ
る
よ
う
な
原

子
力
施
設
に
関
す
る
許
可
要
件
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
「
そ
れ
以

上
に
、
そ
う
し
た
施
設
に
よ
り
潜
在
的
に
侵
益
さ
れ
る
第
三
者
に
対
し
て
、
法

律
上
防
禦
権
の
賦
与
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
。
次
に
宮
巳
「
包

B
'同

州
阻
円

-rr

決
定
が
確
認
し
た
よ
う
に
「
原
子
力
法
上
の
手
続
規
定
の
形
態
は
基
本
権
の
保

護
に
役
立
つ
」
と
す
る
。
そ
し
て
「
原
子
力
施
設
令
:
・
に
よ
る
、
潜
在
的
に
佼

益
さ
れ
る
第
三
者
の
行
政
手
続
へ
の
参
加
は
、
た
ん
に
包
括
的
な
情
報
を
許
可

行
政
庁
に
与
え
る
と
い
う
目
的
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
上
に
第
三
者
を

し
て
で
き
る
だ
け
早
期
に
手
続
に
対
し
影
響
を
与
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
o
」
「
彼

ら
第
三
者
に
保
障
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
義
に
お
い
て
前
置
さ
れ
た
権
利
保
護

に
等
し
い
参
加
と
聴
問
権
の
主
張
は
異
議
申
立
権
の
行
使
の
中
で
な
さ
れ
る
?
。

し
た
が
っ
て
、
原
子
力
施
設
令
三
条
一
項
の
排
除
は
、
だ
れ
か
が
自
分
に
与
え

ら
れ
た
手
続
法
上
の
法
的
地
位
(
問

2
吉
田
吉
田
正

S)を
、
そ
の
法
益
の
予
防
的

保
護
の
た
め
に
利
用
し
な
い
、
と
い
う
事
情
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
被
侵
益
者
は
そ
れ
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
に

b
な

か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
結
果
を
、
後
に
な
っ
て
再
び
問
題
に
す
る
こ
と
は
で
き
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な
い
。
」
「
原
子
力
施
設
令
三
条
一
項
の
排
除
は
、
失
権
思
想

2
2
1
H
r
E
E
m
m
s

m
E
g
r
g
)
の
現
わ
れ
な
の
で
あ
る
。
人
は
存
在
す
る
権
利
を
当
該
法
関
係

に
参
加
す
る
他
の
人
々
を
配
慮
す
る
こ
と
な
く
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

考
慮
に
、
こ
の
排
除
は
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
の
考
慮
が
協
力
権
(
富
山
時
三
?

rzHM拘
mHOny同
)
の
裏
面
で
あ
る
協
カ
責
任
を
理
由
づ
け
る
の
で
あ
る
。
」
そ
し

て
、
「
こ
の
協
力
責
任
は
、

立
法
者
が
原
子
力
法
上
の
許
可
手
続
を
形
成
す
る

に
あ
た
り
、
原
子
炉
の
建
設
者
/
運
転
者
の
法
的
地
位
を
も
適
切
に
規
律
し
な

(uv 

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
、
そ
の
正
当
理
由
を
も
っ
」
と
い
う
の
で

あ
る
。右

に
紹
介
し
た
判
決
お
よ
び
、
こ
れ
と
同
じ
日
に
下
さ
れ
た
連
邦
行
政
裁
判

所
の
判
決
と
を
中
心
に
し
て
異
議
排
除
の
効
力
を
詳
細
に
論
じ
た
シ
ュ
ト
l
パ

(
沼
)

ー
も
ま
た
、
こ
の
協
力
責
任
に
触
れ
て
い
る
。

彼
は
行
政
裁
判
所
の
負
担
軽
減
、
手
続
の
促
進
、
重
要
な
全
て
の
見
地
の
包

括
的
調
査
、
調
整
機
能
、
環
境
上
重
要
な
事
業
へ
の
民
主
的
、
円

2-zz、
許
可

申
請
人
の
保
護
、
そ
し
て
危
険
対
策
原
理
の
現
実
化
と
い
っ
た
多
く
の
視
点
の

(
ね
}

下
で
異
議
排
除
を
検
討
し
た
の
ち
、
「
権
利
保
護
の
制
限
に
対
す
る
さ
ら
な
る

実
質
的
理
由

3
2
v
m
E
E
)
は
、
権
利
と
義
務
と
の
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。

国
家
が
国
民
に
あ
る
事
業
に
お
け
る
協
力
権
を
与
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
利
用

し
な
い
場
合
に
は
実
体
的
、
訴
訟
的
結
果
を
招
く
よ
う
な
協
力
義
務
(
ど
と
耳
目
'

Hr己口同州
ω

M

M

E

円
宮
)
な
い
し
協
力
責
任
(
富
山

Z
E
E国
間
切

F
E
)
が
被
侵
益
者
に

(

M

)

(

H

M

)

 

生
ず
る
の
だ
」
と
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ω
「
協
力
責
任
」
な
い
し
「
参
加
責
任
」
な
る
も
の
が
、
今
後
ど
の
よ
う
に

北法33(2・180)478

展
開
さ
れ
て
ゆ
く
の
か
、
現
時
点
で
は
明
ら
か
で
な
い
け
れ
ど
も
、
次
の
レ

l

デ
カ
l
の
発
言
か
ら
考
え
て
、
な
に
が
し
か
発
展
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
私
に

(

日

山

)

は
思
わ
れ
る
。
レ

1
デ
カ
ー
は
先
の
論
稿
の
ま
と
め
で
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
「
一
九
七
九
年
二
一
月
二

O
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
決
定
は

結
着

(kpr2rza)
を
み
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
権
利
保
護
の
重
点
が
ま
す
ま

す
行
政
手
続
の
中
に
移
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
判
例
の
発
展
の
途
上
に
あ
る
。

そ
こ
に
あ
っ
て
、
ど
ん
な
道
が
歩
ま
れ
て
い
る
の
か
は
、
ル
1

マ
ン
が
手
続
に

よ
る
決
定
の
正
統
化
に
関
す
る
詳
論
の
中
で
、
手
続
は
獲
得
さ
れ
る
合
理
性
と

結
果
の
有
用
性
に
と
っ
て
負
担
と
な
る
で
あ
ろ
う
ゆ
え
に
、
行
政
手
続
に
対
し

な
ん
の
正
統
化
機
能
も
要
求
し
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
は

P
き
り

す
る
。
我
々
は
ル

1
7
ン
の
こ
の
心
配

3
0認
め
)
を
軽
く
考
え
て
は
い
け
な

い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
吋
E
-
z
r
2
2
E
も
ま
た
参
加

責
任
を
前
提
と
し
得
る
こ
と
を
意
識
的
に
承
認
す
る
判
例
の
結
論
は
、
行
政
の

効
率
性
と
合
理
性
に
と
っ
て
問
題
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
他
方
で
行
政
に

(
げ
)

対
す
る
無
力
感
を
国
民
か
ら
と
り
の
ぞ
く
だ
ろ
う
o
」

(
1
)
Z
』者

Hug-ωe
叶
印
由
民

u
U
D〈

巴

g
u
ω
-
M由
由
民

H

切
〈
宮
聞
の
開

8
・

∞-uom-
参
照
、
山
田
洋
「
行
政
手
続
へ
の
参
加
権

l
西
ド
イ
ツ
連
邦
懲

法
裁
決
定
を
め
ぐ
っ
て

i
」
(
『
一
橋
研
究
』
六
巻
三
号
一
九
八
一
年
〉
一
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手
続
〈
過
程
)
と
い
う
制
度
の
合
理
的
で
、
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

(
1
)
 

ωと
こ
ろ
で
、
次
の
よ
う
な
立
法
論
的
主
張
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
子
力

開発
が電
な所
L 、tこ
た要
め求
にさ
、れ

、る

音総、
ほヨ 1コ
説的
設な
霞 'i!!

量産
伴 l
寸. A 
る益
埋性

産省
許壁
際行
℃な

「得
つる
わ機

も
の
」
の
安
全
性
に
つ
い
て
の
判
断
を
他
省
庁
に
委
ね
合
う
な
ど
の
「
も
た
れ

合
い
」
現
象
が
生
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
機
関
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
機
関
で
下
さ
れ
た
結
論
は
、
以
後
の
許
認
可
手
続
を
拘
束
す
る
、
と
い
っ

た
制
度
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
多
段
階
行
政
手

統
が
前
提
条
件
と
す
る
「
確
定
性
」
「
拘
束
力
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
が

あ
る
。ωわ

が
国
の
現
状
に
お
い
て
、
訴
訟
排
除
効
制
度
の
導
入
に
私
は
反
対
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
右
の
主
張
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
わ
が
闘
に
は
、
総
合
的
判

断
を
下
し
得
る
装
置
が
な
い
ば
か
り
か
、
現
行
の
公
聴
会
形
式
に
よ
る
住
民
参

加
へ
の
消
極
的
評
価
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(

1

)

三
辺
夏
雄
「
原
子
力
発
電
所
設
置
を
め
ぐ
る
許
認
可
」
(
『
法
と
政
一
策
』

九
号
一
九
八
三
年
)
三
五
頁
以
下
、
四

O
頁
以
下
参
照
。

(

2

)

三
辺
前
掲
四

O
頁。

(
本
稿
は
修
士
論
文
に
注
を
い
く
つ
か
補
っ
た
ほ
か
、
末
尾
に

に
」
を
加
え
た
も
の
で
す
。
一
九
八
二
年
五
月
一
一
一
一
日
脱
稿
。
〉

「
お
わ
り

追
記
校
正
の
ひ
と
通
り
終
わ
っ
た
段
階
で
、
宮
巳
宮
即
日
'
町
内
r
r
n
r
原
子
力
発

電
所
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
決
定
に
触
れ
る
次
の
文
献
に
接
し
た
。
青

柳
幸
一
「
基
本
権
の
多
次
元
的
機
能
(
一
一
了
完
〉
」
(
『
法
学
研
究
』
五
五
巻

六
号
一
九
八
二
年
)
五
五
頁
以
下
、
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
右
の
連
邦
憲
法
裁

判
所
決
定
を
う
け
て
原
子
力
法
手
続
令
が
改
正
さ
れ
、
今
年
五
月
一
日
よ
り

施
行
さ
れ
た
(
〈
札
・

0
2
芯
同
宮

E
B
B
-
国
O
H
V
間同時

ω早
田
丹
美
冊
、

3
7向

mr門

岡
山

o
n
r
g丘口
ro『
『
巳
同
片
山
同
門
図
。
一
円
問
。
♂
∞
民
円
。

-vo円
=
ロ
門
同
切

orα
円
札
叩
ロ
J

U
〈
回
F
S∞N
w

∞
-
忠
由
民
・
)
こ
と
を
知
っ
た
が
、
詳
細
が
不
明
な
た
め
指
摘

す
る
に
と
ど
め
る
。
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Einwendungsausschlus und Beteiligungslast 

im atomrechtlichen Genehmigungs-

verfahren in BRD 

Yuuji OHNISHI* 

Einleitung 

1. Kapital: Verfahrensrechtliche Praklusionstheorie 

1. Argument Zucks 

2. Entscheidung des OVG Rheinland-Pfalz 

3. Kritik und materiel1e Praklusionstheorie 

4. Zusammenfassung 

11. Kapital: Materielle Praklusionstheorie 

1. Funktionen des Verwaltungsverfahrens 

2. Mehrstufiges Verwaltungsverfahren 

3. Beteiligungslast des Burgers 

SchluB 

Verspatete Einwendungen werden gemas 97 b AtG， 97-1 AtVfV 

(93-1 AtAnlV a. F.) ausgeschlossen. Gilt die Ausschluswirkung nur 

fur das Verwaltungsverfahren (verfahrensrechtliche Praklusionstheorie) 

oder auch fur den Verwaltungsgerichtsprozes (materielle Praklusions-

theorie)? Sind Fristen mit Ausschluswirkung auch fur den Verwaltungs-

gerichtsprozeB mit Art. 19 Abs. 4 GG vereinbar? Die praktische 

Bedeutung dieser Probleme ist auserordentlich in BRD. BVerwG (GE 

60， 297妊)hat eine Klage mit der Begrundung abgewiesen， Einwendungen 

im Sinne von 9 3 Abs. 1 AtAnlV erstreckt sich auch auf den Ver-

waltungsgerichtsprozes und fuhrt zum Verlust der Mδglichkeit， Genehmi-

gungsabwehranspruche durchzusetzen ; dies ist verfassungsrechtlich nicht 

zu beanstanden. 

Der Verfasser des vorliegenden Aufsatzes zieh t folgende Sachen in 

Betracht: ErsatzmaBnahmen fur materielle Praklusion， Teilhabe an 

umweItrelevanten Vorhaben， Atomrechtliches Anlagengenehmigungsver-

fahren als Popular beteiligungsverfahren， Ausgleichsfunktion des Ver-

ホ Doktorandan der juristischen Fakultat der Universitat Hokkaido 
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waltungsverfahren， Mehrstu五gesGenehmigungsverfahren (Vorbescheid， 
Teilgenehmigung)， Umfassende Erforschung a11er relevanten Gesichts. 

punkte， Investitionsrisikos der Antragst巴:ller.1m atomrecht1ichen Bereich， 
wegen des Ausmases moglicher Schaden steht nicht der Schadens. 

ausgleich nach einer Rechtsgutverletzung， sondern die Schadensvorge 

gegen eine Rechtsgutbeeintrachtigung im Vordergrund. 

Der Auf5atz 5011 zeigen， das der Einwendungsau5schlus besonders 

im mehrstufigen Verwaltungsverfahren zu verstehen sei， und das fur die 

Beurteilung der Verfassungsm在sigkeit es darauf ankomme， ob die 

Erschwerung des Zugangs zum Rechtsweg unzumutbar， zumutbar oder 

nur geringfugig sei. 
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